
中央社会保険医療協言義会 総会座席表  

日時十平成21年3月25日（水）10＝00（目途）～10・30（目途）  

会場：厚生労働省専用第18～20会議室（17階）  

中央社会保険医療協議会総会（第142回）議事次第  

平成21年3月25日（水）   

於 厚生労働省  

専用第18～20会議室  

議 題  

○ 医療機器の保険適用について  

○ 先進医療専門家会議の報告について  

○ 医療嘩済実態調査について  

○ 主な施設基準の届出状況等について  

○ ボーンマロウコレクションシステムの保険適用について  

○ その他   

－  
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新たな保険適用 区分A2（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）保険適用開      始年月日・平成21年3月1日  
薬事法承認層号   販売名   保険適用希望者  

21300BZYOO457000  S／′5患者モニター   
特定診療報酬算定医療機器の区分  

ゾーイ一様河メディカルシステム株式会社  呼気  がス分析装置   
2†3DOBZYOO45了000  

21300BZYOO457000  

≡ ■  t謝測定装置  

21300BZYOO457000  
休液  量等測定装置（王）  

21300BZYOO457000  

21300BZYOO457000  

21300BZYOO457000  

ハ○ルスオキシメ【タ  

Z1300BZYOO457000  

非観  血連続血圧計  

t     OO  S／5コノハウトモ＿ク  
電子観血血圧計  
呼気  がス分析装置   

21400BZYOO123000  
21400日ZYOO12300（〕  

基礎イ  モ謝測定装置  

21400BZYOO】23000  
1本液  量等測定装置（Ⅰ）  

21400BZYOO123000  

21400BZYOO123000  

21400BZYO‘引23000  

ハ‘ルスオキシメータ  

21400BZYOOt23000  
非観  血連続血圧計  

219AGBZXOOO94000  防水ホルト心電計SEERUghtWP   
電子観血血圧計  

株式会社ススサン  ホルタ心電計   
220AABZXOO344000  アスリートml用   伊藤超短波株式会社  低周波治療器   
220AGBZXOO2990（）0  オキントゥルー   株式会社アイビゾ〕ン  ハ○ルスオキシメーク   
220AGB XOO346000  ホータスキヤノブ7ス   エム・シー■メディカル株式会社  
22（）AGBZXOO346000  

超音  

220A旧ZXOO10】000  フロサウノト C3   
超昔  

アロカ株式会社  超普  
220AKBZXOO153000  イノチュヘーソ］ノファイハースコ→7Ⅱ   工ム・シー・メディカル株式会社  
220AIくBZXOOt54000  ヒ丁オ膀胱尿道鏡   

内視鏡  
工ム・シー・メディ如し株式会社  

220AしBZXOOO66000  スー八一丁ク沌ノSP400   
内視鏡  

株式会社テクノリンク  低周波治療器   
22TOO8ZXOOOO2000  生体情報モニタInteLEiVueMP2／X2   株式会社フィリッ70スエレクトロニクスゾヤハnン  モニタ   
22】00BZXOOOO4000  アクソオムセノソス   シーメンス旭メディテ  ク株式会社   心臓カテーテル検査装置   
221AB8ZXOOOO3000  耳鼻咽喉ヒTオスコープOLYMPUSENFTYPEYOOO6   オリンハスメディ如し  ステムス■株式会ネ士   内視鏡   
221A8日ZXOOOO4000  EVTSLUCERA大腸ヒ丁オスコーフOLYMPUSCFTYPE2TH260AT  オリンハスメティ加レシステムス株式会社  
221A［伯ZXOOO22000  小腸ヒ丁オスコー70LYMPUSSIFTYPEYOO（）1  

内視鏡  
・・ …  

221A8日ZXOOO30000  耳鼻咽喉ヒ丁オスコーフOLYMPUSENFTYPEYOOO7   
内視鏡  

オリンハスメディ加しシステムス◆株式会社  内視鏡   
22tA8BZXOOO46000  大腸ヒ丁オスコ～フOLYMPUSPCFTYPEYOOllシリース   オリンハスメティ加レ  ステムス■株式会社   内視鏡   
■’陰、        221A8日ZXOOO47000  上部消化B汎用ヒ丁オスコLフOLYMPUSG】FTYPEYOO22  オリンハスメティ加し  ステムス■株式会社   

J▲ヒ  

内視鏡   
シーイ一様河メディ  加ルステム株式会社   心電計（Ⅱ）   

▲■・■儒■        221AD8ZXOOOO3000  肋田図・誘発官位検査装置ME8－2300ソリースニューロハック×t  日本光電工業  株式会社   諌発反応測定装置   
221AG8ZXOOOO4000  丁ソタル眼底カメっCR－1MarkⅡ   キヤノン株式会社  
22tAGBZXOOO13000  丁ソウル7ソオク7フィCXDト40GCOMPACT   

眼底カメラ（Ⅰ）  

キヤノン株式会社  デゾクル映像化処理装置   
ファイハ’一子ック株式会社  ホルタ心電計   

鎗       221AK日ZXOOOO6000  腎孟尿Eフレキソフルヒ丁オスコープDUR   オリンハスメティ如し  ステムス’株式会社   
221AK白ZXOOOO7000  MR－6ウレ丁ロスコープ   221AG8ZXOOO17000  ミニオン  内視鏡  

オリンハスメテイカル  ステムス’株式会社   内視鏡   

新たな保険適用 区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）    保険適用開始年月日：平成21年3月1日  
韮事法承認番号   販売名   保険適用希望者   

209008ZZOO715000  マイクロカ丁一丁ル    ■ 
決定機儲区分   

クりエートメティツク株式会社  
償還腐植（円）  

￥54．300   

升」        21300BZZOOOllOO8  コロコ一丁イノウ格土人工清   ニフロ抜式会社   124Tイスポーザプル人工肺（腫型型）（2）体外循環型（リザーバー機能なし）   ￥157．000   
8008 Y1 23000  ハ  ツ マ   ソス丁   ハ  ツ ■ソヤハン ェ会   07 工              13 、旦ス‾ へいバご  ￥122．000  

21900BZXOO953000  SMACフうス   日本シャーウット●株式会社  021中心静脈用カテーテル（1）標冬型②マルチルーメンイセルジンガー型  
220008ZXO1655000  ソンセス株式会社   

￥7，53D  

22000BZXO1655000   
1cm当たり￥21  

075匡ぼ用令尾根川合恩給（1）ワイヤー       064脊椎固定用材料（4）稚体フック   ￥78．600   

22000日ZXOO384000  セキエフVR   日本メドトロニ・ソウ株式会社   117捕玖み型険細動器（2）植込み型険組動器（皿型）   
9  ユフ   

‡3．160．000  

、ロニッ  ェ会   ≡ ′・厨乱リ≡≡ ・墓 ′・㌫・推力≡≡ ・  ￥3．300．000  

22000BZXOO723000  コンサルタCR‘卜D   日本メドトロニック株式会社   144両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  
22100BZIOOOOlOOO  ファシールDR   

‡4190000  
日本ライフライン株式会社   112ペースメーカ（5）デュアルチャン／く（Ⅲ型）   

22100BZXOOOO5000  Trll厄nceス丁ム   
￥1．†00．000  

ヒー・ブラウンエースクラップ株式会社  057人工膜関節用材料（2）大腿骨側材料00大腿骨ステム（Ⅱ）   
22100BZXOOOlOOOO  工ノハスソースセット   

￥419．000  

日太フィ7フィン株式会社   001血管造暴；用シースイントロデューサーセ・ソト（Zl蛇行血管用   ￥5．140   

窄部位用   ￥28．100   

ー ふ瞳   東レメティ加レ株式会社   221DOBZXOOOllOOO  ハイトルクハ7ノスミトルウエイトユ＿ハーサルⅡ力小ウイト     アホットハスキュうーシヤハン株式会社  0丁3経度的冠動脈形成併用カテーテル用ガイドワイヤー（2）複合・高度狭    22100BZXOOO12000  ￥4，240  

22100BZXOOO12000   側つ在宅寝たきり患者処置同気せ内ディスボーザフルカテテル（り→組型㊥カブ付き気管切開チュブイカフ上部吸引機綻なしi一兎管   ￥4．240   

22100BZXOOO14000  ユフ精器株式会社   099組織代用人工繊維布（2）ヘルニア修復・胸壁補職用（2）形状付加型   ￥19100  
22100BZXOOO14000   099納き縫代用人工繊維布（2）ヘルニア修復・胸壁補祐用月〕一帖   1Ⅲ弓当たり￥80   
221008ZXOOO15000  フロノコホ」・気管支チューブ   東レメティ加レ株式会社   027気管内チューブ（1）カブあリ00カブ上部吸引機能なし   ￥1．090   

22100【】ZXOOO39000  コノブイエノト   ホストン■サイエンティフィツウシヤハン株式会社  117植込み型除細動器（3）植込み型除細動器（Ⅳ塑）   ￥3，300．008   

22100BZXOOO49000  台クサスリ八丁イース丁ントソス丁ム   ホストン・サイエンティフィツウシセハン株式会社  130心臓手術用カテーテル（3）嗣動脈用ステントセット㈲再狭窄抑制型   ￥378．000   

221008ZXOOO51000  セントソユート∴メティ加し株式会社  012血管造影用ガイドワイヤ…（3）微細血管用   ￥18．900  

221008ZXOOO51000   ‖3輔込み式心随ペースメーカ用り－ドrl）リード∩〕経論脈リードア標準型   ￥182．000   

221008ZXOOO66000  ナカシマメティ加レ株式会社   057人工股関節用材料（1）骨盤側材料（2）臼蓋形成用カップ（Ⅱ）   ￥97．900  
221008ZXOOO66000  059オプション部品（り人工股関節用部品   ￥29，300  
221008ZXOOO660（】0   057人工股閻節用材料（2）大腿骨肌材料ぼ大腿骨ステム（Ⅱ）   ￥419．000   

22100 XOOO67000  ノ八丁ツ PTCAハルーノ 丁一丁ノ ー2   ンハテツ・シヤハン 式会   130心     テーテル1      代ノ    ‾－‾ル1一 刑   ￥   
22100日ZXOOO68008  インハ’テックPTCAハールーンカテーテルー3   インハーテック・ソヤハuン株式会社  130心臓手術用カテーテル日経皮的冠動脈形成術用力‾－‾ル〔1）一般刑   ￥127．800  

22100BZXOOO69000  ハ‘－ドフル工ンシー（胆管用）   株式会社メデイコン  034胆道ステントセット（2）自動装着システム付（1）永久留置型アカ／トあり  ￥239．000  



2．歯科  

険適用 区分A2（  定包括）く  定の診療報  面されている区分）  月日：平成21年3  

ビーナスフうス  吉田精工株式会社  220ACBZXOOO6gDOO   

新たな保険適用   区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成21年3月1E】  
決定機能区分  

1220ACBZX00064A01 
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．
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先進医療専門家会議における第2項先進医療の科学的評価結果  

整理  
先進医療名   適応症   先進医療費用※ （自己担）  保険外併用療養費※ （保険付）  総評  技術の概要   

番号  負  給  

光トポグラフイー検査を用し、たうつ状態の  
鑑別診断補助（国際疾病分類第10版にお  

いてF2（統合失調症、統合失言周症型障害  
合失調症、統合失調症型障害及び妄  

及び妄想性障害）に分類される疾病及びF  1万3千円  

155      3（気分（感情）障害）に分類される疾病の いずれかの疾病の患者であることが強く疑  

（1回）   

2万1千円   適   別 紙  

われる者（器質的疾患に起因するうつ状態  

の者を除く。）に係るものに限る。）   るうつ状態の者を除く。）  

※ 届出医療機関における典型的な症例に要した費用  

【備考】   

O「第2項先進医療」は、監事法上の未承認又は掃応外侍  
的な医療技術。  

薬品又は医療鵬の侍用を匡亘∃、未だ保険診療の対象に至らない先進  

塾塩見互匝］、菜事法による申請等に繋が  O「第3項先進医療（高度医療）」は、薬事法上の未承認又は掃応外侍用である医整品又は瞑！  
る科学的評価可能なデータ収集の迅速化を図ることを目的とした、先進的な医療技術。  
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先進医療評価用紙（第2号）  

当該技術の医娠機関の要件（案）  
先進医療評価用泉氏（第1号）  

先進去痕名及び適応汚：光トホグラフ・f－検膏を用いたう1）状態の鑑別診断補瑚（国際疾病分類第1U   

版においてF2（統合失調症、統合失調痛型障害及び妄想件障害）に分類され   

る疾病及びF3（気分（感情）障害）に分類される疾病のいずれかの疾病の患   

者であることが強く疑われる者（器質的疾恩に起出するうつ状態の者を除く．」）   

に係るものに限る．二）   

Ⅰ．実施責任医師の要件   

診療科   回（精神科又は心療内科  卜不要   

鷲格   国（指帥俳佐相定障   ）・不要   

当該診療科の経験年数   回（5）年以上・不要   

当該技術の蓮験年数   国（lノ年以上・不要   

当該技師の経験帰例数注1）   実施者［糾者］として （10）別以トイニ要  

［それに加え、助干又は術苗として （ ）例．リ ト不要］   

その他（卜記以外の要件）  

Ⅱ．医療機関の要件   

診療科   囲（枯神科又は心療内科  卜不要  

芙施診療科の医師数 注2）   囲・ノ乍要  

具体的内容：常勤の精神保健指定匪1名以仁   

他診痘科の瞑帥数 拝2）   国・｛要  

具体的内容：神経内科又は脳神経外科c・■二）常勤医1名以上   

その他㌍療従事者の配置  国（臨床偵香技師  卜不要   

（薬剤帥、臨一抹工学技士等）  

病床数   要（   床以上）・［頭   

看護配帯   要（対1看讃以上）・巨頭   

当直体制   委（  ）▲匡司   

緊急手術の実施体制   要■団   

院内検奄（24時間実施体制）   要・匡司   

他の医療機関との連携体制   要t困   

（愚者容態急変時等）   連携の具体的内容：   

医療機器の保守管碍体制   酔不要   

倫秤委員会による審有休制   国・不要  
審香開催の条件：届出後当該療養を初めて実施するときは、  

必ず事前に開催すること。 

医療安全菅舛委員会の誤信   国・不要   

軍涼機関として・Z）1該技術芳美施正岡惣   回（10 症例以卜）・不要   

その他【l記以外■てノ要件、例；逼広打ン1ヱ！】   

ン・ン’11尖施体調が必寧等）  

Ⅲ．その他の要件   

頻回の実績報答   要（月間又は 卵ほでは、毎月報告）・匡司   

その他（上記以外の要件）  

いひホグラフイ一旗香を用いたうつ状態の鑑別診断補助（国幹疾病分類第10版にお  

先 逼 匡 療        いてF2（統合失調痛、統合失調帰型障害及び妄想件障害）に分頓される疾病及び  

の  名  称  F3〔気分（感情）提害）に分極される疾病のいザれかの疾病の患者であることが強く  

疑われる者（旨言質的疾患に起因すろうつ状態の者を除く「）に係るものに限る〔）  

適  応  丸土   匝妥当である。  
B．妥当でない－（坪山及び修正案：  

）  

A．従来の技術を用いる上りも大幡に′汀効（  

h■  幼  仲      回．従来の技凧を用いる上りむやや右■軌  
C．従来の技糾せ用いろのと同程度、ヌは劣るノ  

日・問題なし⊃（はとんど別作甲、合併症なし）  
安  全  性      B．あ去り問屋百なし〔（酔い副作用、合併咤あり）  

（∴問．頓あり（重い副作用、合併症が発生することあり）  

囚．当該分野を射りとし経験を積んだ医師又は虚聞の指導卜であれば行える・、  
R．1該分野を専門とし数多く経焼を積んだ医師又は匠帥の招蕃下で成）ればそ了え  

技 術  的  
7   成  熟  度  、ノハ  

C．当該分野を専「1とし、かなりの経験を積んだ医師を中心とした診環体制をとって  

†∴、ないと千丁えない，  

計会的妥1性  
日．倫押的問題等こ主ない（  

（社会的倫理的       B．倫理的問勉等がふる。  
問題等）  

A．鳳患率、／h■柄率から勘案して、かなり普及している．「  

硯帖点での 普 及 性      回．羅悪事、有病率から勘案して、ある程度普及している一1    C 
．罷忠幸、もー病率から勘案して、普及していなし・＼1  

既に保険華人されている医療‡友術に1ヒ鼓して、  

効  亭  性      臼・大幅に効率的  
n．ややノ助率的。 

C．効率†射ま同程度又は劣る。  

将来の條険収  囚・将来的に保険収載を什にとが妥1＝  

；除の必要性  B．将火的に保険収載をfTうべきでない。  

総合判定＝ 国  ・＃  

コメント：従来、模否結果に基／jくことなく臨床帰伏のみで行われてきたうつ状態  

の鑑別に、浦助検塵とはいえ、初め－〔客軌初市棲を導入するそ〉のであるニ  

総  評  初診吋ヤ治療経過の中で、診断の確度を高めることに上り、早期診断や  

適切な治療選択を行う上で有用である。特に、う／）状態で始まる若年の叔  

輔性障害（躁・うつ病）は、うつ病として長期にわたり治療される場合が多く、  

適切な治績の握れが指摘されているが、この間題を桐決する上でも有用  

である。   

注1】当該技術の逢験症例数について、実施者 術昔lとしての経験症例を兼摂）ろ場合にiま、実施者し師昔」とし  

て  ■ ）例以上：′ト要・r）欄を記載すモ．こと  

止ま＝阻帥〃草格（サ会専門医等）、速験牛数、当該技術ジー）逢坂牛改段び当該技裾の経験症例数ツワ観点をきむ1例え  

ば、経験軍歌つ年以上机上科医師が⊂名以上L なお、医師こは歯科良師阜ノ含まれろ  
4  

備考 この用紙は，ロ本工業規格．1列ノ1番とすること、医囁機関名は記入しないこと  

3  



【参考】届出医療機関提出資料よリー部改変  

○光トポグラフイー検査の実際  
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○本検査により得られる前頭葉チャンネル平均波形   

nl…… 健常者（45名）  大うつ病性障害（15名） 双極性障害（23名） 統合失調症（24名）  
0．5  

ノ伸  

一√）h】巨H土        ト・・■  

‾0・1 

去去㌻二。州  
課題遂行中  

（60秒間）  

負武活反応性の  

タイミング不良   

賦活反応性の   

呈が減少  

賦活反応性の  

ピークが遅延  

5  



中医協 総－3蠣1  

2 1   3， 2 5  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）の実施案  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）については、以下の基本的な考え方  

に沿って行うこととする。  

1．調査時期及び報告時期  

（1）調査時期  

調査月は平成21年6月とする。  

調査年は平成21年3月末までに終7する直近の事業年（度）とする。  

（参考）第16回調査 平成19年6月  

（2）報告時期  

速報値の報告時期は平成21年10月末とする。  

本報告については、今回は従来の単月調査に加え、年間（決算）データの調査も   

実施するため、調査項目を今回の調査に係る暫定的な措置として削減しており、報   

告内容も軽微なものとなること等の理由から、集計一公表は行わないこととする。  

（参考）策16匝調査  

【速報値の報告日】 平成19年10月26日  

【本報告の報告日】 平成20年 7月 9日  

2．調査対象及び抽出革  

（1）調査対象  

調査対象は前回と同様とする。  

（参考）第16回調査  

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所∴歯科診  

療所及び1か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が300件以上の保険薬局を  

対象とする。  

ただし、開設者が匡蓄積関（特定権能病院及び歯科大学病院は除く）であ  

るもの、特定人のために開設されている閉鎖的な・もの、感染症病床のみを有  

する病院、結核療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、  

船内等に設置される一般診療所及び歯科診療所は除外する。  

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療  

所及び1が月間の診療時間が100暗面未満であると推定された医療他聞は  

調査対象から除外する。  

（2）抽出率  

抽出率は前回と同様とする。  

（参考）第16回調査  

病院1／5（特恵接能病院、歯科大学病院、こども病院は1／1）  

1  

1  

一般診療所 1／25  

歯科診療所 1／50  

保険薬局 1／25  

3．調査内容等の変更点  

（1）年間（決算）データの調査   

従来の単月調査に加え、平成21年3月末までに捧7した直近の事業年（度）の   

損益状況、従業員の給料等について．新たに調査する。なお、単月調査と同時に行   

うため、調査対象施設となる医療機関等の記入負担等を考慮し、調査項目について   

は、原則として速報値で報告しているものを対象とし、追加は必要最小限にとどめ   

る。  

（2）調査項白の名称変更   

「医療経済実態調査（医療機層等調査）における年間（決定）データの活用に関   

する懇喜炎会」の委員から、「00収入」はある特定の取引による入金があった場合を   

表し、r収支差鈷」は一連の入金と出金の差引残領を表す表現のため、現行の会計制   

度（発生主薬）にはなじまないとの指摘を受けたことから、それぞれ「00収益J   

及び「損益差祐」に変更する。  

（3）調査項目の追加   

次の調査項目について、新たに訊至境自を追加する。ただし、年間（決算）デー   

タの調査を行うことから、新たに調査項目を追加する場合は、従来の調査項目を削   

減する必要がある。   

＜共通事項＞   

0事業年（度）に関する項目  

・直近の事実年（度）の調査  

＜病院調査票＞   

○一般病棟入院基本料に関する項目  
・準7対1入院基本料の算定状況  

○枚急医療に関する項自  
・年間の緊急入院患者致が200名以上  

＜保険薬局調査票＞  

○保険調剤の状況に関する項目  
・調剤した全ての医薬品の数量（薬価基準の規格単位べ一ス）に占める後発医  

薬品の割合   

（4）調査項目の廃止   

年間（決算）データの調査を行うことから、調査票の簡素化、調査の効率化を図  

るため、速報値で報告されない項目を中心に、次の調査項呂を廃止する。  

◎二速報値で使用  ○二本報告で使用  X：使用せず  

＜病院調査票＞   

①基本データに関する次の項目   
・現有の医業用建物の建築（改箋）年月（×）  

・医薬用建物の保有形態及び延べ葡萄 く○）   

・病床の状況のうち、介吉隻療養型医療施設分の許可病床数（×）、稼働病床数に  

関する項目（○）  

・入院患者の状況（○）  

・外来診療等の状況（○）※休診日数は◎   

（∋給与に関する項目のうち、隈桂別非常勤随員の給与月祖（×）、労働時間に関す  

る項目（◎）   

④設備投資に餅する項目（○）   

⑤租税公課・借入金等に関する次の項目  
・借入金に関する項目（◎）  

＜保険薬局調査票＞   

①基本データに関する次の項目  
・代表者又は開設者の職種（×）  

・現有の薬局用建物の建築（改案）年月（×）  

・薬局用建物の保有形態及び延べ面積（○）  

・施設基準等の届出状況（○）  

・代表者又は開設者の勤務状況（×）  

・青色申告の有無く×）  

・営業の状況（0）※休日日数は◎  

・調剤基本料の請求区分（○）  

・保険調剤の状況のうち、調剤報酬明細書の件数（○）  

・従事者の状況のうち、青色事業専従者に関する項目（×）、労働時間に関する  

項目（◎）、無給の家族従事者に関する項目（×）   

（∋収支に関する次の項目  

・青色事業等従者給与費（×）  

・医療事務要託黄（○）  

・その他の緑黄のうち、水道光熱費（○）、賃借抑＝関する項目（○）、広告宣  

伝費（○）※土地賃借料は除く  

・借入金に関する項自（◎）   

③設備投資に関する項目（○）   

④処方せん・医薬品の状況に関する項眉（○）※調剤用備蓄医薬品品目数は除く  

4．集計区分   

速報値で報告する項目は、次のとおりとする。  

（1）基本集計（別紙1・2参照）  

①病院  
介護収益のない病院が減少してきていることから、「集計1」の対象施設を  

「医業・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の施設」とし、「集計1」  

およぴ「集計2」を行う。  

②一般診療所  
r集計1」と「集計2」の施設数の違いが僅かであることから、歯科診療  

所・保険薬局と同様に「集計2」のみを行う。  

4  

4  

・承認等の状況のうち  
②収支に関する次の項目  

・入院診療収益の内訳   
・外来診療収益の内訳   
・委託費の内訳（○）  

・設備関係費のうち、  

・経受の内訳（○）  

（卦給与に関する項目のう   

る項目 く◎）  

④設備投資に関する項目  

、旗床研修病院の指定の有無（○）  

（◎）  

（◎）  

賃借料に関する頃日（○）※土地賃借料は除く  

ち、職種別非常勤陣貝の給料月報（○）、労働時間に閲す  

（○）   

⑤租税公課・借入金等に関する次の項且   
・借入金に関する項目（◎）   

・福利厚生費（×）   

＜一般診療所及び歯科診療所調査票＞   

①基本データに関する次の項目   
・現有の医薬用建物の建築（改築）年月（×）   

・医業用建物の保有面積及び延べ面積（○）   

・青色申告の有無（×）   

・従業者の状況（×）   

・病床・入院患者の状況のうち、療養病床数（X）、介護病床数（×）、在院患  

者延べ数（○）※一般診環所調査票のみ   

・外来診療等の状況（○）※休診日数は◎   

②収支に関する次の項目   
・青色事業等従者給与費（×）   

・委託費の内訳（○）  

－その他の医業・介三豊費用の内訳（○）※土地賃借矧ま除く  

3  

3  
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③歯科診療所・保険乗馬  
前回と同様に「集計2」のみを行う；  

集計1 医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計  

集計2 調査に回答した全ての医療機関等の集計  

（2）檻能別集計等  

（む病院槌能別の損益状況  

・特定機能病院  
・歯科大学病院  
・DPC対象病院  

・こども病院  
・地域医廟支援病院  
・回復期リハビリテーション病棟入院基本料算定病院  
・小児入院医療管理料算定病β完  
・亜急性期入院医療管理料算定病院  
・／＼イケアユニット入8完管理料算定病院  

・年間の緊急入院患者数が200名以上の病院（新）   

喧）一般病棟入院基本料別の損益状況   

③一般病院 病床規模別の損益状況   
径）100床当たりの損益状況（新）   

⑤一般診療所 主たる診療科別の損益状況   
⑥院外処方牢別の損益状況   
⑦保険薬局 後発医秦品割合別の損益状況   
⑧隠種別常勤取員1人平均給料月（年）緒等   

⑨一般病院 微粒別常勤職員1人平均給料月舘の推移   

⑩療養病床を有する病院の損益状頒   
⑪療養病床を有しない病院の損益状況  
（砂損益宰の分布   

⑩事業年（度）の分布（新）  

（3）速報値の報告から廃止される項目  

r3 調査内容の変更点」の（4）に記載されている調査項目が廃止されるため、  

次の項目が廃止される。   

①1施設当たりの従事者数   

②借入金の状況（年報）  

（4）掬弓ほ後の損益差額（当期純損益）の表示の追加   

法人立の医療税関等について、従来の損益差額（税引前当期純損益）に加え、税  

5  

5  

引き後の損益葦誠 く当期純損益）の表示を追加する。   

なお、これに伴い、一般診療所及び歯科診療所の速報値で報告する全ての項目に   

ついて、従来の「個人∴「その他」の分類から、「個人」、r法人」、「その他」の分類   

に変更する。  

（5）年間（決算）データの東計の追加（別紙3・4参照）   

年間（決算）デタの集計は、集計1または集計2の「基本集計」、「100床当   

たりの損益状況（病院のみ）」、「覧種別常勤職員1人平均給料年輪等」、「損益率の分   

布」、「事業年（度）の分布」とする。  

（6）その他   

定点観測的手法を閂L、た調査については、層化無作為抽出を行ったうえで、前回   

調査においても調査に参加した医療掟閤等について、前回調査と比較を行う定点観   

測的調査を実施する。  

5．その他   

有効回答率の向上方案として、次のことを行う。   

①ホームページを利躍した電子調査票の活用を進める。   

②調査対象となった医療機関等が「中央社会保険医療協書蕊会」を知らない場合が  
あるため、調査票に「厚生労働省」の名称及び「シンボルマーク」並びに「キ  

ャッチフレーズJを入れ、国が実施している調査であることを強調する。   

③診療側開拓団休から団体所属施設に対して、ぴl査の周知や回答喚起などの協力  

を得ながら進める。  

なお、診療側関係巨‖本への調査客体名簿の提供は行わないこととする。  

（
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乙馳邑旺姓軋蔓の集計   

些計1  

病 院  （丙沌）   

ニ彗星堂亘  
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保障薬局   

／   ／   ／  

／  
／  



（
C
東
藁
）
 
 

㌧l  

喧  

緋 盤；  埜   ⊂〉  ⊂⊃  
紳壷淀  「－   

匝l埜畔  

鷹  桔≡  企 正 肇】  諾蓋  ロ  （こ〉 ロ  d 臼  白 0〇 く⊂〉   如意∈ぜ 巨l丑畔   l．n 「、 1寸‾  ぐつ 「→  ○〇 「■－   
田  

持 lの    「、 ぐヾ  （工〉 （つ 巳  勺‾ OD 臼  
ロ  

転 せ；  

食 肇  「■、   ⊂⊃  
く亡〉   

臼   

0つ  

堤 1廷  占：＝十 紬妻ま控 匡l童：喋  田 q〇  〔つ ぐつ  の 「、 uつ   qコ     「、 （エ） uつ  く⊃ 回 ⊂）  ⊂⊃ 巨   
意  

1丁  

（n  髄  く⊃   凹  ⊂〉  
萩  ⊂⊃ 亡ヽJ  ⊂〉 ぐ」  く：⊃ 亡｝   

（記号の見方）  

○山荘・鉱iト鳩舎を行うもの  

※ 和書萱行わないもの   
ズ・集計・報告を行わないもの  
一朗査を行わないもの  

〔れJ玉一碧   冨‖広戸l  盲lTlコl  

項目  
！亡l十†lI亡】十ク  もト1  ！エ三千  羽■ ・－   

月  日  皿l十ワ   

払宗取持  ●1     ●    0  0  
（態度別1 ‾†l  1 ●  

P  

閲          地鯉取  闘  
j衷飯執・ノ′J  ′i弧巌    Q  
よ，  

八 女1－こ  
黒£A鼠諷套  － l －  Q  涙垂木封由    0  

痍観硯房封  Q l  Q        1 匪あたリ  悶  0    0  内れ別  Q I  0  
■1i 二、  田          牧捜劇絵  
・三・il  

贅R床を有壬ゑ  Q 1 0    0      委病床生気しな1＼  嗣  
†丘ム食  
風鎮萎 布  H  0        率れ集光布  【 1      0  

姻‖任l01t火H上敷●ヽrl僧けql  ◆ 1 ★  ★    ヽ  
賀
室
練
直
胱
樹
霜
 
 

（
榊
璽
岬
肝
蓮
華
傑
幽
）
樹
霜
劉
礁
供
せ
鷹
幽
回
の
L
妹
 
 

（再l集1†区分が変更それたたれ貫16回調査緒果を丙瓜】†する境目  

（注）綱鷺操課税対象外椚用は、租税公挟、杭苔保l菜糾，覇付金，通勤手当   

丁
，
 
 



ヨ  
q】匡 帆 †ご一  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）要鮪（案）   力 第うの層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分頬し、二の区分によって   

行）。  

■ 
申   l  

1．調査の目的   

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の笑軽さ′明   

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整挿することを目的とする。  

2．調査の内裏   

病院、一般診療所及び歯科診僚所並びに保険業局について、施設の較要、枯ら押〕   

状況、従事者の人員及び給与の状況等の調査を子fう。  

3．調査の対象  

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、▼般診療所∴歯科診湧出及   

び1か月間の調剤報酬明細署の取扱件数が300件以上の保険業局在対象と寸る山  

ただし、開設者が医育機関（特定亀能病院及び歯科大芋病院は除く）てあるもレ）、   

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病上京のみを有する病院、結接   

療衷所、性爆病院、自衛隊病院等の′特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される   

一般診療所及び歯科診療所は除外する。  

また、歯科併誠の一般診環所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回喜多僚所及び  

1か月間の診療時間が100時間末藩であると性定された医業責機関は調査対与さか   

ら除外する。  

4．調査の客体及び抽出方法  

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次J）方法によって抽出しL施設を調貰   

客体とする。  

（1）病  院  

ア 層化無作為抽出怯による。  

イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな  

い病院に分精し、この区分によって行う．ユ  

ウ 第2の層化は、介言唾麻薬施設サーービス事業を行っている病院と行ってい（1し、  

病院に分類し、ニの区分によって行う。  

エ 第3の尾化ほ、病床数が200床以上、2r）0床未満に請・寂し、この区ケノに  

よって行う。  

オ 第‘lの層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

1  

都  道  府  ■ゝ▲一〉¶■‾ 

1  

青森．岩手、宮城、秋軋 山形、福島  

茨城、栃木、群馬、塙玉、千集、東京、神奈川、  

新i岩，山梨、長野  

岐阜、静岡、愛知、三重  

吉山、石川、福井  

荘窮、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山  

鳥取、島根、岡山、広島、山口  

徳島、香川、愛媛、高知  

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、  

沖縄   

キ 第6の屈（とは、全日を国二蒙公務員の地域手当における級地区分の6区二分とそ  

の他の地域に分類し、この区分によって行う。（級地区分については見り紙参照）   

ク 第7の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大芋病院及び子ども病院を除  

く）精神‡斗病院ほ亨可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、  

公立、公的、佐原法人、7上会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、  

この区分によって行う。  

ケ 抽出幸は、特定槌転柄院、歯科大芋病院及び子ども病院については1／1、  

その他についてl二tl／5とする。  

（2）一般診療所  

‾7 層化無作為抽出法による。  

イ 第】の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。  

り 第2の届化ほ、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。  

ェ 第ニ】の層化IJ、介徳原黍確設サービス事業を行っている＝般診療所と行って  

いない般語療所に分類し、二の区分によって行う。  

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分頬し、この区分によって行う。  

カ 第5、第6の庖化は、病院と同じ地域分頬（篤5、第6慰化）によって行う。   

1 拍出室は1ノ′／25と寸るけ  

（別紙）  国家公子東員の地域手当に係る級地区分  

城弛・ 支給他t五  都道府県   市；町雫1名軍   

1鰻他  丑京都  沌新区  

茨城照  
埼玉県   
手荒県  ＝＝    ∋ ・・  
翫烹節  武重野市．町田市、包ユ｝寺市，区立市．絶宝市．狛江市．清瀬市．多仮市、持戒市、西さ尽京市  

窃愈市，厚木宿  
大栗市、守口軋門菩市  ‾ 【肯   

3適地  
（27市）   

千貢県  銘一票市、浦安市、袖ヶ浦市  
賃京肺  八王子市、立川市、府中市、昭見取調布市 小平市 日新市  
・ －     ■  欄浜市、川崎市∴毎号名市  
空知Ⅷ  名古屋市、刈谷市、豊田市  
大阪府  吹田市＿幕間ホ．寝屋川市，耳元市、高石市  
西富市、冨」軍市 天守芹r   兵庫凧  

奈良府    ま械県  
埼玉県   
干扇県  千葉市、市川市．松戸市．冨躍市．匹用右辻市  
東京折  三政市．斉楕ホ、架村山市、あきる軒市  
淘袈‖留．  横領賞市＿藤沢市、昇ケ喝市．褐楓儒市．大和而  
愛知県  璧明市  
三重禦  l蒜度市  
一鐘￥県  大津市、キJ市  真顔市   京都府  
大阪府  堺市．≡中市．池田布∴枚方市．茨木市．八尾札束大飯市  
兵皿県  神戸市．尼崎市  
奈良市、大和が山市   奈良県  
広島県  広島市 ？i闇市  

l・肌  5故地  
5■l市   

1F【  栃木県  竿彿琶市  
埼玉鼎  川嘆市l‖口市∴行白市・所沢市・随従市、加須市．東松山市．越谷市声白市、入間和明節市 ＝煙市  
干葉県  茂原市．佐倉市、柏市．市原市．白井市  
衿祭川田  平塚市、季野軋三浦都薫山町  
山梨県  甲府市  
岬伺汎  静岡市．沼繹軌釦船場ホ  
愛知欄  瀬戸市．醤両市，西尾市，大府市、知多市  
三1県  才市、四日市市  
滋貰県  守山市、栗東市  
宇治市、屯司市、票田五市   貫彿府  
大坂瞬  ＃和田市．農大澤乱貝塚箱，組佐野市＿富田林市、河内長男市、細劉市、羽曳野市、藤井寺市  

伊丹市．三田市  
天測嘉田市一着盾市  

6絶也  
89市   

18町  iヰ●  几ケ噌市、筑西市  
栃木猥  鹿沼市ノト山市、大田原茶  
欝ち県  罰捻市、高唱市、太a市  
均玉県  旅省市、書目靡軋刀集札上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、比企部鳩山町．北埼玉都北川辺町、  

北竜彿郡震度 北葛虻‖瓢転声  
干荒縄  
武蔵村山市   東京跡  
神乗川県  小日原市．三瀬市  
吉山市   冨山≠  
石川県  会沢市  
福＃軋  鳩井市  
長方岬  長野市、松本市．鯉訪市  
岐阜県  岐阜市．大垣市．多治見市、芙完加茂市  
〃岡鼎  顔松市、三▲市．富士宮私署土市．尊重市、手足澤市、軌Il市．袋井市  
愛知鼎  丑擢市、同峰市．一言市．半白市．響白井軋津島市．安域市．犬山市、江南市、小牧市、罷沢軋  

東海市知立 蟄否市  西  
三重県   

＝j7・・  
向日市、相葉㊦木さ事町  

大阪府  柏原市、泉南市、四斥観市，交折市．阪南市＿泉南筍鴨取町、泉南熱田鼠℡L調河内郡太子町  
兵曙鼎  姫路市．明石市．加古川市．三木市  
・ゴ、  長井市、香芝市．宇陀市＿宣斡ポ毘増町．北葛城器王寺町  
和故山鼎  和歌山市」坂本市  
岡山市   岡山嗅  
広島県  廿日市市、安芸邸ご吉日即、安芸郡坂町  
■   山口県  
番‖県  幕松市  
福岡県  北九州市、宗A：野市＿春日市．太宰府市．前原軋福謹市，把捉部宇美町．将鐙郡柏屋町  埼市  

（3）歯科診療所  

ア 層化無作為抽出法による。  

イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分短し、この区分によって行う。  

り 冷2、第3の層化は、病院と同じ地域分煩（第5、第6層化）によって行う，  

工 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類し、∴の  

区分によって行う。   

オ 抽出率は1／50とする。  

（4）保険薬局  

ア 層化周作為抽出伎による。   

イ 第1、第2の層化は、病院と同じ地域分碩（篇5、第6層化）によって行う。  

り 票3の層化は、開設者（個人、法人）の別に分頬し、この区分によって行う，  

エ 抽出率は1／25とする。  

5．調査主体  

中央社会保険医靡協議会  

6．調査の時期  

平成21年6月の1月間と平成21年3月未までに終了する直近の事案年（度）   

の1年間について実施する。  

7．調査の事項  

調査票に掲げる事項とする。  

8．調査の方法  

（1）調査に、郵送方式及びホ←ムべ－一ジを利用した電子調査方式により行う。  

（2）調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法によるっ  

9．結果の公表  

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の誌を経て、速やかに公表す′ら。  
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第17回医療経済実態調査（医療楼閣等調査）  

における調査票（案）  

○ 病院調査票  

○ 一般診療所調査票  

○ 歯科診療所調査票  

○ 保険薬局調査票  

（．案）  買1基本データ  
巨司  

托精省承認 NO ■ ■＋♯■   

承認期限 平成 年 月 日まで  

平成21年6月  

医療経済実態調査  

（病院調査票）   

期限 平成2」jL乙軋ま⊥員⊥＿  

（平成21年6月30日現在、該当する香号（1又は2）を記入してくださいd）   

1回復期リハビリテーション病棟入院料   1算定Lている － 2 算定していない  

2 小児入院医療管理料1又は2又は3   1算定している ▲ 2 算定していない  

3 東急性期入院医療管理料   †算定している・2 算定していない  

4ハイケアユニット入院医療管理料  1‡乱ている・2箕乱ていない  ■ 特定人院網の算定状況                                       】  （宛名ラベル貼付位遂）  

5 入院基本眉等の状況  （平成21年6月30日現在、該当する番号を記入してください．）   

1一般病嫁入院基本封   17対1▲ 2 三雲7対1－ 310対1・413対1・515対1  

6 特別入院基本料・7 呈姦当していない  

2特定鮒病院入院基本鞘一郎捜）用1▲2rO対－・・3法望凡ていない  
凸必ずこ記入ください  

羞己入善氏名  

電害言番号   
市外岡苗  

逢紹先       FAX番号  

emai】  」躍．・＿  

6承認等の状況  （平成21年6月30日現在、該当する番号を記入してください。）  

1あり ・ 2 なし  地域医療支援病院の示沈の有無  

7救急医療の状況  （直近の事業辛く度）の実頬で、該当する番号を記入してください。）  

年間の緊急入院患者数が200名以上  

B 直近の草葉年（度） （倭人立の鶏舎は記入の必要はありません。）  
坦厚生労働省  

中央社会保険医療協議会  

平硬   年   月～ 平成   年   月   



第2 損 益  

科  目  金主貞（平成21年6月分）  会頭（平成21年6月分）   

1材料費    （1）監査品畳  

（2）診便材料受・医療消長器具庚品葦  ㊤                      匡  

（3）歯幸斗材料資  

（4）韓食用村豹畏   ⑳                      ㊨  

2き孟与受（一顧3総与J東如の金額圭E人してく／三≧い．I  ㌍入不要  ⑳  

3 委託費  
㊤                      （∋  

4 設備閲保迂  ⑳                      4r  

史  
価償却費  記入不要  ㊤  

葛減価盾却袋  ㊤  
（うち）土地ア借料  ⑳                      ㊤  

5‡… モ  
㊤  

6 その他の医業・介謹製用  ㊤  

匡采・介1皇糞R合計  た入不要  

Ⅰ4  日   金額（平成21年6月分）  金城（直近の平裏年（度‖   

1入l完首府収益（念書見過含む）   ①                      方  
2 特別の環薫碍塊収益   ②                      ⑦  
3 外柔診療収益（里香負担含む）   ③                      （む  

4 その他の医薬収益   ①                      亙  

医宗収益倉吉†   ⑤                      ⑳  

‡1  呂  金融（平成21年6月分）            金額（直近の卒去年（度‖  1施設サービス収益  ㊦                      ⑯                        2 居宅サービス収益  ⑳                      心                        ；（うち）短期入所愈整介泣分  ⑬                      ⑩                        3 その他の介追収益  ⑳                      ⑬                        介l貢収益含言十  ⑬                      ⑳  

※病院として介抜保険耶凛を実施Lていない鳩舎は．記入の必要はありません．  

Ⅲ その他の収益  

第3 給 与  第4 資産■負債  

○個人立病院は平成20年12月31日現在、個人立以外の病院は平成21年3月末までに終了した直近の事業年   
（度）の末日における資産及び負債の韻を記入Lてください．  

賃1たl敲 員（平成21年6月分）  常 勤 取 入（直近の卒業年（度）1   

E  碓  人 員  持  料  人 ■   給  料   
人  冨  

医 師   国  人  ⑬                      Z  人  
歯雷4医師  Q）  人  ㊥                      1  人  

薬剤師   庄）  人  ⑬  人  】l  

℡雄鼠且  （9  人  ⑳                      冨  人  雷  
讐雄榊肋隠a  ⑥  人  ⑫  人  
匹療技術Å  （か  人  ㊥                      2  人  
亭覇欄欄  （卦  人  ⑳  人  
技権芳拝員・労拝員  せ  人  ⑳                      冨  人  冨  
せ■  （匝  人                          人  

資産 わ 部   

科  日   金  藍頁   

l流動資産   （D          ■十      千  

Ⅱ 固定資産   （診  

Ⅲ 繰延貸産   皿  

資 産 合 計   ④  

常 勤牧 丘（平成之1年6月分）  傭 船 ■lA（祉i丘のヰ暮年（度〉）   

頓 ‡i  人 ■   冨  与  人 員   貫  与   
癖族長   
医 師  
歯村医師  
薬剤辱  

t∴  寧入不要   記入不婆  
書丑補助且A  

匡頭技術負  
事環n員  

技能労湧■・労輝員  
役員  

※⑳抱＝㊥掴＋㊨掴＋㊨閣十㊥償＋㊦規  

て
ー
 
 

・▼「－   



買5 租税公課等  

登録免許税など）、公共的な性格をもつ会丑や賦課金（医師会酎祁汀内釜重など）です。  

※個人立病院については記入の必要はありません。  

通勤手当（直近の事案年（度）の年額）  

（案）  第1基本データ  
しニー三  

庶務省煮認 NO  

承認期限 平成 年 月 日まで  
（平成21年6月30日現在、該当する番号を記入して〈だ乱、。）  

1個人  2 医餓法人  3 その他  

平成21年6月  

医療経済実態調査  

（一般診療所調査票）   

腱胃31巳L  

2 主たる診療科目  

（平成21年6月3（〕日現在．広告する診療持冒のうち．主たる診絞斡日の番号（別義「記入要領」3F参照）をた人してくだ乱、・）  

3病床の状況（有床診療所のみ記入してください）  （平成21年6月30日現在）  

③至  床  

4 処方の状況  

処方せん料の算定（院外処方）の回奴   ①  
処方料の算定（院内処方）の回数   団  

5 直近の事業年（度）  

（個人立の場合は記入の必要はありません。）  平成    年   月一  平成    年   月   
（宛名ラベル貼付位置）   

且必ずこ記入ください   

記入者氏名  

烏施設名        ∵きユ朋十  連泊策  電話番号  市外局扁           （庸 ）   FAX書写     e－majl  ＠   

皇厚生労働省  
中央社会保険医療協議会  

10  



第2 損 益  第3 給 与  

常 勤 鉱 員（平成21年6月分）  常 勤 恥 員（直近の事案キ（度））   

転  校  人 員  絵  筆キ  人 員  給  料   

院長 く8人曳の勾丘壬■人そ只く1  ①  人  ⑩                      人  ㊤  

医 師   （∋  人  ⑳                    2   人  
歯科医師   ③  人  ㊥  人  ⑮  
薬剤師   G）  人  ⑮                    国   人  7  

⑤  人  ⑩                    監   智邑苓i員  人  
看追捕助紐只  喧）  人  ⑳  人  9  

匡壌技軒員  ⑦  人  ⑳                    冨   人  匡  
■ H  Q）  人  ⑬  人  

技能労甥員・分枝員  噂）  人  ⑳                    監   人  1：  

役 員  ⑩  人  丁  人  
b  人  ㊥  

‡4  日  金額（平成21年6月分）           金嶺（直近の事業年（丘））   

1入院診療収差  （1）保検診損収益（悪者負担含む）  ①                    （勤  

（2）公害苓診療収益   （9                    ⑩  

（3）その他の診療収益   Q）                    ⑬  

2 外来診碩収益  （1）保険珍滋収益（悪者負担含む）  Q）                    ⑫  

く2）公言琴診碩収益   ⑤                    ⑬  

（3）その他の診療収益   ⑥                    ⑭  

3 その他の医稟収益  邑                    ⑮  
医業収益合計  （砂                    ⑩  

常 勤 院 長（平成21年6月分）  常 勤 苓王 員（直近の琴藁年（度））   

擬  捜   人 員   罫  与   人 員  省  与   
院長  川‖J川叩叱て本人モa【l   人  
医 師  
菌租医師  
薬剤師  
看i邑較員  記入不要  記入不変  
看追捕助糧員  
底般技術員  
事務悍員  

技能労拝員・労滞貞  5   人  6  

役員  ★■●■lト」い■しhl■1■＝  人  ㊨  

※】副職所として介旺保険場裏を翼施Lていない鳩舎は、記入の盛・要はありません．  

皿 医業・介護糞用  
手4  日  金城（平成Zl年6月分）           金袈（lil丘の謳謀年（度‖   

1給与費 （ー亨3給与JのS抑を！己入してくだ乱、．）  E人不壷            ⑳  

2 医薬品賛  

3 材料費  ⑳                    1  

（うち）給食用材料費  （∋  

一 昔－ ご  

5  減1遜償却廷  

（うち）縫物減価償却快  
鱒      不                                               ⑳  

（うち）医縦横蕃滋随阻却栗  藍  
6 その他の医稟・介拉費用  0:::: : : : :: i i : : : : 

（うち）土地領  

団  
1己入不要  

医業・介浪費用合計  匡  ※㊦閤＝㊤仰＋㊨澗＋㊥相＋㊥欄＋⑲閥  

1：   11  

第5 租税公課等  第4 資産・負債  

○この現盃熟ま、青色申告で「斉惜対照表（資産負債調）」を税涛署に味出した個人立診療所及び個人立以外の   
給療所（医療法人立診便所など）のみ妃入して〈ださい。  

0個人立診療所は平成20年12月31日現在．個人立以外の診療所は平成21年3月末までに衿了する直近の  事業年（度）の末別＝おける資産及び負伍の‡象を記入して〈ださい 
。  

資 産－の 部   

科  目   完  ．てL   

l兼動資産   せ    li    百万      干  

Ⅱ 固定資産   ②  

皿 繰延資産   ③  

資 産 合 計   庄）  

登抜免許税など）、公共的な性格をもつ会費や賦課金（医師会費や町内会賛など）です。  

※個人立診療所については記入の必要はありません。  

通勤手当（直近の事業年（度）の年額）  

13  



（案）  第1基本データ  
［亘司  

㊨  
総務省承諾トlO  

承認期限 平成 年 月 日ま  （平成Zl年6月30日現在．該当する番号を記入して〈ださい。）  

2 t芸療ユミ人  3 その他  

平成21年6月  

医◆療経済実態調査  

（歯科診療所調査票）   

⊥提出艶阻＿j三成之二L邑1日且二L巳L  

②ミ  ュニット  〔平成21年6月30日現在）  

近の率菓年（藍）  

平成    年   月一  年成    年   月  人立の橋台は記入の必要はありません．）  

（相島う＜ル貼付仁擢り  

且必ずこ記入ください  

記入者民芸  
市外局品  

重箱設名          達吉害箱  電言古番号     FAX看雪     e－m鋸  

別3：  

L－∴こ      、  

（1  
厚生労働省  

中央社会保険医療協議会  

16  15  

第3 給 与  第2 損 益   

常 勤 顆 員（平成Zl竿6月分）  常 軌 積 員（直近の事業年（度‖   

托  雪蚤  人 員  給  料  人 員  絵  糾   

院長 （個人王の鋼p右手人illく〉  ①  人  ⑩      一十i             ⑲  人  国  

人  ㊧  

人  ユ  
人  屈        ！  

薬剤師   ⑤  人  ㊥                    之   人  つ  
琴裸職員 （上t巾色IlにⅥ■してい尋可！持（）  ⑥  人  ⑬  人  国  
モの他の隠見  ③  人  ⑩                    Z   人  3  

役 員  ⑥  人  （B  人  
⑨  人  ⑩l  人恒              ■l  

科  目   金指（平成21年6月分）           全額（直近の事案年（度））   

1保険診療収益（患者負担含む）   イ      再方         ニ 円  ⑥  

2 労災等診療収益   ③                    ⑦  

3 その他の診傾収益   寧                    ⑧  
4 その他のt云叢収益   ④                    ⑨  

医業収益合計   十                    ⑳  

科  目  
1居宅サ【ビス収益  

2 その他の介泣収益   ⑫  
介三重収益合計   ⑬  

常 勤 転 員（平成21年6月分）  常 勤！随 員（直】丘の琴某年く度））   

軍  手王   人 員 盲 与  人 員  冨  与   
院長  ■■、■ 一   

ユ  人  ㊤  

人  冨  
国  人  

記入不要   記入不要  人  
1  人  

／十■●■叫F汀●し：し■号十■＝  
国  人  5  

人  ①  

‡ナ■■■川、耳■し：い■▼▼■＋十  

人  

※歯糾診療所として介迅保険事業を実施していない場合は、記入の必要はあり夏せん。  

Ⅲ 医某・介護費l宥  

金憩（平成21年6月分）         会議（直近の事業年（度））   

入不要  
：哩・    十            円   

2一  

十  

2・  

2  
2  

記入不要  2  

2  

冨                                      つ  
ユ  

記入不要  
コ′  

1j毛与華（「；頁コ結与jゆを記入してくたさい．）  

3 歯科材料賛  

5 減価広部費  

（うち）廷物ユ蔽価債却費  

；（うち）医療庚器減価信却費  

6 その他の医業・介領重用  

うち）土地賃借料  

うち）支払利息  

※㊧澗ニ㊥櫛＋⑲賜＋⑲閤＋㊨慣＋㊨圃  医業・介退廷用合計  

1昌   1了  



第4 資産・負債  

○この調査票は．青色申告で「賃借対照表（資産負債調）Jを税消暑に提出した個人立歯手斗診環所及び個人立以   
外の歯科診療所（医像法人立歯科診療所など）のみ記入して〈ださい。  

0個人立歯科診療所は平成20年12月31日現在．個人立以外の歯科診琉所は平成21年3月末までに摂了す   
る直近の事案年（度）の末日における資産及び負債の韻を記入してください。  

第5 租税公課等  

資 産 の 部  
科  目   金  額  

lj流動演産   ①    ★    考乃  

Ⅱ 固定資産   （診  

Ⅲ 繰延資産   ③  

や 産 合 計   Q）  

登録免許槻など）、公共的な性格をもつ会華や賦課金（歯車4医師会費や町内会㌍など）です。  

※個人立画料診療所＝ついては！己入の必要はありません．  

通勤手当（直近の卒業年（匿）の年甑）  

19  

（案）  

［亘司   
箋1基本データ  

㊨  
彊携省承認 NO ■■■■■  

東王君期限 平成 年 月 日まで  
（平成21年6月30日現在、該当する番号を記入してください．）  

平成21年6月  

医療経済実態調査  

（保険薬局調査票）   

期限 平成21年7月31日）  

（宛名ラベル貼付庖眉）  

5 直i丘の事裏年（度）  

（個人立の場合は記入の必要はありません。）  平成：  年：  月 一  平成：  年：  月   

且必ずこ！己入ください  

責施設名     記入者氏名   漣中  連掩先  電括番号  市外局眉             （内建 ）   FAX番号     e－mail  （診   

皇厚生労働省  
中央社会保険医療協議会  

21  



第3 資産・負債  

○この調査票は、青色申告で「扇情対照表は夜色債調）jを税務署に提出した個人真局及び個人稟局以外の嘉   
島のみ記入して〈たさい。  

○個人稟局は平成20年12月31日現在．個人稟局以外の薬品は平成21年3月荒までに告ミ7する直近の事案   
年（度）の末日における涼産及び負債の顎を記入してください。  

第2 損 益  

①  

モ斗  日  「‾蒜  1保険調剤収益（患者負担含む）        2 公害寿調剤収益  受）      3 その他の薬局事芙収蓑  ③      収益合三十  頓）  

資 産 の 告β   

科  目   全  音貞  
干  

（D  

②  

③  

責露 台 計  ④  

※保脹菜転として介護保険串菓を実施していない場合は、記入の必要はあり壬せん。  

汀 打．キi  

モキ  目  会報（平成21年6月分）           貪削直近の轟菓年（   

1給与喪  ⑬      万      手        Z  

2 医菓品等蔓モ  包                    2  

（うち）調剤庸匡栗品缶  罰  
（砂  3 委託丑  Z．  

4 減価慮印避  2  

峡価潰却革  記不要  2  

（うち）諷刺用接器減価応却費  
冨  

5 その他の経孜  ⑬                    2  

（うち）土地貸恰  ⑳                    冨  
（うち）利子割弓  2                    冨  

費用合三†  記入不要  3  

23  

箋4 租税公課等  

※胞人嘉辰については記入の必要はありません，  

通勤手当（直近の率葉年（度）の年額）   

⑳  



【P医脇  蕃告一3－4  

2 1   3    2 5  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）  

における調査票記入要領（案）  

○ 病院調査票記入要領  

○ 一般診療所調査票記入要領－－－－－－－－－－一‥－…－－－－－－＝＝ 17  

0 歯科診療所調査票記入要領－＝－‥一－－－－－－＝－＝‥－－－－－－－  31  

0 保険薬局調査票記入要領 －－－一一＝＝一一一－－一一－－＝＝－＝一一  45  

医療糸≡済笑声邑買富局査 （病院言局査琴宰）  

Ⅰ 調査の概要   

l 調査の目的  

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の夷怯を明らかにし、   

社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とします。  

2 調査の対象及び客体  

（1）調査の対象  

社会保険による診療を行っている全国の病院を対象とします。ただし、開設者が医育機関  

であるもの（特定機能病院及び歯科大学病院は除く．）、特定人のために開校されている聞  

鎖的なもの、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院は除外します。  

（2） 調査の客体  

調査対象となる柄院を、DPC対象病院の指定の有無別、介禎療養施設サービス事業実施の  

有無別、病床数が200床以上・来所別、院外処方の有無別、地域別、病院種別及び開設者別  

に層化し、特定緻詑病院、歯科大学病院及びこども病院（小児総合医療施設）については1／   

1、その他については1／5を無作為に抽出して客体を運偏します．  

3 調査の主体   

中央社会保険医漆脇議会（以下「中医協j といいます。）が実施します。   

4 調査の時期  

平成21年6月1日から平成21年6月30日までの期間及び平成21年3月未までに終了   

した直近の秘薬年（度）について実施します．  

5 調査票の種類  

（1）弟1 基本データ  

（2）第2 損益  

（3） 第3 給与  

（4）第4 安産・負債  

（5）茅5 租税公設等  

6 開査の方法  

医療級関の管理者が記入します．  

7 調査票の提出期限   

調査票は、平成21年7月31日までに必箇するよう同封の返信用封筒にて、下記宛に返送   

してください．  

平成21年6月 医療経済実態調査   

病院調査票 記入要領  

坦厚生労働省  

中央社会保険医療協議会  
〒10（ト・＝メ：東京都千代田区霞が閑1－2－2 中央合同庁舎5号搾  

厚生労働省保険局医療課内 中央社会保険医療協議会 宛  

」   



「第1 基本データ」の記入要領 （調査票1頁）  

○ 二〝J調査票は、特に示してあ≡）L♂ノ叩はかは．平成21年6月30日現在の事実について記   

入してくださいル  

Ⅱ 調査についての注意事項   

1 一股的事項  
（1）この調速は、調査日針のためのみ佼牒するものです，吾妻上J〕j蓬官音型や税務調丈〔〝〕ため  

の藁科として蛙用することは絶対にありません。  

また、調査票に記入された事実については秘密を厳守しま丁。  

（Z〉 二の調査は、医続投関の経苫に閲すら事項のみを調資するしのです。したかって、p≒と  

家計とに共通的に利用されるものについては、雨音を区分して匡菜に利用されろ釦｝）をでき  

るだけ正確に把握し、言己入してくださ㍉㌔  

また、者謹師養成事業等の附尻iド菜に閲するものは匝繚保険分に含めてくたさい。  

（3） 不院、二じ院等の開院にあって、会1汁が包括になっていろエうなミ昆合には、モれぞれの病仁王  

数、従事者敦、患者数などに上り按分して、調査筈鉢となった砧設分のみ記入してく上さい。  

（1） 病院として調査客体となったが、休・戻止した場合、あるいIi吉を抗し所となった与㌫合l∴ そ  

の旨及びその年月日を、調査票の表紙の余白に記鼓して、錮互票の全劇ほ牒話人のま一卜亘述  

してくだきい。  

2 調査票の記入  

（l）数字を記入する栴」が0の場合は √0」を必r記入Lてください。  

（2）金額は円単位で記入しますが、円未満の好凝烏牒脂藩入して（たてい。  

（3） 訂己入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいぃ7Jを言lし入してください 

（4） 合計欄がある罵告は、必ず記入してく」∵さい。  

貴院が該当すか開設者の番号を記入してくださいu   

l 巴    立 独立行政法人国立病院挽構、国立大学法人及び独  

立行政法人茶棚昔鮭鎌；孟杜撰構が開設する病院、  

国立高度専門医療センター、逓信病院のことです．  

2 公  方 都運昭県立、市町村立、地力独立行政法人のこと  
です。  

3 ウミ     的 日赤、済生会、北海道‡土全導こ菜協会、j雪生）垂．匡】  

民鮭康保険回付連合会のことです．  

4 日生保険聞佐 全国社全体険協会連合会、厚生年金事菜振興恩、  

船員踪検会、鮭廉保険蒜且合及びその連合会、共済  

組合及びその連合会、国民偉辟保険組合のことで  

す。  

7 十の他の法人 公益法人、芋技法人、社会福祉法人、医焙生施  
会社なと1～6に該当しない法人のことです。  

許可新保汝は、医療法の規定に基づき使用許可を受りている病床数を  

病抹細別ごとに記入し′てください．  

平成21年6月1日から平成21年6月30日の期間内の処方せん料  

の算定（院外処方）の回数及び処方料の安定（院内処方）の回数を記入  

してく上さい。  

壬生旦⊥旦3月末までに終了した直近の事業年（度）乞立入してくだ  

さい弧脚トニついては、ここで  

迫卿   
則△里旦墓昼ありませム」   

1iニt院の開設者  

2 病床の状虻  

3 タ生方の状況  

B 旭丘の雪こ巽年（度）  

※ ご不明な点等ありましたら、下記亮こお問い合せください，  

Ⅰ中医協 医療経済実態調査事務局】  
フリーダイヤル 01二Z O－00－－00⊂）○  
フリーダイヤルFAX O120川××X）：〉：  

受付時間 平日 △△ △△～△△ △△  

人問ドック、妊産婦保健指導など個別的保触手防伝動による収益   

（3）受託検査 施設利用収益  
他の医療散開から検査の蚕託を受けた場合の検査収益及び医掟設備   

器械を他の医療櫻閑の利用に供した場合の収益   

（1）その他の医禁収益   

文書料など上記の科目に属さない医菜収益  

保険寄査定榊  
虹の細から狩芽L調整してください。   

紳）必要はあり  
互生∠ピ且．＿，  

施設サーヒスに係る収益（短期入所煎養介綾を除く）で、国保連写に  
対する錆求金額及び利用者からの徴収金頒の合計額を記入してくださ  
い。   

また、特別な療養室科や、特別な食事料なとの施設サービスに係る保  
険外の利用料による収益についてもあわせて記入してください。  

居宅サーービスに係る収益（短期入所療養介渡を含む）で、良保適等に  
対する請求金額及び利用者からの徴収金領の合計額を記入してくださ  
い。   

また、通常の嘔真実施咄域を超える送迎針や時間超過分の費用などの  
居宅サ〉ビスに係る保険外の利用料による収益についてもあわせて記入  
してくだきい。  

上㌍居宅サービス収益のうち、「短期入所原華介賊」による収益の金  
線を記入してください。  

文書料など上記の科巨＝こ属さない介減収益について記入してくださ  
い。  

蜘三（度）冥紋及びその1／／12  
の顆を、この間から減葬t調整してください。   

「第2 損益」の記入要領（調査票2頁〕  

○ この調査票には、特に示してあるものの他は、発生主義の原則に基づき、平成21年吐旦選   び直近の事茶年（度）坤墨塵室   
に指求中の未収分を含む）と、これに対応するすべての管用（未払分皇含む）を記入してくだ   
さい。  
ただし、家計分は含めないでください。  

O r直近の事業牢（庶）l坤字宣旦壁   
として〈ださし㌔   

○ 分院を包括して経理を行っていたり、日日本こ所属してそこで一括して経理を行っている精舎   
でも、当該病院のみを推三十して言己入してください。  

Ⅲ 介護収益   
［調査票⑬～⑳潮】   

1 施設サービス収益   

〔調査票⑪⑯欄〕  1 医業収益   

〔調査票①、⑲爛1   

1 入院診療収益   

（患者頂担含む）   

【調査票①⑥欄］  

入院患者の医原に綴る収益で、次の（1ト（3）までの収益の合計顔を記  

入してください。   

（l）健康保険、国民塵灰保漢等の医療保族、後期高齢者医療制度及び生   
活保三堕法、精神保健福祉法、結核予防法等の公費負担医療に係る支払   
基金・国保連写に対する三＃東金顧及び窓口徴収金額などによる収益   

（2）公害医療、労災保険．自動車損害賠償讃任保険などによる収誌   

（3）自費診取持別メニューの食事など（ただし、特別の麻糞環境収益   
に係るものは除く）による収益  

入院患者の医務に係る収益で、特男り窒の特別料金徴収額を記入してく  
ださい。  

外来（往診を含む）智者の医療に採る収益で、次の（1ト（3）まての収  

益の合計領を言己入してください。   

（1）健康県険、国民佐原保険等の医療保険、後期高齢者医棟制度及び生   
活保三重法、輯神保健福祉法、結核予防法等の公訝負担医療に係る支払   
基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額などによる収益   

（2）公害医療、労災保険、自動車損害脂肪責任保険などによるl奴誌   

（3）自費診療なとによる収益  

次の（1）～（4）までの収益の合計額を記入してください。   

（l）保呼予防活動収益  
各種の健康診断、予防接種など集団的保建予防活動による収益   

（2）医療相談収益  

2 居宅サービス収益   
【調査票⑫⑰朋1  

（うち）短期入所凍童介  

領分   
［調査票⑬⑬㈲］   

3 その他の介護収益   

［調査票⑭⑲閣1  

2 特別の原雲環境収  

益   
【調査票（a（訓剛   

3 外来診療収益   

（告者負担含む）   

【調査票（∋⑧欄］  
Ⅲ その他の収益   

上調査願如】  

1 受取利巳及び配当  

金  
［調査頑如】  

2 その他の収益   
【調査票㊧⑳澗］  

直近の事業年（度）英紙を言己入してください，   

平成21年6月分については、岬  

有価証券売却益、患者外給食収益、日常生活に必要となる幹用の利用  
料、要介三肇三吉定のための主治医意見番の文筈杵などによる収益を記入し  

てください。   
な試補幼生▲負担金毎による収益はこの憫ではなく、調査票3頁の「  

Ⅵ【i甫勒金・負津金等Jの君削こ記入してください。  

⊥⊥岬△し てください。  
5 一   

4 その他の医業収益   
【調査票（初⑨澗】  

Ⅳ 医業・介護費用   
［調査頑∋H軸］  



研究研修費（研究材料の貨用、研究研修用富谷の購入費、草会への参  
加月市費など）や本部婆1‥木部役員報酬に係る空き用で病院の負担に尻する  

餌などを記入してください。   

1材料牒   

（1）医薬品訝  

〔調査芳㊧⑳射  

（2）診療材料蹄・医抹  

消羊毛器具備品費   
〔調査票⑳⑮親  

6 その他の医薬・  

介三重費用  
【調査票⑲⑳机  

V モの他の費用  

［渕査乗車ヰ如】  

1 支払利息  

［調査頑胴】  

2 その他の費用  

［調査票⑲⑩剛  

Ⅵ 特別損益   
【調査票㊨⑲郁  

1 特別利益   

［調査乗蛋糊］  

2 特別損失   

【調査頑如］  

Ⅶ 補助金一兵担金等   
［調査離細］  

費消した医薬品について、実働の腫入価格によって計算した縛を記入  

してください。   
医薬品設とは、投薬用薬品、注射用菜品（血i軋血一段製剤頼を含む）、  

試薬、造影剤し 外用薬、歯科用薬剤の空『消額をいいます。   

（1）診療材料資  
レントゲンフイルム、醸案、ギプス籾、包帯、カーゼ、詩合糸、氷   

など1回ごとに消饗するものの設消額をいいます。  

金融馳閲等からの短期、長期を合わせた借入金などの支払利息で、直  
近の醐を記入してください▲   

平成21年6月分については∴記入の必要はありませk  

有価ぎ正芳売却軋患者外給食用耶斗第、貸倒根失などの窄用で、上記  
の科目に含まれないものを記入してください。  

脚を牒込してください。   
平成21年6月分については御   

国定深憂売却益などの特別利益（補助金・負担金等を除く）を記入し  
てください。  

固定賢産売却損などの特別損失を記入してください．  

臥地方公共団体、系統捜閲などからの補助金・負担金等の交付金を  
人件費紳助、運営好捕働、隈備弊補助の交付日的によって区分し．重畳  
の事菜年（度）実績を記ちしてください・   
平成21年6月分については、岬   

（Z）医療消j随器具備品費   
① 注射針・筒、ゴム管、体温計、シヤ、一レ、聴診器、血圧計、甜  

子煩、歯科用の石誓、印食材などの診節用具で任用を開始したも  

のの費消額（払出頓）をいいます。  

② 食器、ざる、食缶、鍋など患者給食用具で使用を開始したもの  

の訝消額（払出額）をいいます。  

歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着■接裔材転l  

などの費消額をいいます。  

璽壬消した患者給食のための食品について、実際の蛸入価格によって計  

算した額を記入してください。   

㈱を記入してください。   
平成21年6月分については∴記入の必要はありません。  

検査、給食、拓具、洗濯、医療用廃乗物、歯科技工．医療串軋清掃、  
経理、暫備などの委托した業務の対価としての費用を記入してください。  

支払った金額などを記入してください。   「岬（12頁）を参考に  
し、その合計額を記入してください。  

建物、建物附尻設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費で、  

直近の事業年（度）実細を記入してください．   
平成21年6月分については、岬  

艶物の減価砥却蹄で、直近の事業年（度）実誠を記入してください。   
平成21年6月分については、㌍入の必要はありません。  

医療機器のl成価贋却費で、直近の卒業年（度）実琉を記入してくださ  

い．   

平成21年6月分については、記入の必要はありません。  

土地を賃借することにより所有者に対して支払う賃料を記入してくだ  
さい。  

支払又は訝消した金頒を記入してください。   
「遠別 に吉亥当する壁巨は「参考質料2」（13頁）を参考にし、そ  

の合計額を記入してください。  

－ 6 －  

（3）歯科材粒毀   

澗査索9⑩削   

（4）給食用材料費   

【駒査奔⑳⑬鋸  

2 給与費   

〔調査5軽重剃〕  

3 委託資   
欄査男⑲⑩那  

4 設備開院狩   

［調査男⑲⑩削   

（うち）減価償却費  

t胆査㊥】  

くうち）建物接価償却費   

［調査頑妻瑚】  

（うち）医療級器減価償  

却替  
t調査芳唾網】  

（うち）土地認借料   

【調査密》⑩剛  

5 経費   

〔調査票⑫⑲削  

r第3 給与」の記入要領 く調査票4頁）  

○ この調査票は、平成21年6月及び直近の叩   
いて記入してください。   

○ 図人立病院で、青色事案専従者として給与を支給している者についても、この附こ含め   
工払してください。   

○ 介三重保険事業を実施している場合には、医療保険分と介披保険分の総額で記入してください．  

医源法人立などの病院の理事長、理事、監事で主として役員としての  
菜掛こ従事している者をいいます。   理事（長）輌  
按暇き＝ の珊に記入してください。  

常勤職員に支給した賞与、期末手当等の一時金をいいます。   
使用人雑株役員に対する賞与は含まれますが、専従役員に対する役員  

賞与は計上しないでください。   平成21岬   
直近の事業牛（度）に賞与、期末手当等の一時金を支給した常勤職員  

の延べ人鋸こついて、卿引こ延べ人数を記入してください。  鮎王馳眺出さ鉱山山・⊥  
この瀾に含めて記入してください．  

直近の事業牢（度）に常劾顧具に支給した貨与、期末手当等の一時金  
の機種区分毎の総額を記入してください．   
醐こ  

含めて記入してください。   

役 員  

口 演与  
【調査密か庖胤  

人  員  
【調査顧如］  

賞  与  
【批朗垂ト㊨晰  

Ⅲ 給与費等の内訳  

非常勤職員給料   
［調査弄＠⑳副  

賞与支給額   
佃査痛如】  

常勤接見とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者を  
いいます。   

常勤喩員  
［調査票①－⑲】  

Ⅰ 給料   
〔調査票①へ⑩射  

人員   

巨岩窒謁こ㌫］  

蓋著ミ  

平成21年6月及び直近の堰菜年（度）に給与を支給した常勤職員の  
延べ人数について、醐入してください。   
個人立碑  

この欄に含めて吉己入してください。  

平成21年6月及び直近の事業年（虔）に常軌嘩員に支給した現金給  
与額（攻込）の駁徴区分毎の総額を記入してください．   
個人立病院で、一問こ  

含めて記入してください。   
給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶餐手当、時間外勤務手当、  

夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として横風に  
支給したすべてのものが含まれます。   
また、職員のうち看掩師等儀成施設に通っている者の授業料等を支給  

している場合に仁L その金額を含めてください。   

なお、柳平成21年6月現在の  年俸の1／12の晒した額  
及び轍手当とを合  
算した郷懐雇入してください，  

個人立病院の開設者でない病院長、個人立病院以外の病院長について  
記入してください。   
個人立病院の坤与」  

の欄に数字のrOlを必ず記入してくだきい．  

保膝師、助産師、看頂師、准看鯉師をいいます。  

看纏師、准看建師などの資格を持たない看建補助者（介誰看）をいい  
ます。  

診扉放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、  
歯科技工士など医療にかかわる専門技術員をいいます。  

屯気、水道、ボイラー菜損など上氾に仮さない技術員・補助員、労局  
員をいいます。  

－ 8 －  

平成21年6月及び直近の事業年（度）に常勤穐邑以外の者に支給し  
た現金給与額（税込）の総額を記入してくだきい■  

直近の事案年（度）に職員（非常勤穐岬期  
末手当等の爛入してください■   
平成21年6月分については、御   
使用人兼務役員に対する賞与は含まれますが、専従役員に対する役員  

賞与は計上しないでください。  

直近の事業年（度）に支給した退職金の総額を記入してください。  
平d21十6月分については、た入の必■はあり士せん・   

法令に基づいて支給した次の（1）～（3）までの費用の合計掛こついて記  

入してください．  

（1）平成21年6月及び直近の事業年（度）に支給した給料に係る医療   
保険料、年金保険料及び児童手拠出金の事業主負担額  

（2）卿与に係る医療保険料、年金保険料   
及び児監事当拠出金の事業主負担塀及びその1／12の瀬   

（3）直近の事業年（虔＝こ支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）   

の事温主負担額及びその1／12の頂  

この欄の金輝こ記入してくだ  
さい．  

退収拾付費用  
【調査㊥］   

法定福利智  
〔調査票㊨⑳剛  病院長  

看雲型撤兵   

看城補助穐貝  

医環技術員  

技能芳抹員・労務  
鼻  

給与訝等の合計  
欄査柳  

。
．
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「第4 資産・負債jの記入要領（調度柴絹）  

0 この調査票の記入にあたっては、個人立病院は平成20年12月31日現在、個人立u外の   
風脚乙遜呈主星壁上上エくださ畑  

⊂）2つ以上の病院の資産・負債が合算されて算低対等表が作成されてい5ような接合にり、重  
卿朝恩も連盟＿l主星旦吐三上⊥＆≧邑わ   
れる信教を使って推計して記入してくだきい。   

0 介護保険軍楽を実施している娼合には、匝坊保俵分の責彦・負桔と介。璧保親分二′鳩β∈・由lユキ   
との合計額を記入してください。  

「第5 租税公課等」の記入要領 r調査諜6酎  

0 二の忍月盃票は、鞘こ示してあるもののほかは、直近のむ芙年（度）の企者貞を記入してくださ  

■   

0 介猶探険事業を実施している場合にlま、医院保険分とr、夏控保険分のた頸亡記入してくだ∈い。  

「租税公設等（直近の  

事業年（度）の牢領り   

租税公；渓  

〔調査票Q〕澗〕  

次の（1）、（2）の金鉄の合計籍を喜ピ入してくだきい。  

（1）園定肯産税、可i業況、消費税、自助菟悦、印紙税、登録免許税／fど   

の租税で．原則として税法上杭全に罪人きれるもの  

（2）祉臥 如臥 町会などに射すそ、公共的な性枯をもつ空費 ほ師会弘 
など）、纏ほ貸金  

火災俣損料、病院和広眉†壬保険料（梅毒促換金牡に直接支払う保険  
筆i）、自動車瓜富脂催事主任保険料などの総額を記入してください。   
なお、病院隠匿舅任保険料が医師会洪に富まれており、その街の杷挺  

が国雄な暗合には、租税公提の欄に医師会費として計上してください。  

金銭その他の資産を他に贈与、又は無根の供与をした場合の価官員喜一旨己  
入してください。  

税拝申告が、本院、分院の経理をまとめた形で行われている場合にけ、  
艶脚の割合で技分し、調変呈些  
と脚入してください。   
この按分が不可能な場合は医定収誌衝、暇員数などを用いて計努して  

ください白  

個人立病院については記入の必栗はありません。   
個人立以外の病院は直近の事業年（度）の麗人祝砲定申告婁の 一法人  

絹喜十」聖童塑皇亘込してくだきい。  

個人立病院については記入の必要はありません。   
個人立以外の病院は直近の事業皇建針の住民税確定申告畜の r年絞  

l流動苺正  

【調査票①ポり  

r一 回定賃産   

［調査課②嗣ユ  

Ⅲ 繰延菩産   
〔調査票③凋J  

Ⅳ 流動負債   
【調査票6）矧】   

V 固定負債   
［調査票⑥仰】   

現金及び預金、冠ミ常的な活鋸こよって生じた未収金等の†踪托及て＼モの  

1年以内に回収可能な伯権、売買日約有価証券等．匡稟品、診許村村  
給食用材料、肝蔽品等のたな卸先荏、前払費用で1年以内に舞岸＝㌧なる  
ものなどの総額を記入してください。  

建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び含il細 
放射性同位元宗、その他の有形励京平臥 土軋i聖設仮勘定、性的桔、  
ソフトワニア、長期領付金などの総額を記入してくだきい。  

創業費（住人の㌫ヒ立量記までに支出した費用及び設立してから事業を  

開始するまでの間に支出した開設準備ク〕ための費用）、企業†1’モ発行…∈金、  

試較研究費などの鋳湖を記入してください。  

逢篤的な活動によって生じた罪掛金、支払手形等の惜蔦及びその他期  
間が1年以内に到来する依務などの紅顔を記入し亡ください。  

地方梢（企業債を含む）及び公庫、事実臥卓針子などからの借入象拉  
びに‾般全汁、本文臥 他会計からの借入金のうち期間が1年を超える  
もの、その他産常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未払金など  
のうち、期間が1年を超えるもの、引当金のうち、退職糾寸引当金のよ  
うに、通常1年を超えて使用される見込みのものなどの総額を記ノtノて  
ください。   

なお、地方再引こよる良好闇入金をは入蔚本金として蟹習Lていも頃合  

釦瀾Lに含めて記入しモくださ畑 

杭喜探険睾  
r調査票塗）前ヨ」  

寄付金  
〔調言霊③iド11］   

†睨顔（直立の年（度）の  

年号削」  

法人税  
［調査慕①刷ユ  

住民税  
［調査票（訂湘1  

事業税  
r調査票喧）附】j  

「通勤手当（直近の等  

菜年（度））の早宮貞」  

軌（r騒人税軋塑⊥  ＋「均等割儲  ）の金額を記入  してください。   

個人立以外の病院Ii直星空事業年（便）の「重量艶廷吏旦董ぷ⊥些Lt  
宣j週三屋開Jの金柑を記入して〈ださい。  

通勤詳席の現金支給．通勤用定期乗車券の硯斗勿支給の絵軸を記人して  
ください。  個人立病院については記入の必要はありません。  

111 12  

参考主菜半斗1  

「設備関係費」について（調査票3副  

0 「第2賂益 の「Ⅳ 医業■介！す垂改札のうち、「4 設備㌫順費」に含まれる費目IJ   
次のとおりです．   

0 なお、平成21年6月1か月間の莫績では書Lく不合理となる場合や泣出が不可能な拐ご？に   
は、直近の事業年（腰）莫紐の1／12の醸としてください。  

二参考主算半斗2  

「経責」について欄査栗3頁）’  

0 「第2 損益」の「Ⅳ 僅芸・介絶賛用」のうち、r5 経費」に含まれる野冒は、次のと   
おりてす。   

○ なお、＊印をけした費目で、平成21年6月1か月間の奏視では香しく不合理となる場合や   
算出が不可語な場合にIi、直近の事業年（度）実紙の1／12の領としてください。  

減価償却於   

設城詰拭葺借料   

土地貨l吉村   

建物賃借料  

修繕費  

画定怒産税等  

器機保守料   

器機設備保険料  

車両関係費   

建軌建物附属吉貰偏、医掠用器械備品、車輌船舶などの減価償却‡？  

設備、羞爛の使用料（リース料、レンタル料）  

土地を貸借することにより所有者に対して支払う賃料  

建物、構築物（門 へいなど）を賃借することにより所有者に対Lて  
払う賃料  

有形固定資産に損傷、磨滅、汚損などが生じたとき、原状回軍に賢し  
た通常の修繕のための許用。（庖定資産の耐用年数の延長又は当雷麦藁産  

の妄、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。）  

臨定流産税、都市計画税等の国定賢産の保有に係る租税公課。ただし、  
車両関係狸に該当す5ものを除く。  

器闇の保守契約に採る費用  

施設設備に係る火：美保険料等の宣や用。ただし、車両関係費に該当する  

ものは除く。  

救急車、検診車、せ玉田用自動車、乗用車、船舶などの無札車両検束、  
自動車韻書賠償男任（宗険、自動重税等のデ？用   

櫨利厚生許  福利施設負担額、厚生螢など従業員及びその家族の福利厚生のために  
要する法定外福利曹   

（1）蕎≡史宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主   

負担謬  
（2）診禿、健康診断などを行った場合の減免額、モの他衛生、保軋慰   
安、修築、教育訓凍などに要する費用、団体生命保険料及び贋動こ際   
して一定の基準により支給される金品などの現物給与  

業務のための出張尿凱 ただし、研究、研修のための旅費を除く。  

従業員に真言含又は貸与する白衣、予防衣、診溌衣、作業衣などの貨用  

電信軋 電話料、郵便料金など通信のための費用  

カルテ、検査伝票、会計伝票など堰牒用・事務用の用紙、睡蒋、電球、  
洗剤など1年以内に消費するものの費消乳 ただし、材料費に屈するも  
のは除く。  

琴誘用のスケーール、計算殴など威価岱却を必要としないもので1年を  

超えて使用できるものの酎肖額。ただし、医療消耗器具備品費に属ナる  
ものを除く．  

運営語会読など院内管果のための全通の費用  

電気料、ガス科、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの詮用。   
ただし、按息車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶などの燃料に  

係るものは除く。  

生命保険料、病院嬢鮎黄任保険料など保険契約に基づく野用ヶ   
ただし、福利厚生費（上記参璽）、器機設備保険料（12頁参照）及  

び互両関係費（12頁参照）に該当するものを除く。  

接待費及び慶弔など交深に要する費用  

各種任意団体に対する会費、分担金などの費用   

（1）事業税、消貰∵税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税這   

上損金に秀人されるもの。  

13「   

瀬野交i由費   

職員；投花i岩   

通 信 費   

消耗品費  

消手毛器具備品課  

会 議 費   

光熱水草  

陰 険 料    ＊  

交 際 費    ＊   

諸 会 費    ＊   

阻説公訴    ・ト  

13   14  



ただし、固定資産税等（12頁参照）及び 車両関係封（12頁参R琶）  

に該当するものを除く．  
（2）比国、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会訝（医師会許   

など）、瞳課金  

徴収不能損失引当金く録倒引当金）への繰入額  

寄付金など上記の科目に属さない訝用  

徴収不能損失   

経   費  

ト
ト
．
伯
仲
1
善
吉
・
－
牡
一
灯
－
－
t
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15  

医ヅ琴蚕糸董5素案態言庸盃 く一粒蔓害多感所g周査票）  

1 調査の概要   

1 調査の目的   

病院、「般診療所及び歯科診環所並びに保険薬局における医業逮営等の実態を明らかにし、   
社会保険診療報酬に関する基礎資料を廷偏することを巨的とします。   

2 調査の対象及び客体  
（1）羽査の対象  

社会保険による診療を行っている全国の一般診療所を対象とします。ただし、特定人のた   
めに開設きれている閉鎖的なもの、刑務所、船内等に設臆される¶般診乗所等は除外します。  
また、歯科併設の一股診痴所、臨床検査センター及び夜間診療所等も除外します。   

（2）鞠査の客体  

的査対象となる一般診療所を、入院患者の有無別、主たる診療科別、介！凛療養施設サービ   

ス事業の有無別、院外処方の有無別、地域別に層化し．それぞれ無作為に1／25を抽出し  
て客体を選定します。  

3 調査の主体   

中央社会保険医痴協局舎（以下「中直軌 といいます。）が実施します。   

4 調査の時期   

平成21年6月1日から平成21年6月30日までの期間及び平成21年3月末までに終了   
した直近の事業年（度）について実施します。   

5 調査果の確燭  
（1）第1 基本データ  
（2） 第2毒計誌  

（3）第3 給与  
（4）第互 資産・角併  
（5）男5 租税公課等   

6 調査の方法  
医療機関の管理者が言己入します，   

7 調査票の提出州債  
調査票は、平成2ユ年7月31βまでに必着するよう同封の返信用封筒にて、下記苑に遠遠   

してください．  

平成21年6月 医療経済実態調査  

一般診療所調査票 記入要領  

鐙厚生労働省  

中央社会保険医療協議会   〒100一細事＊ 東京都千代田区毘が関1－2－2 中央合同庁舎5号倭  
厚生労働省倶険局医療課内 中央社会保険医療協議会 苑   

1了  

Ti  

き忘  



「第1 基本デ¶タ」の記入要領 欄萱禁t頁）  

0 二の調三業はL 糾こ示Lてあうもりの持在再、平成21年6月3「〕d現在の事実について記   
入してください。  

Ⅱ 調査についての注意事項   

l 姫的召壬項  

（l）この描査は、£御重郎7のためのみ妓用ナるものです。行政上け」謹言皆j‘2や拉言責〟8斉のにご人ノ  

の環科として任用することは絶対にありません。  

また、策定票に記入された事実については鍾荘を厳守します。  

（2） この調査は、医療段間の経営に閲すむ箪噴のみを訓蕊すもものでナ、しノ／こかって、直茶  

家封とに共通的に利用されるものについては、戸】者を区分して医業仁科指される約分をで  

るだけ正確に把握し、記入してください。   

（3）卒院、労院等の保‖宗にあって、会計がざ乙掛こなっているような媒諸に1よ、それぞれの痛い二  

葉、従事者貌、密着扱などにより遠分して∴ 調査客体となった施設分のみ言～入Lてり二三い。   

（‘i）般診療所とLノて調査客体となったが、体・廃止しノに鴇色iユ，その旨及びその年月日㌻  

訳査莞の表粍の余白に記載して、闊意緊の全きIlを末記入のまま返送してください。  

2 訂ヨ査緊の記．h、  

（1）数字を記入する刷が0の一隻合は「Oj を必ず記入してください。  

（2）金額はH軋位て記入しますが．円未満の端掛ユ四捨五入してください。  

（3）記入を誤ったとき沈、2本C〕横線を引いて抹消しノ、汗Lいものを記入してく亡さいし  

（4）合汁闇があろ桟合は、必ず記入してく仁さい。  

探接する亨を禄科目のうち、呈た・5診蔽科目について、以下の番号を記  2 壬イこる三女密封目  
だ  
塁  

入してく  
ふ 

＿  

たたし、麻酌割についでは、麻酔科の広告許可を受けている看のいる  

施見箪に便りまナh  なお、貢たる診締科目の考え方の優先順位ほ、①者斗目別患者汝が多い  
もの、⑦院長又は常勤医師（非常勤医師のみのと引ユ管理医師）の王た  
ろ即う科白、⑦院長が王たる言参新川として判断するl）げ）とし去T「Q   

（診拐≒科臼）  

ol門司  ロコ呼瑛岩内習    qコ指孫器内てt  
o4洲ば州川Tn柄il） 057看板Pl引  05神速内科  

07事と採新州川ヒ抑州） 08血液内糾  09皮爾科  
12應染庄内牟㌻  

15 心療内科  
18 ねl宗法外－＝しlま 阻冒，川I  

㍗L 悸†ヒ富：外†1（‘苗Rlこ外‖）  

2‘t脳神経外事1  
27芙蓉外科  

3n小児外科  
33摘人科  

3G斬ら乍科  

39 吐息‡4   

11リウマチ妄‡   

14精神干4   

】7呼吸器外手上j  

20気管食道列ヰ  

23几工門外利  

26形成外利  
29耳簸いんこう科  

32産科  

l† 35放射綿羊1  
38臨床検査封  

川 アレルギー糾  
‖ ′ト児ネ  
王6 外科  

19引」穴泉外f1  

22 泌尿器利  

25 隻升≠外事1  

2B ロ泣言斗  

3主 産描人科  
コ⊥lり′、ヒリナー／  

37 柄埋診断梨  

許可病床徳は、医師芸の規定に基づさ使用評可を更けている桁床放喜一  

記入1ノてください古  

外処方）の回数及び処方料の算定（院内処刑の回数を記∧してくださ  平成21年6月1日から6月30か甘粕聞内の処方セん特の算定（院  い。  

3 病房三の状況（有♭‡  
診番＝所のみ）   

4 ケ些方の抹況  

5 直上巨の∃［菜琴（度）  

※ ご不明な点箪ありましたら、F記苑にお問い合せください。  

て 揖皇三【雌輩＿墓旦且蓬屋込上エエ去  平成21年ユ月末ま   

きい．なお、今後、直近の事象堅（度）と弧こ王  
りま   

19  20   

「買2 損益」の記入要領 （調査票2計  の公酎：こー生・地域医繚活動などによる収益  

芸妓地上里整盟三呈星土工  
曳⊥組⊥生旦旦公旦プいては、軽重空室茎空」壁）の受給  
塾」盟史）の1∠ユ2の額を星△してください。   

（2）医師会病院からの還付金．受託検査収益、脚寺に他の医便機関を手   

伝って得た診婿受託料、生命保険の審査料、文各科（診断蓄粗）、各   

種手数料などによる収益   

（〕）その他の収益   

① 有価ぎ正券売却益、患者外給食収益、日常生活に必要となる費用の   
利用料、要介三度路定のための主治医意見釜の文谷科などによる収益  

⑦ 受取利已、配当金、補助金（直近の払某年（度）において匡L」地   
方公共団体、その他から経常的費用の支出に克てるために交付され  
たもの）、退時給何引当金、徴収不能引当金などの誌引当金の戻入  
炉などによる収益  

酬」屋L星迩致こ照：の1∠⊥ヱ  

⊥空虚ユ⊥皇旦且盈  発生主義の原則に   0 この調査票には、特に示してあるものの他は、  

堕幽鬼塵」互塾盈皇」星旦塗隻  
脚土塁ヱ土工里旦旦」丞重合を含む）主星△してくだ  
さい。   

ただし、家計分は含めないでください‘，  

ロ ⊥直立脚去  
の数字を墓場としてくだ  

0 分院を包括して経理を行っていたり、団附こ所属してそこて一括して経哩を行っていう場合   
でも、当該診療所のみを推計して記入してくだきい。  

1 医業収益   
［調査票任）～⑳欄1   

1 入院診療収益   

〔調査票①～（訓削   

〔調査票⑨～⑪澗］   

（1）保険診涜収益  
く恩者負一里含む）   

［調査票①⑨膵】】  

（2）公奄等診療収益   

［調査票②⑲瀾j   

（3）その他の診療収益   

【調査票③（β欄】   

2 外来診療収益   
［調査票④－⑥瞞］  
t調査票⑬～⑩脚1   

（1）保険診栢収益  

L昏者負担含む〕   

〔調査票④⑫欄】  

（2）公言等診療収益  

r調査票⑤⑬欄］   

（3）その他の診療収益   

〔調査票⑤⑫猟了   

3 その他の医業収益   

［調査票⑦（副削   

し拍暫してください。   の額を、この聞で滅  

夢療所として醜皇  
旦圭生血  

施設サnビスに係る収益（短期入所瞭賽介綾を除く）て、国保速写に  

対する指求全軍及び利用者からの倣収金頸の合計額を記入してくださ  
い。   
また、特別な療藁葺料や、特別な食事料なとの施設サービスに係る保  

険外の利用料による収益についてもあわせてき己入してください．  

居宅サービスに係る収益（短期入所舞糞介烹堅を含む）で、同様速等に  

対する拍求金額及び利用者からの徴収金額の合計額を記入」てくださ  
い。   
また、通常の草葉芙枢地域を超える送迎顎や時間程過分の勢用などの  

居宅サービスに伝る促倹外の利用柳こよる収益についてもあわせて記入  
してください．  

上記居宅サービス収益のうち、r短期入所旅賽介言螢ノによる収益の金  

額を記入してください．   

n 

へ⑳御  

1 施設サwビス収益  

【調査票⑩⑳酬  

入院患者の医擬に係る収益で、健康保険、国民健康保険省の医療保険、  
接期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保鰹福祉法、結核予防法啓の  
公設負担医軌こ係る支払基金・国保連写に対すろ言古東金額及び窓口徴収  
金顎の合計類を記入してください。  

公害医療、買災保険、自動車手員嘗邑削蕉糞任保険などの金額を記入して  
くだきい。  

自署診香、特別メニューの食事、特別の療茄環境収益（特訓空の特別  
料金徴収額）などの金額を記入してください。   

2 居宅サービス収益  

［調査票⑩⑳闘  

外来（往診を含む）患者の医掛こ焦る収益で、健康保険、国民醸簾保  
険等の医原保険後期高齢者医療制度及び生活保三男法、精神保鯉福祉法、  
籍核予防法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する富者東金  
領及び窓口徴収金額の合計額を記入してください。  

公害直凛、労災保険、自動車韻事桔償賽任保険などの金額を記入して  

ください。  

外来患者の医掛こ係るt掟益で、自費診帯なと′の会頭を記入してくださ し。  
次の（1）～（3）までの収註の合計額を記入してください．   

（1）宇較匡・産業医・当番医の手当、建前診断、予防講覆、各竃検診等   

（うち）短期入所標準介  
言塵分   
〔調査票⑲⑳仰】   

3 その他の介苫袋収益  

［調査票蠣⑳㊤耶  

文著科など上記の科目に属さない介護収益について言己入してくださ  
い。  

蜘り∠二⊥ヱ  
の額を この敬卿呈してください。   

⊥⊥＿▼旦離  
てくだ吐」  

Ⅲ 医業▲介纏葦用   
亡調査密猟如1］  

1 給与費   

【調査票∋榔  
司の余韻を記入してください。  「第3 給与   字成21年旦押  

－ 5  
二l  



偵、各種器防除守などのを託した来演の封価としての許用を記入してく  
ださい．   

司旦長与t．ユ隼こ∴いL∵ヱ＿トq⊥二、し⊥二りj≠▲Jこ虹こ‥＿1主⊥  
吾郎撒入してください血   

税務申告などのために作成した旦脚（収  
支決算晒してください】  

■ 
・  

． 

のままとしてください。   

建物の綴随岱却費で、直近の事業牢（度）某紙を記入してください。   
平成21年6月金l∈ユ雌連立」   

医紆朗；の減価借智明で∴直近の郡菜年（圧）英紙を記入してくださ  

制離㊨砂占】】  
費消した医薬品について、実探の摘入価格によって計詳した額を記入  

してください。  
虐薬品貯とは、貴重用裏品，外用薬、注射用薬品（血蔵、血液製剤頒  

を含む）、試薬、造影剤などの那肖額をいいます。   

録診探所の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。  
（注）円未満は四捨五入してください．   

（l）平成21年6月分   
① 月次決済で医薬品のたな卸（帳締たな卸を含む）を実施している  
頒合  

5月末たな卸高＋6月医薬品膵入野【6月宋たな卸高  

② ①以外の言憂慮所において、年次決誌で損益計算む（収支決歩む）  

を作成し、一区薬品費」を独立科目として表示している場合  

直近の事案年（度）の医薬品野  

2 医薬品費  

［調査密う⑳欄】  

5 減1肘匿却ポ・  

〔調査頭重へ⑬捌  

（うち）建物減価償却狩   

〔訂8潅承諺削  

（うら）医頼挽器一院価償  

却訝   
【調査頼如】】   

6 その他の医菜・   

ー 

ざゴこ∴、  
（うち 

机  

（うら）支払利息   

〔晰㍍Q刷  

6月分診療収益×  

については、記入の必要はありませんL   直近の事案牢く匿）の診療収益   

③ ①②に三亥当しない塊合  

直近の軍兵年（度）の医薬品欄人毛負の1／12の棚   

（2）直近の事果年（度）分  
① 年次次第で損益計算竃（収支決算昔）を作成し、r医薬品凱を  
独立科目として表示している堤合  

直近の事某年（度）の挽益計算智（収支決算怒）の金額  

② ①に抜当しない場合  

直近の事業年（度）の医薬品陥入師  

資消した銅製＝こついて、英鋸の鯉入価格によって汁節した領を記入し  

てくだきい。   

（ユ）診療材料費  
レントゲンフイルム、酸軋 ギプス粉、包帯、ガーゼ、縫合糸、氷   

などー回ごとに消資するものの費消簑貞   

（2）医療消耗器具爛品躍  
注射針・筒、ゴム管、体温計、シャーレ、牡診器、血圧計、紙子頬   

などの診療用具、食器、ざる、食缶、規などの患者給食用具で使用を   
開始したものの費消額（払出額）  

なお、算出方法は上記「2医薬品勘に準じてくだきい。   

酎肖した患者給食のための食品について、英断の捕入価格によって計  
算した嶺を記入してください。   

検査、給食、医療用廃案物、医療事務、寝具、洗胤哺乳経理・瞥  

一 6 －  

支払又は鋸肖した金祁を紀入してください。  
し五里塾里直見＿＿企遡及旦」」；塵当する軒日は、r参考鼻炎」（12～  

⊥旦旦L主星主にし、その合計額を記入してください。  

土地賃情調の金碩を吉己入してください。  

金融機l調等からの短期、長期を合わせた信入金なとの支払利息で、直  

星型旦藍生＿土産L基経皇星△してくださし、。  重畳呈上旦旦且公正2土二三旦」酬   

3 材料狩  
［硯査男⑳⑳個】  

（うち）給食用材料費   

〔調査票⑳⑳剛   

4 委託費  

23  

r第3 給与」の記入要領 （調査票3頁）  

○ この脚査票は、平成21年6月及び卿こつ   
いて記入してください。  

○ ■ム立●■薪で、★色事暮書従暮として▲■t支給される書についても、この■董ヨに合ゎ   
て記入してください。  

○ 介担保検事業を実施している場合には、医療保険分と介雄保険分の総視で記入してください■  

医療法人立などの診療所の理塾長、理軋監事で主として役員として  
の菜掛こ従軍している者をいいます。  塁華（長）幽嘱  
旦lの榊に挺してください・   

常勤隠見に支給した粟与、期末手当等の一時金をいいます。   
使用人兼務役員に対する筑与ほ含まれますが、専従役員に対する役員  

貫与は計上しないでください．   
抽入の必要はありません」   

直近の卒業年（度）に賃・与、幽艶塾旦  
－ 

．こ・ 
主劉抑こ含めて畳△してください，   

直近の軍楽年（度）に常勤職員に支給した衆与、期末手当等の一時金  
の峨種区分毎の総額を記入してください．   
頗遡  

止鞍巡1に主吐こ． 

役 員  

n 賞与  
［調査融如1  

人  員   
〔狗達郎梱〕  

賞  与   
【禍査芳㊥へ（妙齢  

田 給与等の内訳   
［調査票＠へ⑳削  

非常勤職員給料   
t桐査或∋㊨削  

策与支給朗   
〔加重痢射  

常勤種員とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者を  
いいます。   

常勤増員  
［調査票①へ㊨瀾1  

I 給料   
［綱査票①へQ憫】  

人  員  
t粥査票①－⑪欄】  

【調査離細】  

、；デミミニ、・・三：…、  

平成21年6月及び直近の事業年（度）に給与を支給した常勤職員の  
延べ人放について、卿してください。   
面人立診療所で∴卿こついて  

も、この爛に含めて記△してください。   

平成21年6月及び直近の事業年（度）に常軌職員に支給した現金給  
与額（税込）の脚入してください・  こつ 
個人立珍晒引いても、この欄  

に含めて記入してください。   
給料（本件又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤穣手当、  

夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労動の対価として磯貝に  
支給したすべてのものが含まれます。   
また、職員のうち者楼師等筏成施設に通っている者の授業料等を支給  

している場合には、その金額を含めてください．  

算した領を記入してください。   

個人立診辞所の開設者でない院長、個人立診頂所以外の院長について  
記入してください。   
画「給料」及び「貫与」  

の…己入してください。  

保触師、助産師、音域師、准看脹師をいいます。  

看技師、准看建師などの資格を持たない看三塁補助者（介餞者）をいい  

ます。   

診療放射線抜取臨床検査技師、未読士、理学療法士、作業療法士・  
歯科技工士など医虎にかかわる専門技術員をいいます。   

電気、水道、ボイラー業務など上記に属さない技術員・補助員、労務  
員をいいまナ．  

一 己 －   

紳こ支給し  
脚入してください。   

直近の亭醐」週  
末手当等の一時金の総額を払してください。  

附る役員  
賞与は計上しないでください。   

直近の事実年（度）に支給した退職金の総額を富己入してくだきい．   
平成21年旦旦分については、醐」   

法令に基づいて支給した次の（l）～（3）までの許用の合計篭削こついて記  

入してください。  

（l）平成21年6月及び直近畔に係る医群   
保倹料、年金保険料及び児金手当拠出金の事業主負担額  

（2）酬左鼠主に係る医療保険机年金保険料   
及び児幸手当拠出金の事業主負担額及びその1／12の領  

（3）轍（雇用保険、労災保険）   
の事業主角題額及びその1／12の額   

三蜘給与費jの確張遜近してくだ  
占い．  

退暇給付費用  
［調査罪唾欄】  

法定福利費  
〔調査頑参⑩剛  

院 長  

舌頭随員   

看護補助撒見  

直廃技術員  

技能労務員・労秩  
鼻  

給与費等の合計  
欄査票⑳閥】  
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「貰4 資産・負債jの記入要領（調査課4声）   

○ ニの調走要は、声テ色甲壱て「iご日吉ユ7照表（丹荘卓憤ヨ舅1」を税務引こ提±した咋し㌧立霊㍑・痛   

及び個人立以外の言安原所（匡府′芸人立詮痘所など）のみ言己入しィてください   

0 調査票の記入にあたっては、1旦ノ＼立師址主星荻且旦普⊥乙旦▼旦⊥旦遡旦」過去互生生リノ喜室  

「買5 租税公課等」の記入要領（調髪鳶5貫）  

○ この訂呂五禁は、抑こ示してあるもののほかは．直近の事業年（度）の金領を記入」てくださ  
し．   

0 介沌瞑快事三拝を芙ちらしている器吉、には、医療保障ミ分と介捜浣隕分の1警竃頁で記入してくたさい。  

0 2つ以上の吉舎條所の賢蔭・則即；合算されて頒倍対照表か作成されているような甘言にく  r租税公設等（直近の  

事業辛く度）の牛歩＝   

租税公ミ崇  
［調宝深場描1J  

牒 皇塵．も」直撃！三亙墜上壬＿ヒL皇1皇   の割合など、調査対藷となりた診療所分の賽  面沌、従事者  
坐塾＿主星廷主監2三笠史上三選としてください□  

（〕介掛果険耶葉を策施している岩音には、佐原椚衷分の漬産▲如こと介三摘限カ√J‡√結・描   

との含喜ナ詐右一芸已入Lてくだごい．  

次の（L）、（ヱ）の金額の合き†謳を記入して〈だきいb  

（L）固定資産餞、革茶税、消葺税、自動を税、印頴軌 翌凰未発詳説など   

の租税で、原則として税法上娼金に第入されるもの  
（2）社団、財田、町会などに対する公共的な・性格をもつ全数（医師会訟   

など）、pま孟紫金  

火災保険料、病院賠償削壬保険料（韻事保険会杜に直接支払う保険  
料）、自動盤損害陪茸1掌＝引呆険料などの総領を記入してくだきい。   

なお、病院賠償闘士保険料が医師会訟に含まれており、そのがの把握 が障灘な接合には、租税公認の㈲に医師会曹として計上しでください。  
金娃その他の㍍産を他に贈与、又は整潤の供与をした土器合の価額を記  

入してください。  

税務申告が、本院、分院の経理をまとめた形で行わ九ている張合に†ま、  
現金醜杢  
土な三上彪堅丞全旦負担塑主監△してください．   

ニの按分が不可能な場合Jゴ匡其収益猟 職員数などを用いて計算して  
ください山  

個人立話疾所については記入の必要iまありません。   

個人立以外の診療所は眞豊里重盗生⊥星L聖j圭ム鄭岬」塵  
A盈鮎生娘皇邑△してください一  

個人立言を摂所については記入の必要はありません。  

現金及び税金、詮削勺な活動によって生した未収金等の情結及び十仇  
1年以内に回収可能なイ貴碓、売買目的有価証券等、医薬品、言責序材り  

給食用‡イ軋 貯蔵品等のたな卸資産、前払㌍用で1年以軸こ費用と／二る  

ものなどの総額を記入してください。  

建軋 構揉物、医療用㌍抽備品、その他の詳磋備品、車両及び鉱，「、∃  

放射性掛位元素 その他の有形国定草屋、土地．建設腹掛志、信州一店  

ソフトウェア、長期貸イ寸企なと’の諾穎を言己入してください∩  

創業饗（法人の雷立皇紀までに支出L′た訝用及び設立I＿て、からラメトj；を  

剛合するまての間に支出した即ほ㍗即；抗亡りための私・即、企禦情死†iぎ忽 

試鉄柵梵塞きなどの諾討を記入してください。  

謹甫的な括軌によって生じた買掛金、支払手形雪面声蒜及びそ〔畑山まジ1  

間が1年以内に引力三すろ偵携などの総朗を記ノ＼してくたさt、。  

地方1i■王（企英偵を含む）及び公正、郡梁団、妻長行などからCつ用人生娘  

びに一般会計、本文部、他全吉イからの借入金のうち期間が】牢を4毘える  
もの、その他逢常的な活動以外の原抱から′生じた支払手形、未払金など  
のうち、期間か1年を超えるもの、引当金のうち、追付孟給付引当金のよ  
うに、i座職∵年を描えて使用される見込みα〕ヰ」爪なとの控毎を記∴して  

ください。  

l活劇噸牒   

t調査票①汀司】  

［国定菅i在   

〔調査票②イ椚  

m 繰延伝羅   

【調査票3）㈲］  

Ⅳ 流動負†揖   
膵儀票⑤繍   

ヽ／固定負伴t   

［銅盤票⑥捌1  

絹宰‘某険料  
［割勘査票（訓鞘  

寄付金  
r調奄禁③瑚】   

r睨金（直近の竿（度）の  

年額十  

位ノし税  
［調査票伍）用1  

住民税  
亡吉周密票⑤挿j】  

寧菜税  
［調査票⑤榊】  

宮古の「年  個人立以外の診療所は直   
毯執（「酬△してくだきい．   

個人立診絞所については記入の必要はありません．   

個人立以外の診療師ま直近の事業年噸⊥  
主立斐茎盈墾⊥卿を記入してください。  

志望吏2言芦諾芸㌣事】く誓㌍の現金支給牒軌用定摘草券の呪物支給の踊を記入して  
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参考き琵＃斗  

「その他の医業■介謹要用」について（調査票2頁）  

O r第2 書見凱のrⅢ 匡菜▲介三重苦！用」にもいr r6 その他の医業・介詭計席りに含ま   
れる賓目は次のとおりです。   

○ これら賢目で、発生主蒜の原則に基づき、平成21年6月及び直近グー事業年（厚）にて払（   
未払分を含む）又は設消した金葡の合計碩を記入してください。   

0 なお、＊印を付した費目で、平成21年6月1か月間の某紙では著しく不合埋となるり合宰   
算出が不可能な場合には、直近の事業年（度）実損の1／12の循としてくたさい。  

医療職詰の賃†昔出  

火災保険料、医師郎引筋責任保険F上 自動車損害脾亀■；契任侠惧料などの  

費用  
接待費及び慶弔など交際に要する費用  

各種任官団体に対する会費、分担金などの費用  

（1）固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など   
の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの  

（2）社団、矧軋町会などに対する公共的な性格をもつ会許（医師会革   
など）、陳挽金   

研究材料の費用、研究研修用薗番の隅入費、学会〈の参加旅費などの  
狸用  

短期借入金．長期惰入金の支払利息  

寄付金など上記の租日に属さない敷用など  

（うち）医掠籠豊賃  
借料   

書員盲保険料     つ巨  

交 際 新    二ヒ   

議 会 設  一   

組視公課    ヰ  

研究研修費     キ  

支払利。包    こ巨   

雑   費  

福利施設負担舘、畢生費など従乗員及びその某紙の福利厚生の仁めに  
要する法定外福利賛  
（1）看漕宿舎、食堂、売店など線紬施設む 用ト古墳合に主けう二！；業工   

員担爾  
（Z）診療、健康雲H折などを行った場合の減免韻、その他衛生、促私 製   
安、¢富貴、教育訓練などに要する冴凧団体生命促倹串及び暦弔に牒   
して一定の基準により支給きれる金品などの現物給与   

業務のための出張兼凱 ただし、研究、研修のための熊野を除く。   

従業員に支給又は貸与すう白衣、予防衣、三今旅払 作箕衣なとの費用   

電信出、竃書封斗、郵便料金など通ほのための封用   

カルテ、鞍庶伝票、会計伝票など厘廠用・沓葎用の用紙、帳彿、龍雄  
洗剤など1年以内に消許するものの費消吼 ただし∴杵杵掛こ吼するぺ  
のは除く。   

事務用のスケ・－ル、計算禄など減価償却を必要としないものて1年を  
超えて使用できるものの計漸乳 ただし、医酎肖耗器具備品掛こ罷する  
ものを除く．  

無用更、放念軋 巡回用自如軋船郎】などの黙トト、要衝検韮なと′の費用  

運宮詣会識など院内管理のための会読の野用  

電気料、ガス鈷、水道f巨 石軋 プロパンガスなどの費用   

有形固定資産に媚傷、鹿臥 汚損などが生じたとき、原状臥酎二要しノ  
た通常の修繕のための訝用（固定資産の耐用年数の延長又は当苦言資産の  
能采、能力などを布めるような改良に要する欝周は含三れません。）   

設備、器械の使用料などの費用（リース料・レンタル料）。   
ただし、土地賃借出、津物劉昔封及び医療機器貸借抑こ属するものを  

除く．  

土地の賃借料  

福利厚生労  

旅費交通買   

接見被服㌍    ＊   

唾 信 那■   

消屠毛品豊  

潤耗器具備品費  

車 両 費   

会 吉良 許   

J℃芳香水費    ＊   

修 繕 畢    ＊  

賃 借 拘    束  

（うち）土地賃借料 ＝巨  

（うち）建物首借料 l建物、部屋の1引≡‡4   
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一重≡原糸塁済実蒐買言問査 くl語草斗吉事療所吾周査票）  

l 調査の概要   

1 銅宝の目的   

病院、一姫診掠所及び歯科診療所並びに保険嘉局における医業逢官等の実使を明らかにし、   

社会保険診原報酬に関する基曝資料を整備することを目的とします。   

2調査の対象及び客体  

（1） 糎査の対象  

社会保険に上る診療を行っている全国の歯科診療所を対象とします。ただし、特定人のた   

めに開設されている閉鎖的なもの、船内に技監される歯科診療所及び夜間菌科診掠所等は除  

外します。  

（2）】洞査の客体  
調査対象となる歯科診療所を、院外処方の有礼 地域別及び常勤の歯科医師教則に層化し、   

それぞれ禦作割こ1／50を抽出して客体を選定します。   

3 調査の主体   

中央社全保険医琉協議会（以下†中医軌 といいます。）が実施します．   

4 調査の時期   
平成21年6月1日から平成21年6月30日までの期間及び平成21年3月末までに終了   

した直近の事業年（度）について実施します。  

5 駒査架の砥頬  

（l）第l 基本データ  

（2）舞2 碩拉  

（3）第3 給与  

（4）第4 賢産・負磁  

（5）第5 租税公課等  

6 調査の方法  

医療機関の管哩者が記入します。  

7 鍋査粟の提出期β艮  

瀬査票は、平成21年7月31日までに必着するよう同封の返信用封筒にて、下言己苑に返送   

してください。  

平成21年6月 医療経済実態調査  

歯科診療所調査票 記入要領  

黛厚生労働省  

中央社会保険医療協議会  
〒100一事Hヰ 東京都千代田区転が関1－2－2 中央合同庁舎5号結  

厚生労働省保険局底廉潔内 申央社会保険医療隠語会 苑  

31  

「第1 基本データ」の記入要領 澗査票1頁）  

○ この調査票は、特に示してあるもののほかは、平成21年6月30日現在の事実について記   
入してください．  

Ⅱ 調査についての注意事項   

1 一般的事項  
（1）この調査は、網査目的のためのみ使用するものです。行政上の経営管理や税務調査のため  
の資料として使用することは絶対にありません。  

また、帆記入された事実については秘密を厳守Lます。   

（2）この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを脚査するものです。したがって、医業と   
家計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をでき  
るだけ正確に把握し、紀入してください。   

（3）本院、分院答の関係にあって、会計が包括になっているような場合には、それぞれの病床   
数、従事者数、患者数などにより按分して、鯛査客体となった施設分のみ記入してください。   

（4）歯科診探所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、その旨及びその年月日を、  
胸糞乗の表紙の余白に記服して、調査票の全知を未記入のまま返送してください。  

2■ 脚査栗の記入  

（1）数字を記入する梱が0の場合は「0」を必ず記入してください。   

（2）全項は円単位で記入しますが、円未満の端数fま四捨五入してください．   

（3）記入を抗ったときは、2木の楓親を引いて抹消し、正しいものを記入してください．   

（4）合計欄がある賜合は、必ず記入してください。  

設置されているユニット数を記入してください。  

平成21年6月1日から6月30日の期間内の処方せん料の算定（院  
外処方）の回数及び処方料の算定（院内処方）の回数を記入してくだき  
い．  

平成21年3月未までに終了した踊事業年（度）を記入してくだ  
さい榊こついては▼ニこで  
記入した期間が畔   
個人立地科診環所I÷ついては、嘲   

2 ユニット牧   

3 処方の状況  

4 直近の事業牢（度）  

※ ご不明な点等ありましたら、下記宛にお聞い合せ〈ださい。  

【中医協 医療経済実態調査事務局】  
フリーダイヤル 0120－00－0000  
フリーダイヤ／レFAX O120－××－××〉く×  

受付時間 平日 △△・△△～△△：△△  

33  
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「第2 損益」の記入要領（調宝深2期  

0 二の訂宗査要具にlま、捌こ示してあ三－しのの他は、塾生羞逢空厘月山こ星二  

n 介言堕収益  

Zl牢盲目鼠   

び賊r」虞⊥」主星瑳⊥た皇室旦立夏並l三選皇土星土±て旦旦畳」互生豊皇二旦1蔓皇￥ 
揖麺L堂旦壷些分を含むL上÷▼こ延長ユ蛙ユゑ土三三聖旦軋⊥室生旦皇主なu旦ムLて〈仁   
さい。  
ただし、あミ引分は含めないてください巾   

O J旦直里ヨ‡旦隼」旦1⊥旦組里長拠を正二剋′呈廷隻」虞⊥狂乱温紘墜軋過ろ製革j現し′【   
致拉室土塁壁上土工L⊆「≧上⊥  

ロ 分院を包括して経理を行っていたり、匝悍に所尻してミニで一括して近世を行′）ている坪含   

でら、当雷変造科診斉丞塑杜皇王巨紅L〔呈出こしノてくたさい。  

堤旦箋豊丘剋主ユ巳三」戯Ll星」互選良妻三旦⊥∠亡」乙  
の盤ほ∴この描け叫ら蔵ぶし調整し′てください。  

rl匡割又量」及び「□ 介捌文芸」に対応する費用の輔を記入し  
てくださし、1   

」選j【旦生1麺Ⅰ里皇葺自主点△Lてください。   
生邑此遡」   

革＝肖した匡惑品について、実際の隅入価格によって汁翳した禍阜’記入  

してください。   
医薬品賀とは、投薬用薬品、外用粟、歯科用裏品、任射用薬品、試菜 

造影剤など打）酎肖額をいいます。   
筑㌫寺4診療所の経営英帳に応じ、下記のとおり舞出し．て「さい。   

（庄）円未洒は四捨五入してくたさい，   

（1）平成21年6月分   
① 月歩汐ナ諒で医薬占細ナニな卸（梅軒たな卸を含む）を実施している  

・l：  

5月末たな卸高16月迩薬品瞞入絆一6月未たな卸商  

② 庄ノ以外の塩科…㌢痘所において、年次決嘉で纏益計第誉（収支決㌘  

椚 を作成し、r医薬品勘 を孝企玉串目として表示していろ場合  

直近の事業年（度）の医群品弘  
∴・三 丁亡∴、；：l  ‾－  ‾‾ ‾    …  ‾  

直近の事築年（度）の診療収益  

③ ①②に言責当し．ない場合  

硬1年の事業年（度）の医薬品抽入鍼の1／ユ2の箔  

nI医業・介三弦費用  〔調査票⑬へ⑬f緋   

1 錆与ぷ   

摘離煩腑   

2 医薬品貨   

［調査票喝⑳剛  

1 駐英収羞   

【調査票①－一⑳闘   

1 保険診務収益   

〔患者負担含む）   

［調賓禁①（訓拙  

2 労災等言を桁収益   
【調査票①（ち耶】   

3 モの他の診療収㌫  

r調発禁8こむ闘   

4 その他の医菓収益  

ほ周盃票（む⑨郁  

陛康保険、国民抄嘗康保険等の医療保保、蛍河南師者医療制度及Uこ′ト盾  

保≡重症、精神保焼結祉怯、結核予防法等の公給郎旦医療に採る支払l－、仝  

・国保連射二対寸ろ；岩1ミ金石貞及び悪口徴収金顆の合計諏を記入Lて′∴亡  

きい。  

万災保【振、自動須扇割膵削士闘犬などの金胡を記入しこく仁さい。  

臼封：麦痘、社保・烈保・公サ＝こよか前山の析冠使役遇刀■作成床結託臨  

に掛ナる薫網収㌫などの企祉を記入し7くだきい。  

次の（1巨一（3）まで打）収監の合言惰目立記入してくださレ㌧   

（1）竿校医・産菜匝・当番医の手当、他種吉；帆各確十第三を冥の公衆1完一生   

一卿或医蛎砥勒などによる収苗  

字校医■径某直の手当などを年払い、那ムいなとの桁値でう諾しノて   
いる場合、平成21年6月分については、墜皇里旦叢生一餌｝豊進   
取（税lき、）の1／12の富戸を記入してください。   

（2〉臨時に他の直鎖擁ぶほぅ有って持た診椋受託凧∵ タ謹汗（言告新書   

料）、各キ丞手放f斗などによる収益   

（3）その他の収益   
G）呑価証券売却益などによる収益  

② 受取別宅．．配当金、捕帥金（直近の事業年（度）（二むいて軋 地  
方公共田†奉、その他から経常的設用の支出に充てるために交†1され  

たもの）、退暇給付引当金、徴収不能引当金などの詣引当金G■）戻入  

額などによる収益  

（2）直近の睾芙年（度）分  
① 年次決算で損益計算む（収支決算書）を作成し、「医薬品野」を   

独立科目として表示してし、る！賢台  

直近の事菜年（度）の絹益計算悲（収支決算苫）の金額  

① 追に古手当Lか、境台  

直近の事業年 腰）の医薬品賦入碩  

費消Lた材料について、実際の賦入価格によって計草した額を言已入し  

一 5  

度盛空包藁葺」崖⊥廻土些⊥／⊥ヱ  1呆儀等査定祓についてほ、   
の領を、二の打11で絨賢し詞空してくだきい．  

4   

3 苗村村才l費  

35  36  

r調査票⑲⑳捌  てください。   

（1）歯科材料牒   
歯科席金銀パラジウム合金、苗科用充填材札 臨科用合着・雑音材   

料などの貿牒摺   

（2）診療材料葺  
レントゲンフノルム、酸素、印象ヰイ、石普など1匝にとに絹針する   

ものの費消怒   

（3）医療消耗器具摘品費   
注射針・簡、パー、郎子頴などの診権用具で使用を開始したものの   

費消頒（払出額）  

なお、算出方法は上記r2 医薬品飢 に肇じてくだきい。  

歯科技工、匝原用廃棄物、医繚事務、晴椋、経理、各砥結城保′キなど  

の委託した業務の対価としての斐用を記入してください。   

r第3 給与」の記入要領 （調査票3頁）  

0 二の調茸票は，空旦且⊥旦旦』旭丘コ   
いて記入してください。  

この調査票に  ○ 醸   
含めて記入してください。   

○ 介言堕保険事栗を実施している場合には、医蘇保険分と介吉堕保険分の総額で記入して〈ださい∂  

いいます。  常軌職員とは、モの施設で定められた就刺青間をすべて勤務する者を   
常勤職員  
【調査票①一－⑬闘   

1 給料   

〔調査票①｛⑳園］  

人  員   
【調査票①～⑨爛］   

［調査票⑬へ卓如］  

給  料   
〔調査票⑩～⑩欄】   

［調査離別  

4 委託野  
［諷査票⑲⑳拙  

5 減価償却費   

［調査票⑳、⑳削  

契約富貞の1／／  － ＿ 
年間委託喧∴平成21年 盈皇星生してください．   平成21年6月及び直近の卒業牢  （度）に給与を支給  

延べ人数について、機種区分引こ延べ人数を記入してください■   
閻人立歯科診府所で、音色事業等脚  

校務中告などのために作成した塾巨空軍旦蚤」旦L里旦星宣！虐遷」埋  

皇塾旦否）の：摘を星△してください。   
里亀21年6月盆星山互」迫△旦遜二要はありませム」   
旗呈吐乳塾生と主任成していないた脚」  

幽辻  
必し、この租重量上二甚進運鯉してくださ吏」   
この場合、「減価償却費」及び「医菜・介頒費用合計」の欄は未記入  

のままとしてください。  

建物の減価償却費で．直近の事薫牢（度）実逓を記入」てくたヱい．  

してください。   いても、この  

平成21年6月及び直近の事業年（度）に常勤職員に支給した現金給  
与額（税込）の岬己入してください．   
塵△立直吐乳脚王立」三  

の爛に含めて記入してください。   
給料（本俸又はこれに準ずるもの）にIi、扶養手当∴時間外勤務手当、  

夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に  

支給Lたすペてのものが含まれます。  また．職員のうち郡墾師辱養成施設に通っている者の授業料等を支給  
している場合には、その金額を含めてください。  なお、年俸制を適用されている草屋ついては 里㈹  

（うち）埋物減価償却費   
［調査㊥射  

（うち）医標機器紋価償  

却費   
【調査票諺〃抑）  

6 その他の医業－  

：：∴・  

（うち）土地貸借料  

r調査承み⑲椚  

（うら）支払利息   

（調査承知］  

医掠枝器の線仙プ1部費で、直近の事業牢（度j 冥．渚を記入しTくださ  年俸の1／ノ12の岬  
‡世 
聾した頭を記入してください。   

い。   
平成2ユ年6月分については、  記入の必要はあり   

支払又は数滴しノた金諏を記入してください。  
⊥皇旦蛙旦星基∵介吉鵬」＿L」し二  
12頁）をを室にし、その合計額を記入してください。  

土地賃借担lの金領を記入してください。  

金融謎関等からの短期、長期を合ゎせた借入金などの支払利をで、塵  
塗空室芦牢（度）」已笹皇塵△してください。   
空包旦⊥里旦且盆欄」   

個人立歯科診療所の開設者でない院長、個人立歯科言会席所以外の院長  
について記入Lてください。  

風上、；鼻l⊥しモヱ・■づ罵邑萱こ上三エ竺†⊥⊥亀」．＿主上」ユ」しノ‘こ  

与噸」且」主星王星△してください勺   

匡摩法人立などの歯科診療所の理事長、理事、監事で主として役員と  
しての業務に従事している者をいいます．   
豊碑嘩  

昂＝欄二塁△してください。   

常勤払具に支給した賞与、期末手当等の一時金をいいます。   
使用人兼務役員に対する賞与は含まれますが、専従役員に対する役員  

賞与‡ま計上しないてください。  

院 長  

役 員  

二 言こ．▲  
［調査頑摘抑］  

、要はありません   平成21年6月分についてI主」  
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直近の事未年（度）に鼠圭」遡墨書当笥の一時金を支給した常勤職旦  
の延べ人毯について、卿してください。   
臥人立脚引こユヒ  

王も、この咽してください。   

直近の事業年（度）に常軌暇具に支給した賞与、期末手当等の一時金  
の接種区分毎の総額を記入してください。   

抑、 刷三塁△してください。   

人  員  
［調査乗場射  

貫  与 【調査穿㊤r⑲】  

m 給与等の内訳  

［調査離細1  

非常勤頼長給料   
t調査票⑳（診椚  

箕与支給硝   
【調査感細】  

「第4 資産・負債」の記入要領（調査票4酎  

○ この調査票は、音色申告で一発惜対照表腰産別葺㍍＝を税若月署に裸出した個人立山打診   
標所及び個人立以外の苗糾診番所（医舵法人立歯科診脛所など）のみ記入してください．   

0 調査票の記入にあたっては、脚立以外   碑三（虞L旦定足組敷酬  
0 2つ以上の診療所の資産▲負債が合節されて鯨憎対壁表が作成されているような場合には、   

垂麻   
われる係数を使って推計して記入してください。   

○ 介楼保険革禁を実施している桔合にけ、医療保険分の臣産▲飼梢と介掛宗険分の監産・負偵   
との合計富貞を記入してください。  

平成21年6月及び直近の鞘年（度＝こ豊艶旦魁⊥空L聖星邑真峯上  
た退会釜与吉㈹△してください。   

厚近の平幕も醐  
要事当等の一時金の紺を言己へしてください。   
平成21年6月分については、脚」   
使用人兼務役具に対する筑与は含まれますが、軍従役員に対する役員  

賞与は計上しないでください。  

直近の拳蒸年（度）に支給した退職金の総額を犯人してくださいu   平成21年且腑   
法令に基づいて支給した次の（1ト（3）までの賢用の合計吾郎こついて記  

入してください。  

（1）平成21脚に掠る医疾萱   
保険料、年金保険料及び児塩辛当拠出金の事業主負担絹   

（2）酬与に係る医棟保険料、年金保険料   
及び児産手当拠出金の事業主負担額及びその1／12の輔  

（3）塾岬（雇用保険・労災保険）   
の卒業主負担額及びその1／12の額  

この耕の金楓皇⊥茅2刷込してくだ  
さい。  

現金及び頭金、経常的な楼動によって生じた禾l日金等の値撞及びその  

1年以内に回収可能な伯摘、売ぷ月的有価証券等、医薬品、君主療材軋  
給食用材鈷、貯蔵品等のたな釦臣産、前払郡用で1年以内に試用となる  
ものなどの総領を記入してください。  

酎勿、摘築物、医碩用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶、  
放射性同位元累、その他の有形固定資産、土地、雑穀仮勘定、借地柁、  
ソフトウェア、長期貸付金などの総朋を記入してください。  

別条野（法人の設立畳記までに支優した蹄用及び設立してから審美を  
開始するまでの問に支出した開設準備のための費用），企莱偶発行差金し  

耗験研究票・などの総額を記入してくだきい。  

経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の一夜誇及びその他期  
間が1年以内に到屈する付ほかとどの総領を妃入してください．  

長期借入金、その他経常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未  
払金などのうち、期間が1年を超えるもの、引当金のうち、退職給付引  
当金のように、通常1年を超えて任用される見込みのものなどの総領を  
記入してください。  

王 統一触紆産  
〔調査票①瑚］  

Ⅲ 固定資産  
［調査票②載笥ユ  

m繰延賢産   

［調査票③ヰF8］  

Ⅳ 流動負離   
［睨査票⑤柵】   

V 固定飼偶   

〔調査票⑥澗］  

退撒給付訝用  
L調査票㊨削  

法定福利焚  
【網査票⑳⑬瀾】  

給与費等の合計  
〔抑査頑訣削  

39  

「第5 租税公課等」の記入要領 （調査票5頁）  

○ この調査票は、特に示してあるもののほかは、直近の事恭年（度）の金額を記入してくださ   
い．   

0 介！射呆険事業を実施している場合には、医療保険分と介綾保険分の総額で記入してくだきい。  

参考襲寒斗  

「その他の医業・介護黄用」について（調査栗2頁）  

○ 鳩2 損益」のrⅡl医業・介吉空費用」においてr6 その他の医業・介使乱乳に含ま   
れる野戸＝ま次のとおりです。   

○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、平成21年6月及び直近の事案年（度）に支払（   
未払分を含む）又は那肖した金額の合計額を記入してください。   

○ なお、＊印を付した費目で、平成21年6月1か月間の英紙では著しく不合理となる場合や   
算出が不可能な場合には、直近の事業年（度）実績の1／12の頒としてください。  

「租税公紋等（直近の  

事業年（度）の年額）」   

租税公漁  
〔調査票①欄〕  

次の（1）、（幻の金額の合計額を妃入してください。  

（l）固定資産税、事業税、消浄税、自動車税、印紙税、萱録免許税など   
の租税で、原則として税法上損金に井入きれるもの  

（2）社団、財団、町会などに対する公共的な■性格をもつ会費（紛糾医師  会許など） 
、肪決金  

火災保険料、歯科医師賠償斉任保険料（損害保険会社に直接支払う保  
険料）、自動車損青酸償安住保険料などの総額を記入してください。   
なお、歯科医師賠償兼任保険料が歯科医師会費に含まれており、その  

額の把握が困難な娩合には、租税公況の将に逓科医師会費として計上し  
てください。  

金扱その他の資産を他に贈与、又は無償の供与をした場合の価額を記  
入してください．  

税務申告が、本院、分院の連理をまとめた形で行わ九ている場合には、  
税金総額を利益（医業収益一医姦智用）金額の割合で接分し、桐奄客体  
となった酬已入してください。   
この按分が不可能な場合は医業収益額、職員数などを用いて計哀して  

ください。  

個人立歯科診原所については吉己人の必要はありません．   

個人立以外の阻科診療所は卿  
法人税額計j の金領を記入してください。  

個人立歯科診療所については記入の必要はありません。   
個人立以外の歯科診療所は直近の草葉年（度）の住民税確定申告番‘ウ［  

年税額l（r法人税割儲l＋ r均等割領l）の金領を記入してください。  

個人立歯科診療所については記入の必要はありません。   
個人立以外の歯科砂原所は直近の事業年（度）の「芋茎税確定申告軌  

の「合計事業税軌 の金額を記入してください。  

通勤費用の現金支給、通勤用定期乗車券の現物支籍の総額を記入して  
ください．   

揺利施設負担乳厚生弊など従業員及びその家族の福利厚生のために  
要する法定外福利穿   

くl）著三重宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主   
負担額  

（2）診療、膝康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保機、慰   
安、修喪、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際   
して一定の基準により支給きれる金品なとの現物給与   

菜誘のための出張方策費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。   

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用   
電信料、電話料、郵便料金など通信のための蹄用   

カルテ、検査伝票、会計伝票など医頻用・軍誘用の用紙、帳微、電球、  
洗剤など1年以内に消炎するものの費消押。ただし、材料資に属するも  
のは除く．   

事務用のスケール、計算随など減価償却を必要としないもので1年を  
超えて使用できるものの費消汎 ただし、医針肖耗器具備品努に属する  
ものを除く。  

無用束、救急正、巡回用自動車、船舶などの無料、車両検査などの費用  

運営精舎脹など院内管理のための会抜の費用   

毛気科、ガス料、水道札石軋 プロパンガスなどの常用   

有形固定資産に視†嘉、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し  
た通常の修符のための費用（固定資産の耐用年数の延長又Ii当該資産の  
能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。）   

設胤器械の使用料などの封用（リース糾・レンタル料），   
ただし、土地賃借札 建物貰借料及び匿環挽器貸イ普糾こ屈するものを  

除く。  

土地の賃借料  

建物、部屋の貸借料  

－＝ －   

福利厚生費  

損害保険料  
t御査票②欄】  

節付金  
〔調査票③湖】   

「税金（直近の年（度）の  

年額＝  

旅訟交通婦   

暗員被服疑    ＊   

通 信 費   

消耗品訳  

消耗器具婦品評  

車 両 費   

会 ‡邑 発   

光黙水費    ＊   

修 繕 費    ＊  

貸 借 料    ＊  

（うち）土地賃借料 ＊   

（うち）建物賃借料  

法人税  
【調査票①桐】  

住民税  
亡網査禁⑤欄】  

事業税  
【調査票⑥㈱了  

「邁軌手当（直近の事  

異学（度）の牢頚」  
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匡模範諾の賃借料  

火リ三保険料、歯科医師n吾債む任促横井4、自動車娼吉相闇牒吊指摘汗H  
どの費用  

提祷賢及び賢弔なと空隙に要する罰用  

各福住音団体に対する会費、分担金なとのぎ用   

（1）隠定資産税、葛宗税、消恕税、自斬寛税、印法規、登録先許伊烏守   
の担税で、原則とLて税法上損金に算入されるbの   

（2）辻厘、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費（苗対座蘭   
全野なと十」妖課金   

研究材料の卦用 研究研修用国吉の臼さ【ゝ入狩、学会への告知万石酎Jどの  
貰用  

短期倍入会、長井1借入金のま払別宴 

芸子付金など上記ル）科巨＝ニ属さない宣；・用なと  

（うち）置綴睦言呈賃  

稽料   

！員盲保険料  

■二 tt二 Jチ   

詣 書 評   

租税公況  
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医療糸至ラミ考案詫買吉周盃 ⊂イ累β兵薬局喜一司査察）  

1 調査の概要  

t 調査の目的   

病院、一般診樵所及び歯科診宿所並びに保険薬局における医貰経営等の寡綻を明らかにし、   

社会保険≡多疾報酬に関する露炭質料を整備することを目的とします。   

2 調査の対象及び客倖  

（1〉 調査の対無  

保険調剤怪行っている全匡の保険某局のうち、1か月の調剤報酬明細鳶の取扱件数が  

300件以上の某局を対象とします。  

（2）調査の客体  

調査対乗となる操険薬局を、地域別及び開設者別に層化し、それぞれ無作為にl／25を   

抽出して客体を選定します。  

3 調査の主体   

中央社全保険医療協議会（以下「中臣臥 といいます。）が実施します。   

4 調査の時期   

平成21年6月1日から平成21年6月30日までの期間及び平成21年3月末まてに終了   

した直近の事某年（度）について実施します。  

S 調査票の種類  

（1） 罪1 基本データ  

（Z）第2 損益  

川 第3 菖産・風儀  

（4）第4 租税公課等  

6 調査の方法  

保険薬局の管空音が記入し三す。  

7 調査票の提出期憫  

調査課は、平成21年7月31日までに必着するよう同封の返信用封筒にて、下記宛に返送   

してください。  

平成21年6月 医療経済実態調査  

保険薬局調査票 記入要領  

鐙厚生労働省  

中央社会保険医療協議会  

〒10り－＊■拘 東京都千代田区告が関1－2－2 中央合同庁舎5号琵  

厚生労働省保険局庄原課内 中央社会保険医原始議会 宛   
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「第1 基本データ」の記入要領 （調査票1酎  

0 この調査票は∴時こ示してあるもののほかは、平成21年6月30日現在の事実について記   
入してくだきい。  

Ⅱ 調査についての注意事項   

1 一役的乎項  
（り この調査は、調査日的のためのみ捷用するものです。行政上の運営管理や税務調査のため   
の資料として匪用することは絶対にありません。  
また、調査穿きに記入された事実については秘密を厳守します。   

（2）この調速は、某局の崖営に関する単項のみを調査するものです．したがって、薬局と家計  
とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して薬局に利用される細分をできるだ  
け正確に把握し、記入してください。   

（3）本店、支店等の瀦瀦にあって、会計が包括になっているよぅーセ婦倉には、それぞれの収入、   

従事者数等などにより按分して、脚査客l本となった施設分のみ記入してください。   

（4）保険薬局として調査客体となったが、休・靡止した場合は、その旨及びモの年月日を、   
調査票の表紙の余白に記徹して．調査票の全部を未記入のまま返送して〈ださい。   

2 調査票の記入  
（1）数字を記入する税が0の場合は「0」を必ず記入してください。   

（2）金額l劃円単位で記入しますが、円未満の端故は四捨五入Lてください。   

（3）記入を限ったときは，2茶の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。   

（4）合計欄がある坊合は、必ず吉己入してください．  

平成21年6月1日から6月30日の期間内の保険調剤の状況につい  
て記入してください。  

況刺した処方せんの検収を紀入してください。  

後発医薬品を実掛こ銅刺した処方せんの枚数をぎ己入してください〃   

2 保険頭割の状況   

【調査票②～㊥脚】  

処方せん枚数   
［調査票（9欄1  

（うら）徒党医薬  

品を調剤した処方  
せん枚数   
［嗣査票（訓閑］  

調剤した全ての医  
薬品の致丑（薬価  

基準の規格単位ペ  
ース）のうち往発  
医薬品の割合  
相見査莞（訃瞞〕  

3 調剤椚僻着直薬品  

品日放（薬価基準  

収載品目）   

【鯛宜男⑤－⑩瞞】   

4 従弟者の状況  
t調査課⑫～㊨仰］  

常勤職員  

薬剤師  

5 直近の革果年（度）  

調剤した全ての医薬品の独拉（薬価基準の現臨単位ぺ】ス）のうち、  
後発医薬品の占める割合を記入してください。  

諷翻した掩米比も品の牧丘（媒蘭玉叫！の瓜l占lト一之ペース〉  

後発医事晶の割合  
印芥1した全てのF取品の嘘随t凝血花畑の周ほ蝉l丘ベース〉  

（往）小数点篤2位を四捨五入してくだきい。  

平成21年6月30f∃現在において傭話している調剤用医薬品（内用  
薬、外用薬、注射粟）の品目数及びそのうちの後畢医薬品品目鞍を！己入  

してください。  

平成21年6月30日24時現在の在籍者で、給与の支給を受けてい  
る常勤職員（留色新案専従者を含む）を「薬剤師」、「夢捌通員」、rそ  
の他の吼鼻」に区分して記入してください。  

常軌臓鼻とは、その施設で定めちれた就業時間を全て別技する者をい  
います。  

凰幽閉殻者本人皇艶、た薬剤師の人数を記入してください・  

平瀬丘  
さい冊叢生岬、こ三三  
軍入した期間になりまも   
個人薬局については、咽」   

× ご不明な点等ありましたら、下記宛にお聞い合せください。  

【中臣協 医療経済実態調査率預局】  
フリーダイヤル 0120－00－0000  
フリーダイヤルFAX O120－××hX X XX  

受付時間 平日 △△：△△～△△・△△  

「第2 損益」の記入要領 （調査票2頁）  

○ この調査票には、特に示してあるものの他は、鰍21年6凡及   
び醐未申の未   
吸錮lこ対応するすべての浄用（未払分を含む）宣旦△してください。  
ただし、家計分は含めないでください。   

○ 幽⊥   
卿としてください。   

○ 本店・支店を包括して経理を行っていたり、団体に所属してそこで一指して経理を行ってい   
る接合でも、当…亥保険薬局のみを推計して記入してください。  

色事菜専従者を含む）に支給した現金給与額（税込）の総額   
給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶鶉手当、時間外動議手   

当、夜勤手当，危険辛乱役付手当、通勤手当など職員に支給したす   
べてのものが含まれます。   

（2）賞 与   
直近の事菜年（度）に瞳員（非常勤穐鼻及び青色事業専従者を含む）   

に支給した賞与、期末手当等の¶時金の総額及びその1／12の額   

（3）退職金  
直近の事業年く度）に支給した退職金の総額及びその1／12の領   

（4）法定福利舞  
法令に基づいて支給した次の①～（診までの繁用の合計領  

① 平岬給した給料に係る医   
療保険料、年金保険料及び児歳事当拠出金などの事業主負担額  

② 酬与に係る医標保険料、年金保険  
料及び児童手当拠出金などの事業主負担層（美神）及びその1／1  
2の領  

③ 直近の事業年（廣＝こ支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）  

の事集主負担額（葵城）及びその1／12の頒  

砕消した医薬品等について、実際の購入価格によって計算した頚を記  
入してください。   

医薮品等穿とは、訊剤用腹黒品、一般用医薬品、その他品目（煙草、  
化粧品，雑貨等）の着消頒をいいます。   

斉保険薬局の纏営業備に応じ、下記のとおり差出してください．  

（住1）円未満は四捨五入してください。  
（江2）収益は、保険研剤収益（患者負担分を含む）、公香箱調剤収益、  

その他の薬局事業収益をいい皇す。  
は3）渦動収益は、隈倹調剤収益（患者負担を含む）、公害専調剤収  

益をいいます，   

（1）平成21年6月分   
① 月次決舞で鳩薬品等凱、「調剤用医薬品費」のたな卸く帳諒  

たな知を含む）を実施している場合  

5月未たな卸高＋6月医薬品等購入額－6月未たな卸高  

② ①以外の探検廉局で、年次決算で損益計算書 博文決済書）を作  
成し、r医薬品等凱 又は†抑剤用医薬品凱 を独立科目として表  
示している場合  

直近の卒業年（度）の医薬品等費  

王 収益   
［開査票（D－⑧榊】   

1 保険調剤収益   

（患者負担含む）   

〔調査票①（9欄】  

2 公害等調剤収益   

〔調賓深（∋（馴副   

3 その他の薬局箪菜  
収益   
f調査票③（訓緋  

建敢保険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活  

保雄法、精神保腔福祉法、結核予防法等の公算郎旦底流に係る支払基金  
・国保連等に対する摘求金額及び窓口徴収金領の合計額を記入してくだ  
さい。  

公有医原、労災保険、自動車損害賠償舞任保険などの金額を記入して  
ください．  

自費診環による調剤収益、一般用医薬品、檀責、化粧品、雑蹄等の娠  

充収益などの金額を柁入してください。   
また、受取利息．配当金、退職給付引当金、徴収不能引当金などの謂  

引当金の戻入研などの金額も、この湘に含めて記入してください．  

保険等査定減については榊  
里盈皇」この欄で踊上週没してください。  

塀険岬己人の必翼庄  
ありませも 

居宅サービスに係る収益で、国保適等に対する吉庁東金額及び利用者か  

らの徴収金蚕桑の合計額を記入してくださいb  

上記の科目に属さない介三重収益について記入してください。  

鱒険等蚕定減については、榊そのl／／12  

の糊を、この輝から障辞し開墾してください．  

rl収益」及びrⅡ 介抱収益」に対応する費用の額を記入してく  

ださい。  

次の（1）～（4）までの金領の合紆領を記入してください．   

（り 給 料  
平成21年6月及び直近の事業年（度）に峨員（非常勤職員及び音  

4 －  

2 医薬品等資   
【調査男⑩   
［網査票⑳  

Ⅲ 介拉収益   
【調査票⑨～⑭聞】   

1 居宅サービス収益   

【調査票⑨⑫開】   

2 その他の介接収益   

【調査票⑳⑬澗1  

m 費用   
〔調査票⑬へ⑬悶j  

l給与買 
〔調査票⑬⑳柳  

b
 
r
「
監
岬
長
一
一
1
”
廿
L
一
l
Ⅷ
t
 
 
 

医薬品等費＝6月分収益X  

直近の事業牢（度）の収益   

直近の非業辛（皮）鞠効用直粟品訟  

調剤用医薬品望†ミ6月分調剤収益×  
直J丘の率発く屏）の調剤収益  
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①（類針㍑㍑しない場合  

直一巨の春美三三（度）の摘入顔×1／12   

「2）直近の事菜牢（庄）分   
圧）咋欠決算て損益計算昔（収支決算霊）を倖絶し、「医薬品1‡早」  

又は「調剤用医薬品費」を独立科目として多示Jている七宗合  

直近の葦昔持（度）の絹張計ぷ胡（収杢丘節ぷ1抗癌  

el〔かこほ竺Lない議会  

直近のミⅠⅠ薫乍（度）軋購入盲自  

重吉乙した業績の削囁としての押領を記入してく、たさい。   
生温竪茎互旦！竪呈」里盛jl年6旦分i三二±二王⊥L旦揉製・互生ゝ／とり  

逝き′記入しTください。  

校務中告などのために作成し．た直近の半㌫茸（僅）の損益言†‡7⊥（収  

束決策も）の吾桑を蔓込してください．   
空直旦⊥生旦旦分については 誼△靴皇室左上」   
旦迫計算許なと皇胞＆主ノていな岬憶垣里を竿旦，」  

星L旦通旦至ぷ【ヒ蓮見持、咽j⊥E  

豊里輩酢⊥1▼主旦過重星とこ槻主エiださし㌧ 
＿  このを易含、「減価栂封闇」及び r費用合計j の欄は未記入のまてと」  

てください。  

王旦旦⊥生旦』分長．コリpL」むゝ塑道二星旦モ辺呈竺左」  

即利用航器の畝価償却壬守で、蔽近〃〕雪†蓑年（ノ彗）貰祐を記人し てく仁  建物の減価借主t贋で、直近のか菜年（眉1冥鳥ほ沌リ Lてく7－いu  
さい。   

空カリLL生透j生1主ユLニリ呈L＿立∠ゝ竺＿些選」i塾生呈±去b、  

支払又は費消した金紙を記入してください。   
「その他の毯数L上こ追呈二Lを生月旦」⊥変三三姐」＿⊥むニ⊥旦き⊥ヱ  

参考にし、その合計額を記入してくださし、。  

土地芯他出の金額庵儒入してください。  

吉良行その他金融損儲からの情人盈に封する利竪、、他の会社かl：ノの借入  
金の利皇、受取三形の割引料などの企怒を記入してください。  

「第3 資産・負債」の記入要領 （調査票3頁）  

0 二のん司査荒は．苫．色中音て「訓告ス寸照衰（ゞ主産負†汗調）」を税榛署に提出した個人薬局及び   

個人薬局以外の薬局のみ記入Lてください。  

埋△選局旦社史基旦  ○ 調査票の記入にあたっては，個人薬局は平成20年l  

旦直射事案年 〉 

0 2つ以上の薮局のむ産・事沌fが合算されて貸借対照表が作成されているような場合には、塵  
していると思われ  担」遡＿茎旦豊里塾生立と▲剋Lなニリ  

る位汝を使って婚計して記入して〈だきし㌧  

0 介言藍保険竃；果さノ買方直していも1；告合にけ、戸；桁保険労の賃存＿・負債と介喜酎呆随分明を産・剣▲－」   

とJ）台計告責を記入してくだきい 3 築託空手   

［郡卜監禁⑩⑳様I］  

‘l 一成佃†㌫却班  

［調査頑》－－㊧榔  

挙。長氏び独立、謹箭的な活動によって生じた未収金等の債権及びそ折  

1年以内に回収可絶な†許権、売買目的有価書正券等、医薬品、診原材料、  
給食用材料∴ 耶潤品等のたな卸資覆、前払費用で1年以内に努用となる  

もの等の結城を記入してください。  

建物、描璧漉し 誹ほ用器械傾品、その他の器械桶品、東南及び船肱  

放射惟同lキ元茶、その他の有形固定賢産、土地、建設仮顕正、借地権 

ソフトウ⊥ア、長和嚢刊金などの総毛頁を記入してくだきい。  

釧菜宗（法人の貢」才立筆記までに支出した訝用及び設立してから事業を  

院始するまての問に支出した開設準備のための管用〉、企藁l告発行違霊∴  
討二賦研究竃主・なとノノ給餌を記入してください。  

経常的な活動に上って生じた買指金、支払手形笥の昭子方及びその他据  

置jが1年以内に到荒する債務などの言霊雲百を記入してください。  

良騨苦入金，そ和也経常的な括軸」以外の原凶から生じた支払手形、チ’  

fL企など町うら、期間が1年を超えるもの、引当金のうち、退帰結付引  

当魚のように、通預1年を超えて使用される見込みの1．のなどのだ糾を  

記入Lてください。  

Ⅰ読瀕潤雷   
膵倭票む粧  

n 固定わ産   
〔詐誕票頂）刷］  

m 繰延賃産   
【訂よト変更6）抑］  

Ⅳ？荒触角†三】1   

【網青紫①‡簑■」］   

V 厨正負億   

［調恋警牒欄1  

（うち）建物絃附㌫印宣∃・   

【㍍庵痴†制   

（うち）調剤用機諾領価  
償却缶  
用邪恋粧   

5 そ『〕他の抜殻  

い・・＿・・   

（うち）土地賃借料   

［調査票⑳⑬筑・l］  

（うち）利子割引料   

〔調査芳①⑫剛  
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「第4 租税公課等」の記入要領 （訓ほ己■フ三4日）  

○ この調査票Ii、特に示してあるもの♂〕ほかけ、直近の輩基層（度）の企碩を記入ししくださ   

い。   

0 介言壁保険事業を実施している場合にJと、医療保険分と介言！責保険分の給田P記入してください。  

参考ラ定業斗  

「その他の経費」について（調査票2頁）  

O r弟2 損益」の「m 許用1において r5 その他の医薬・介経費用」に含まれる費目は   
次のとおりです。   

○ これら費目で、発生主義の原則に蔓づき、平成21年6月及び直近の事業年（度）に支払（   
未払分を含む）又は計肖した金額の合計額を記入してください。   

○ なお、＊印を付した費目て、平成21年6月1か月間の実綿では著しく不合理となる場合や   
軍批が不可能な場合には、直近の事慕年（度）実績の1／12の爾としてください。  

「組悦公況等（直近の  

事業年（度）の牢諏）」   

租税公課  
［調査票①瀾］  

次の（1）、（2）の金舗の合計韻を記入してください。  

（1）固定資産税、事業税、消賓税、自動車税、印紙税、登録免許税など   

の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの  
（2）杜乱射臥 町会なとに対する公共的な性格をもつ全数（薬剤師会   
計など〉、綻ぼ金  

火災保険料、∃動重†員音階低芸子任保険料なとの総領を記入しこくださ  
い。  

盆栽モの他の菅尾を他に贈与、又は頸皿世亜与をした場合のげ百頭を記  
入してください亡  

税務申告が∴太店、支店の連理をまとめた形で行われている場合には、  
退会総領を利迫㈱  
土な 
この按分が不可能な場合は医業収益額、暇奥放などを用いて汁許して  

ください。  

個人薬局については記入の必要はありません。   
個人薬局以外の薬局は直近の葦某年（匿）の法人税喧亙里畳i竺旦上皇  

必土」里全額を記入してください。  

個人薬局については記入の必要はありません。   
個人業局以外の薬局は盈醐旦  

塵盈り罠乏△遡割写脚己入してくだきい。  

個人薬局については記入の必要はありません。   
個人薬局以外の薬局は直進旦野菜年（度⊥里⊥堅星型延長旦星空⊥旦上  

皇改革昇帆脚を担△してくだきいマ  

通勤費用の現金支詣、通勤用定期乗車券の現物支給の記領を記入して  
ください。  

福利施設負担額、原生賓など従業員及びその豪族の福利厚生のために  
要する法定外一言利費（教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び  
腰弔に際し一定の基動こより支給される金品などの現物給与）  

業務のための出張旅宣子。ただし、研究、研修のための旅費を除く。  

従業声に支給又ほ貸与する白衣、予防衣、作業衣などの現用  

電信料、電話料、郵便料金など通信のための讃用  

会計伝票など某局用・事務用の鳳軋 櫨詳、電飾、洗剤など1牢以内  
に消岩するものの訝消髄。ただし、材料費に属するものは除く。  

革議雇のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年を  
超えて使用できるものの費消額  

菜預用乗用車、船舶などの燃料、車両検査などの管用  

遷宮三吉会誌など局内管理のための会誌の費用  

た通常の修繕のための費用（固定資産の耐用半数の延長又は当該資産の  
有形固定食産に損傷、摩乱 汚損などが生じたと舌、原状回復に要し   

能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。）  

火災探検祐、自動車損書賠償訂任保険料などの費用  

接待費及び慶弔など交際に要する費用  

各穐任蒼団体に対する会費、分担金などの費用   

（上）泡定資産税、事業悦、消費税、自動車税、印紙悦、登録免許税など   

の租税で、原則として税法上規金に算入されるもの  
（ニ）社臥財臥 町会などに対する公共的な性格をもつ会津（薬剤師会   

費など）、耀課透  

研究材料の費用．研究研修用回音の醐入費、竿会への参加飾努などの  

－ 9  

福利厚生好  

雄茸交通費   

鵜員被服費   

通 ほ 妙   

滑托品芳  

消托器具備品資  

車 両 安   

全 言転  封   

修 主審 貨   ＊  

損宮保険料   ＊   

交 際 費   ＝一   

誌 会 費   ＝巨   

砲税公課   ＊  

境喜保険料  
［調査票②跡］   

箸何金  
［調査票③㈲］   

「税金（直近の年（贋）の  

辛置巨）J  

法人税  
［調査票④偶】  

住民税  
亡調査票⑤澗］  

事業税  
［調査票⑤澗〕  

「通勤手当（直近の事  

業年（度）の年額j  

研究研修費   ＊  
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費用  

電気料、ガス判、水道料、石油、プロパンガスなどの貰用  

設備、器械の使用料などの費用（リース料、レンタル料）  ただし 
、土地罪借料、建物貸借料及び設臓器拉賃借料に屈するものを  

除く。  

土地の貫権田  

建物．部屋の賃借料  

調剤用機器を含む設備諾紋の策摺料  

擁閑話、広相法などの印刷製本軋 電飾広告等の広告量広に係る資用  

金色呈その他の芦屋を他に贈与、又は無根の供与をした場合の価額  

銀行その他金融協開からの借入金に対する利．E、他の会社からの借入  

金の利息、受取手形の割引料などを記入してください。   

水運）t熱賛  ；ド  

賃 借 料   串  

（うち）土地賃借料 ニー   

（うち）建物貸借料   

（うち）設備器械賃  
借料  

広告宣伝費  

寄 付 金   ＊  

利子割引料   ＊  



こ丁＿て  

（参考資料1）   匡［′詩 宗1  

1，1  2 とく   興るが、   

塾廷狙吐踊＿   

⊥1）卿性   
経官主体毎の会計基準の違いによって発生する差異の問題や、調査対象施設の経営   

主体が複数の施設を経営する場合げノ本部計用の配賦や借入金の影響等に関する問題   
は、現行でも存在しているため、そのこと自体が年間（決算）データを取得すること   
への直接的な障害にはならないと考えられる。また、決算書に直接掲赦されていない   

ことから記入に時間を要する誠意項目も影ノるか、決罫書作成時の前段階のデwタ等を   

使用すれば対応できると考えられる。  
一部の調査項目（材料螢、委託費等）や白色申告を行う経営主体では、詳細なデー   

タを把握していない可詰悼も乞えられるが、ニの点も現行で存在している問題である．   

」卿r詑†生  
公立病院の決算書は、7月以降の定例会（通常は9～10月、場合によっては継続   

審議後12月）で書誌・承認されるが、議会の承認がなくても沃素自体の法的効果は   

変わらないと考えられる。また、決算の公表は各自治体によって異なるが、議会の承   

認前に公表している自治体もあることから、承認前の年間（決算）データを決算見込   

領として調査票へ記入することほ可能であると考えられる。   

（3）酬珪  
複数の施設等を保有している経営主附こおける施設単位で年間データを取得するこ   

とについては、病院、一般診療所、歯科診療所においては特段の問題はないと考えら   

れる。保険薬局．特に中小企業で筏故店鏑を保有している保険薬局では、施設単位で   

財讃う∴一夕を管理していない可能件が考えられる。そのようなところは、年間（決亙）   
データでの調査よりも現行のほうが．調査月のデ∬タを集計することで対応できるた   

め、協力しやすいと考えられる。   

・こ＿＿＿±ご至、ニここか’ ・ミ∫1〔t∴†⊥∴ビナ■■・享■三ユウ．三：∴∴∴＿こ∴L二三千シ了了、∴Lむ、   

（1）決畢生組政  
経官主件の決算時期は、公立病院等については概ね3月末となっているが、医療法   

人及び営利法人（株式会社）は特段の決まりがなく、個人の場合は確定申告に用いる   

ために12月末となっている。そうした違いがある中で年間（決算）データを把捉す   

る場合、①病院▲一般診原所・歯科診療所・保険薬局といった同【グループ内でのデ   

ータの不整合をとう評価するか、また、◎決算時期の傾向が異なるグループ間の比較   

をどう評価するかといった課題が存在づる。  

（2）哩寺期  
改定のスケジュルを考慮すると、現行と同時期（6月～7月頃）に調査を行わぎ  

r 2 一  

医療崖済実陰調査（医療機関等誠査）における年間（決算）データの活用につい‾r  

これまでの議論のとりまとめ  

宇 斤文 2 1 年 1 月 2 2 日  
Ⅰ互廉青空済実態調査（医療接慮1等調査）に  

おける決算デ［クの活用に閲する怒喜こ】会  

匡績違済実態調査（匪擦機関等錮吏）は、医繚機閲等にJ」ける医募経営寄れ実態ナ明  

らかにし．、辻会保険詑漬報酬に閲寸る基磋資料を整備することを目的として、2年「1  
回、中央社会†宗険医療協読会が実施しています，   

今臓、第17回調査を芙施するにあたり、中臣脇・調査芙施小委員全において、ド掠  

機関等の次第デⅦタの活用についての提案があったことを踏まえ、決定テ一夕の使用及  
びその課題等について、調査妄危小挙鼻長のもとに専門家からなる鮮談会（ワ〉ニト′ク  

グループ）を設置し検討することとされました。   

これを更け、本懇談会は．平成20年12月24日、平成21年1月9‖、22【」〔n  

計3巨】に渡り、医掠経済実態調査における年間（決算）チータの括斤＝二間しての意札交  

換や関係E体等からのヒアリングを実箱しました。   
以下に、現時点での本懇談会における試論を整理しまLたのて撞㌣いたしますh   
なお、本懇談会での法論の過程において、試論の対象とするデー㌢について、り諒  

データ」と呼ぶことでは自治庭病院等の決算竃の公表の時期等から、年間のデータ左活  

用する土いう本来の音義が誤即されるおそれがあることから、検討に障して侵†年㍗＝決  

算）デ肝タ」と呼ぶこととしてはどうかとの指摘があっ／二ため、以下においても「什㌍  

（決算）データ」と表記いたします。  

上・年間（晒   
さ」藍、LFし曳い三こ享ナチ二i三上担玉∴塑！耳∵・キ〔J∵＼‥、l壬ト’・エ，二」：Lこ＿・二し†÷∴   

①調査月の特殊要因が排除されるため、単月調査に比べ数値が平準化される。   
⑦調査項目に前年（度）実績の12分のlの額を記入するための判断及び計舞が署略  

されるとともに、作成済みの年間（決算）デーータから転記できる調査項目が多二あ  

るため、多くの調査対象施設で記入負担が綴り、効芋的な調査が可能になる。   

③前年（度）突抜の12分の1と調査長の数値との混在が解消されるため、数用、L頻  

忘の対応関係が適切となり、会計情観としてα）信輔性が高まる。   

㊤1年間のデ【タであるため、単月調査での経鍬の計上漏れの可能性が排除され1、。   

⑤医薬品数、材料琶について、月次棚卸を行っていないた捌こ前年（度）の摘戒什ま  

たは仕入額により記入している医療搾牒等が多数存在すると考えられう。期末に11  

実地棚卸が必ず行われるため、医薬品錬の数値（金額及び構成比）が正成汀二な∴∴  

一l－  

るを得ず、①決馴寺期を踏吏えると基本的に現行より前の時期のチータを把握するこ  
ととなり、診療辞酬改定の直近の髭響を把挺するという臨点から、二の点をどう評価  

するかといった課題が存在する。   

また現行は、改正された診環報酬への対応が不十分な時期（「リードタイム」）の  

蔓乙響を緩和することで、診療鞘酬改定の影響を把握しているが、①年間（扶転）ラ  

夕を取得する上で、リードタイムを含んだ調査とならざるを得ないことの賢三笠をよ∴〕  

評価するかといった課題が存在する。（この点に関し、各経営主体の収支は、改走牢  

で悪化し2年冒で改善する傾向が見られるとの指摘があった。）  

一方、現行でも、医薬品費及び材料輩（月次棚卸を行っていない精舎）、減価偶却  

臥賞与、退板金、並びにその他経費のうち6月単月では不合理な項目において、前  

年（度）実績による記入を求めており、（1）及び（2）と同様の問題が存在してし、  

る。  

（2）調査の客体故につ上ユ工  
診療所は施設数が多いため困難と思われるが、病院（約8．000施設）について   

は、‘10年前より情報処理技術が発展しているにめ、調査票を電子データで提出させ   

ることにより、全教調査を実施することも可能ではないかとの意見があった。  

これに関し、調査施設数を増やすこと自体は望ましいが、全てを電子データで提出   
させることを義務づけることは困難でにないかとの意見誹あった。   

（3）鞭捌こついて  
単月調査、年間（決算）データでの調査のいずれにおいても、決算を見据えた経営   

上の行動が反映されることを留意する必要があるとの意見があった。  

5．まとめ  

年間（決算）デタの把握については、単月調査に比べ会計情報としての†言頼性が   
高まる、多くの医療機関等において記入が効率的に行える等のメリットがあり、調査   

の実施可能性に関しても、障害となるような大きな問矧まないと考えられる。  

一方で、決算時期が異なる経営主体筐引こおけるデータの比較可能性の砲保、り山ド   
タイムが含まれることによる診療報酬改定の影響の把握といった課長萱も存在する。  

以 上  

（3）  2年分のデータ取得  

仮に年間（決算）データを取得するとした場合、調査方魔の変更に伴う比較可能性   
の問題を補う観点、及び診療報酬改定の影響を動態的に把握する観点から、改定前楼   
の1年ずつ、すなわち2年分のデータを取得することが望ましいのではないかとの意   

見があった。一一方で、年間（決算）データから転記できるとはいえ、調査対象施設の   

記入負担が大きくなり、回収率が現行より下がるのではないか、また、改定の影響を   
把捉するというのであれば、条件を同じくしり”ドタイムの影響を排除するため、改   
定前後の1年ではなく、前回の改定直後の1年と今回の改定直後の1年のデータ不一取   

得すべきではないかとの意見もあった。   

（4）現行調査の取扱い  

仮に年間（決算）デ）タを取得するとした場合であっても、調査が期待通り行える   

かどうかの検証や、過去の医療逢済実態調査との比較可能性を確保する観点から、一   

時的に、現行の単月調査も並行して行うべきであるとの意見があった。その際にlま、   
集計作業等に係る費用や、調査対衰施設における調査翠記入等に係る負担の観点から、   

いわゆる r速報」で使用しないデータを中心に、調査項目の削減を検討するペきては   

ないかとの意見もあった。   こl一岬   
（1）卿  

施設の経営の健全性の評価のためには、将来的にはキャッシュ・フ⊂J一一の状況♂）調   

査も行い、投資や財務に関する評価も行うべきではないかとの意見があった。  

これに関し、現行でも収支差の把握に加え、設備投資、借入金、税金の状況も併せ   
て把握しているため、】定の評価はできるのではないか、あるいは2期分の貸借文一甲   

蓑を調査することで代替してもよいのではないかとの書見があった。  

イ手－   



（参考資料2）  
事  言責  連  絡  
平成19年3月 28日  

大臣官房統計情鵠釦企画課若査解析墓長 殿  

保険局医療況保険医療企画調査室長  

医療経済実態調査（医療機関等調査）にl系る調査客体  

の抽出について  

第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）を別添調査要綱（病院、＋‾‾  

般診療所、歯科診療所、保険薬局分）により実施する予定であるので、調査  

客体の抽出についてご協力方宜しくお願いいたしたい。   

なお、病院、一般診療所、歯科診療所については、医校施設調査の医療機  

関情報に基づき調査対象施設の名請の作成を依頼する（指定統計調査等調査  

票使用中請書の提出については、別途行うこととする。）が、保険薬局につい  

ては、当吉果より提供するデータより客体の抽出をお顔いすることといたした  

い。  

カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって   

行う。  

第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱（案）  

地 域   都  道  府  県   
北 海 道  北海道   
東   北  青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島   

関東  
新潟、山梨、長野  

東海   
北   陸  富山、石川、福井   

近   畿  匹賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山   

中   国  鳥取、島根、岡山、広島、山口   

四   国  徳島、香川、愛媛、高知   

九   州  福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、  

沖縄  

1．調査の目的   

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明   

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎質料を整備することを目的とする。  

2．調査の内容   

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概要、収支の   

状況、資産及び負臥従事者の人員及び給与、設備投資の状況等の調査を行う。  

3．調査の対象   

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及   

び1か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が300件以上の保険薬局を対象とする。  

ただし、開設者が匿育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、   

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核   

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される   

一般診療所及び歯科診療所は除外する。  

また、歯科併㌍の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び  

1か月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象か   

ら除外する。  

4．調査の客体及び抽出方法  

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査   

客体とする。  

（1）病  院  

7 層化無作為抽出法による。  

イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を安けていない  

病院に分類し、この区分によって行うb  

ウ 第2の層化は、介言姜療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない  

病院に分類し、この区分によって行う。  

ェ 第3の顎イヒは、病床数が20（〕床以上、200床未満に分類し、この区分に  

よって行う。  

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

1  

キ 第6の層化は、全国を国家公務鼻の地域手当における級地区分の6区分とそ   

の他の地域に分類し、この区別こよって行う。（級地区分については別紙参照）  

ク 第7の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大芋病院及び子ども病院を除  

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、   

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、  

この区分によって行う。   

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1／1、  

その他については1／5とする。  

（2）一般診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、有床、無床の別に分類し、この区分によって行う。   

り 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。   

ェ 第3の層化は、有床については介建療養施設サービス事業を行っている一般  

診療所と行っていない一躍診療所に分項し、この区分によって行う。   

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

キ 抽出率は1／25とする。   



調査客体の抽出条件について  

1 調査対象  

社会保険の診療を行っている医療機関及び保険桑島   
医療施設調査（静態・動態 病院・一般診療所・歯音1診痘所）のデータにおいて  

「社会保険診療等の状況」軌ニ∩が付されている施設及Ul呆険薬局を抽出。  

2 除外される施設   

（7）開設者が医吉機関  
匡痙施設調査（静態・動態、病院）のテータにおいて、憫設者」が「医者伐  

関j に該当しでノ＼る病院   

（2）特定人のために開設されている閉鎖的な医療捜関   
① 医療施設調査（静態・動態 一般診療所）のチータにおいて、「開設者1が  
r会社」に旨亥当している一般診療所  

医療施設的査（静態一動綻病院）のテ一夕において許可病床数のうち全て  
が感染症病床である病院   

（4）結核療養所  
医療施設調査（静態・動態病院）のデータにおいて許可病床数のうち全て  

が結核病床である病院   

（5）原爆病院、診療所  
：／ ノ′．「111     ト‥ 立■ r  

（6）自衛隊病院、含を麓所  
「′，f 「＝】1  

（7）刑務所に設置されている一 
二′rL 「Jぎ／＼  

■  

（3）歯科診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 宗1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

り 第2、第3の屈化は、病院と同じ地域分頒（第5、茶6層化）によって行う＝   

工 第4の層化は、常勤の歯Fl医師奴を、l人、2人以上の区分に労汚しニグ〕．‡  

分によって行う。   

オ 摘出芋は1／50とする。  

（‘1）保険薬局   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第L、第2の慮化は、柄拉克と同じ地域分建（第5、篤6層化）によって省ノ、．   

り 第3の層化は、開設者（他人、法人）の別に分類し、この区分によって行う。   

エ 抽出率は1／25とする。  

5．訴査主体   

中央社会保険医療挽試合  

6 調査の時期  

平成19年6月の1月間について実施する。  

7．馳査の事項   

調査票に掲げる事項とする。  

8．調査の方法  

（り 調査は、往復郵送方式により行う。  

（2）調査票の記入は、医療榛関等管理者の自計申告の方法による。  

9．結果の公表   

調査の結果については、中央社会保険医醸給紙会の議を経て、速やかに公表する。  

（8）船内に設置されている一般診療所、歯科診療所  
医療＝言果で除外。   

（g）歯科併設の一般診療所  
医療施設調査（静態・動態 一股診療所）のデータにおいて診摂科目のうfJ  

r歯科J、「矯正歯科j、r小児歯科」、r歯科口腔外科」に該当している施設   

（10）臨床検査センター  
医療施設調査（静態 一般診療所）のデー【タにおいて診療所の種頬が ト‡貪  

査業務を主とする診療所Jに按当している施設   

（11）夜間診療所  
医療施設調査（静態：－舶儲虜所・歯科診庶所）においてr表示診凍時間の  

状況」が18時以降のみに該当している施設   

（12）巡回診療所  
医療施設調査（静態 一般診療所）において「診療所の種類」が「巡回賢積  

を専らとする診療所」に該当している施設   

（13）1月の診療時間が100時間未満  
医療施設調査（静態 刑般診摂所・歯科診療所）において「表示時間の状況」  

の「表示診療時間の状況」において1月の診療時間がiOO時間未満と推定され  
る施設「二財産り  

3 層化   

（1）共通  

① 全国の都道府県を9地区に区分  
医療施設調査（静態▲動態）における都道府県番号で層化  

② 全国を国家公韓員の地域手当の級地区分とその他の地域に分類  
医療施設調査（静態・動態）における市町村番号て層†ヒ〔万場好2ノ   

（2）病院  

（D 特定機能病院∴歯科大学病院、子ども病院、DPC対象病院の抽出  
医療決においてリストを作成。  

② 介護療養施設サービス等業を行っている病院、行っていない病院の区分  
介言堕サービス施設・事業所調査の介言隻棟異型医穣施設情報より区分  

③ 病床数が200床以上、2（）0床未満の区分  
医療施設調査（静態・動態 病院）のデータにおいて許可病床数情報より区  

一 2【  

（む 院外処方の有無別の区分  
医療施設調査（静態 病院）のデータにおいて院外処方せんの発行状況より  

「・ ．  

喧）一般病院と精神病院の区分  
医療施設調査（静態・動態：病院）のデ∬タにおいて許可病床数のうち全て  

が精神病床である病院は精神病院、それ以外は一姫病院   

（動 開設者の分類（．財都3）  

医療施設調査 ほ奉態・動態 病院）の開設者情報から分類   

（3）一般診療所  

① 有床、無床の区分  
有床、無床の区分については、医療施設調査（静鮭・動態：一般診療所）の  

許可病床数から病床の有無を区分  

② 主たる診療科の区分（1財新4ノ  
主たる診療科目の区分については、医療施設間査（静態・動態 一般診療所）  

の診療科目の情報から区分  

③ 介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所、行っていないⅦ般診療  

所の区分  
介謂サービス施設・事業所より介言重病襲型医療施設情報より区分  

④ 院外処方の有無別の区分  
医療施設調査（静鰻 一般診療所）のデータにおいて院外処方せんの発行状  

況より区分   

（4）歯科診療所  

① 院外処方の有無別の区分  
医療施設調査（静態 歯科診療所）のデータにおいて院外処方せんの栄行状  

況より区分  

② 歯科医師1人、2人以上の区分  
医療施設調査（静態・動態 歯科診療所）の従事者敷から区分   

（5）保険薬局  

○ 開設者の分類  
保険局医療課より提供するデータにより、開設者（個人、法人）の別に分痔   



国家公務員の地域手当に係る級地区分  （別紙2〕  

（別紙1）  
雄性・ 支給地域  都道府県   市町書†名寄   
1組地  
rl計沌1   

2迫地  茨娃県  砲手市  
和光市  ［15％】  埼玉縄   
（20市）  手芸黒  成田市、印西市  

∝菰野市、町白市、個分希市、個立市、相生市．狛江市、語胡ホ．多度市、扇城市．西現有市  
拉倉市．厚木市  
大磋市．守口市．M武市  

・巨庸県  ■■十   
3泊地  哀垢県  つくば市   
＝之％】  均玉県  さいたま市、志木市   
（27市）  千翼鼎  船茂市∴ホ苧市．袖ケ爛市  

東京ホ  八王子市、五日市．府中市．昭島市．凋市市、小平市．日野市  
神乗川県  檎漏市、川嶋市．海老名不  
愛知興  名古隆市．刈谷市，温田市  
大阪府  吹白市、ホ岨市．疫足川市、云面市．高石市  
兵ヰ耽  西富市、宝塚市  

！主・二  貢】才市  ▲睡地  茨城県  水戸市、土浦市．守谷市   
十1Jヽ1  呵王環  狭山市．鵡ケ曳市   
（37和  干瓢県  千妄市．市川市．松戸市、雷織布、四緑薫市  

栗東都  王政市．育持市＿東村山市．あきる野市  
神棄川無  †l須賀市，蕗沢市、茅ヶ崎市、褐I長原市、大和而  
愛知慨  旦明市  
三立県  t盲艦市  
大濃市、草津市   蕊墨叩  
東静粛  東都市  
大隈瞬  堺市、塾中ホ、池田布．枚方市∴訂本市 八尾市、常夫匿市  
ー！L  神戸市．尼崎価  
最良欄  寮良市、大和郡山市  
広▲県  広■市  

lて・・⊥  ほlヨ1右  5払他  言正県  仙台市  

8江市、古河市、牛久市、ひたちなか市  
竿II富市   

1町  埼玉県  川越市」りB市、行巴市．所沢市、臨絶市．仙須市、東松山市．鰻谷市．戸田市、入間市、朝芯市．三組市  
千菓凧  茂原市、佐詣市．相市、市原市、自弁市  
沖奈‖県  平塚市、粟野市．三浦∬青山祈  
山梨鼎  甲府市  
椚田県  静岡市．≡召ニ1市、御殿場耶  

i  弾戸市、碧南市．首尾市，大府市．王〕多市  
三正県  i書市、臼田市市  
守山市   1tヰ  
京勧凋  平治市、几同市．東田辺市  
大阪府  農相田市、泉大津市、貝塚市、鼠†左野市、富田林市＿河内長野市、相見市，11曳野市、隣接市、房井寺市  
伊丹市、三田市   ■と「■  

一・㌻▲，    まh】適：田缶l罵l頁朽年始甫  8姐地  北満月  札幌布   
【3％】  官紀県  名取市＿多貰織布   
8γ市  
21町   

群馬環  嗣溝市」勘野市∴太白市  
埼玉県  縄喜市、書日卸市、鴻巣市，上尾市、草加市、久手市、岐戸市、比企郡鳩山町、北埼玉郡北川辺町、 北鋒和栗招間北隣郡‘一杉戸剛■1L鎚新庄和町－  

千雲集  野匂市．東金市、兼山市．八櫨盲市、打】尾部酒々井訂I．印括弧崇町  
置敲1竜山市   t東跡   I   

榊剰l県  小白幡ホ．三瀬市  
冨山県  冨山ホ  
石川伯  金沢市  

福井市  
長野市、松本市，婚訪市  

岐阜欄  岐阜市、大垣市．多7お見市、美濃加茂市  
朴岡林  
愛知腺  
三1鳳   

ざ丘F県  さ岨市．長浜市  
向日市．相生≠木澤町   京孤府  
大幡簡  柏原市．象闇市、四榛韻市．変事市．胚両市＿見所抑膝下又町、見両部田尻印．軒対内孤大手町  
兵曙県  嬢持市＿明石市．加古川市．三木市  
兼良欄  荘祥市、馨三市．生駒邸8王城町、北城即王寺町・  
和歌山県  和歌山市、授本市  
阿山丸  犀l山市  
広島県  廿日市市．安芸剥l福田町，字書那岐町  
山口県  周闇市  
高松市   昔日県  
橿同県  
需給瓜   

診療時間100時間未満の考え方について  

（15）表示診横時間の状況  

月  火  水  木  金  土  日  休日   

午 前      1      1  1  
午 後  2  2  2  2  2  2  2  2   

18時以降  3  3  3  3  3  3  3  3  

平成17年匠椋施設眼査（静態）の「（15）表示診原時間の状況」午前・午後（月  

～日）で○をした数が6個以下のものが100時間未満のものと判断し、辿土旦ム  

のを抽出することとする。  

（考え方）  

○ 通常考えられる診療時間を基鍵に考える。  

1日8時間診療とし、土曜日は半日（4時間）、日曜は休診と考えると、   

「1週間の診療時間＝8時間×5日＋8時間×1／2＝44時間」となります。  

・44時間分の○の汝（施設調査の（15）表示診療時間の状況のこと）は11個で   

あるので、01個分の時間は4時間となります。  

1月当たり100時間未満となる○の数は、  

「100時間×／4時間＝25（1月当たりの○の数）」  

1週間当たりの○数は、  

「25×7／30＝5．83≒ 6（1i塁間当たりの○の汝）」  

○の数が1週間6個までは1月100時間未満と判断し、○が7個以上のものを   

抽出する。  

（別紙3）  

【般診療所に係る主たる診療科別の区分  開設者区分について  

主たる診療科別の分類   医療施設の診療科   

内科   内村  
呼吸器科  
消化器科（胃腸科）  

循環器科  
神経内科  
心療内科   

小児科   小児科   
精神科   精神科  

神経科   
外科   外科  

形成外科  

美容外科  
脳神校外科  
呼吸器外科  
心房血管外科  
小児外科   

整形外科   整形外科   
産始人科   産婦人科  

産科  
婦人科   

眼科   眼科   
耳鼻咽喉科   耳鼻咽喉封  

気管食道料   
皮膚科   皮膚科   
モの他   泌尿器科  

性病科  
肛門科  
リハビリテーション科  
放射線科  
府酔糾  
アレルギー糾  
リウマチ科   

医療施設調査  医環経済実態調査   

厚生労働省   霞立  

2  

3  

独立行政法人労働者健康福祉機構   

その他   

6  都道府県   公立   

市町村   

8  日赤   公的   

9  済生会   

10  

厚生連  

国民健康保険団体連合会   

全国社会保険協会連合会   社会保険関係雇人   

14  厚生年金事業振喫個   

】5  

】6   

共済租合及びその連合会   

柑  国民健康保険組合   

公益法人   その他の法人   

20  医療法人   医療法人   

学校法人   その他の法人   

22  社会福祉法人   

23  医環生協   

24  会社   

25  その他の法人   

ニ6  個人   個人  

※ 医療施設が漂ぽうしている診療科名のうち主たる診療車1名によって区分を行う．   



抽出率表（貰16回医療経済実態調査（医療校閲等調査））  

特定掟能病院・歯科大学病院・子ども病院ll／1  

…上記以外  

，t3   
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第17回 医療経済実態調査（保険者調査） 要綱  

1 調査の目的   

医療保険の保険者の財政状況の実短を把握し、社会保険診療報酬に関する   

基礎資料を整備することを目的とする。  

2．調査の対象   

平成20年度末における全国蛙庚保険協会管掌健康保険、組合管掌陸康保   

険、船員保険、共演組合、国民健康保険及び後期高齢者医療の各保険者を調   

査対象とする。  

3．調査主体  

中央社会保険医梗協読会  

4 調査の時期  

平成21年6月  

5．調査の種類及び調査事項  

調査の絶類及び調査事項は次のとおりとする。   

（1）決算事業状況に関する調査  

被保険者数、保険給付等に関する状眈、決算収支状況及び財産の状況  

等について調査する。（別紙1参照）   

（2）土地及び直営保養所・保＝健全轄に関する調査  

士他に関する施設の種堰、面積、帳帝価格等及び直営保養所・保健会  

館に関する施設の種類、建物の状況、利用状況等について調査する。（別  

紙2参照）  

6 調査の方法   

（1）上記5の（1）については、平成20年度末における全保険者の平成  

20年度分の事業報告、決算報告及び財務諸表等から調査する。   

（2）上記5の（2）については．組合管掌健康保険及び共済組合の各保険  

者が調査票を作成し、提出する。  

7．提出期限  

平成21年8月31日  

8．結果の公表  

この調査の集計結果は、中央社会保険医療協法会の誌を経て、速やかに公   

表する。  
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l 調 査 の 概 要  

1 調査の目的  

この調査は、直積保険の保降着の財政状況の実態を把握し、社会悟性   

診療報酬に関する基撞資料を整帰することを目的とLます。  

2 調査の主†本  

この吉周査は、中央社生保俵医療協議会が行います。  

3 調査対象  

平成21年：りj31日現任♂〕挺歴保険組合を調査対象とします。  

4 調査の稽頬及び調査事項  

調査の種類及び調査事項ほ、次のとおりとします。  

（1）土地に関する調査（平成20年度末現在）  

保険者調査票（1土地に関する事項）の調査事項  

（2）直営保養所・保接会館に関する調査（平成20年度）  

保険者調査票（2 直営保養所・隈健全鱈に関する事項）の諦査事項  

5 調査の方綾  

中央杜会保険医療協読会は、甚蔑保燐組合に調査票を配布し、健確保   

険組合は関係音質えに基づき調査票を作成します。  

6 調査票の提出期限  

睦康保険組合は、作成した≡周査票を平成21年8月 31日（必着）まで   

に中央社会保険医癖協読会 く〒100－8別6 東京都千代田区罷が関1－2－2   

厚生労働省保俵局調査課内）に提出して‾Fさい。  

平成21年度  

医療経済実態調査（保険者調査）  

記  入  要  領  

（（珪f責（呆晩組合）  

中央社会保険医療協議会  

口   記 入 要 事貞  

、1 共通事項  

調査票の点線による区切りのある仰の数字の記入は、区切りごとに1   

字を記入し、必ず右詰めで記入して下さい（左側の余白には「0」を記入   

する必要はありません）。  

固定卓彦台帳（課税台帳）又は財産日録なとの記故  

に基づき平成封年3月31日現在で記入して下さい。   

喜芸当する元号の数字を0で悔み、年月日を記入して  

下さい。   

固定資産台帳又は財産日録iこ記赦されている平成21  

年3月 31日現在の価額を記入して下さい。   

市区町村の土地課税台帳に記赦されている価額を記  

入して下さい。   

なお、直営医療機関等非課税の取り扱いを受けてい  

る土地については、市区町村へ照会すると近隣頬似の  

土地の低額が承知できますので、その価額を参考にL  

て記入して下さい。   

1 平成20年度中に取得したものは取得価恕を、2  

平成 20 年庚申に不動産鑑定士等の専門知識を有する  

者の評価を受けた場合はその評価額を、3 近隣類似  

の地価公示法による標準値の1平方メートル当たり価  

額により再評価できる場合（※）はその価額を、記入し  

て下さい。  

（※）評価例．時価評価額＝評価物件の公示価額、ま  

たは時価評価紬二評個物件の路線価×  

近隣類似の土地の公示価格÷近隣煩似  

の土地の路線価、等   

なお、公示価椙は市町村役塙、路線価格は税務署で  

確認することが出来ます。   

上記時価評価額の該当する番号を○で閣んで下さい。   

該当する元号の数字を0で囲み、年月を記入して下  

さい。   

他 日 ／ 面 積  

取 得 年 月 日  

帳 篠 低 額  

固 定 資 産 税  

評  価  官員  

保 険 者 名   健康保険組合の設立後健麿保険組合連合会から振り  

出された組合コード（5桁）の番号を記入し、その後  

に当該健康保険組合の名称を記入して下さい。  

2 個別事項  

（1） 土地に関する詞査  

ア ニの調査票には、平成21年3月 31日現在で健康保険組合が所有  

（借地などは含まれません。）する土地について記入して下さい。  

また、事業主や他の健康保険組合などとの共同所有の場合は、持分  

のみ記入して下さい。平成21年3月 31日までに売却した場合は記  

入する必要は有りません。  

イ 飽廉保険組合が土地を所有しない場合は、その旨を記入朋のいず  

れかに「所有なし」と記入し提出して下さい。  

時 価 評 価 額  

施 設 の 應 頼  健康保険組合の所有する土地に建設されている施設  

について、F記に該当するものは、該当する数字を（⊃  

で臨んで下さい。   

1 病院・診療所    2 老人保障施設   

3 直営保養所  4 体育館・体育施設   

5 保健会館  6 施設なし   

所在地は、市区町村名まで記入Lて下さい。  

評 価 方 法  

評 価 年 月  

所  在  地  



（2）直営保養所・除陸会館に関する調査   

ア この調査票には、平成21年3月 31日現在における健康保険組合  

の所有する（借家などは含まれません。）直営保養所t保腱会館に  

ついて記入して下さい。   

イ 健康保険組合が直営保養所・保健会館を所有しない場合は、その  

旨を記入欄のいずれかに「所有なし」と記入し提出してFさい。  

建 物 の 状 況  固定資産台帳又は財産目録に記赦されている平成21  

年3月 31日現在の建築面積（いわゆる廷ぺい）、延べ  

面積（いわゆる延坪）及び帳簿価格について記入して  

下さい。   

平成20年度の決算書又は関係帳薄により、年間利用  

者延人数、総収入辞、総支出額を記入して下さい。  

平成20年度の状況  

－4－  

I 調 査 の 概 要  

1 調査の目的  

この調査は、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険   

診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とします。  

2 調査の主体  

この調査は、中央社会保険医療協議会が行います。  

3 調査対象  

平成21年3月31日現在の共済組合を調査対象とします。  

4 調査の種類及び調査事項  

調査の種頼及び調査事項は、次のとおりとします。  

（1）土地に関する調査（平成20年度未現在）  

保険者調査票（1土地に関する事項）の調査事項  

（2）直営保養所・保健全館に関する調査（平成20年度）  

保験音調査票（2 直営保黎所・保健会鱈に関する事項）の調査事項  

5 調査の方法  

中央社会保険医療協議会は、共済組合に調査票を配布し、共済組合は   

関係書類に基づき調査票を作成します。  

6 調査票の提出期限  

共済組合は、作成した調査票を平成21年8月 31日（必着）までに中   

央社会保険医療脇兢会（〒100－8916東京都千代田区霞が問ぃ2－2 厚生   

労働省保険局調査課内）に提出して下さい。  

平成21年度  

医療経済実態調査（保険者調査）  

記 入 要 領  

（共済組合）  
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 中央社会保険医療協議会  
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固 定 資 産 祝  

辞   随   告白  

市区町村の土t鮎澤税台帳に記鼓されている価額を記  

入Lて下言い。   

なお、直営匡麻機関等非詫税の取り扱いを受けてい  

る土地については、市区町村へ照会すると近隣類似の   

r【  記 入 要 領  

1 共通事項  

（1） 調査票の点鵠による区切りのある閑げ）類字の記入は、区切りことに   

1字を記入し、必ず右詰めで記入L．て‾「さい（左側の余白にZ．よ「D」き  

記入する必要はありません）。  

（2） 保険者名は、共済組合の名称を記入して下さいb  

2 個別事項  

（1） 土地に関する調査  

ア ニの調査票には、平成21年3月 ユ1H現在て共済組合か所有（借  

地などは含まれません。）する土地について記入して下さい。また 

共同所有の場合は、持分のみ記入してドさい。平成21年：う月 31日  

までに売却した場合は記入する必要は有りません。  

イ 共済組合が土地を所有しない揚合は、その旨を記入榊のいずれか  

に「所有なし」と記入し提出し．て下さい。  

土地の価額が承知できますので、その価額を参考にし  

て記入して下さい。   

1 平成20年度中に取得したものは取得価額を、2  

平成 20 年度中に不動産鑑定士等の専門知識を有する  

者の評佃を受けた場合はその評価告頁を、3 近隣類似  

の地価公示法による言葉準値の1平方メ、トル当たり価 額により再評植できる場合（※）はその佃】額を、喜己入し  
て下さい。  

（※）≡渾郁例・時価評価額＝評価物件の公示価額、ま 

たは時価評価額＝評価物件の路線価×  

近隣顆似の土地の公示価格ニー近隣類似  

の土地の路線価、等   

なお、公示価格は市町村役場、路線価格は税務署で  

砧喜忍することが出来ます。   

上記時価評価庵祀穏当する番号を⊂）で囲んで下さい。   

該当する元号の数字を○で囲み、年月を記入して下  

さい。  

狩 場 評 価 書頁  

施 設 の 牲 叛  共済組合の所有する土地に廷設されている施設につ  

いて、下記に該当するものは、該当する数字を0で臨  

んで下さい。   

1 病院・診療所    2 老人性偉施設   

3 直営保養所  4 捲こ育結・体育施設   

5 保健会館  6 施設なし   

所在地は、市区町村名まで記入してFさい。   

固定賢産台帳（課税台帳）又は財産目録などの紀赦  

に基づき平成21年3月 31日現在で記入して下さい。   

該当する元号の数字を0で囲み、年月日を記入しノて  

1：干し＼   

固定騎産台帳又は財産目録に記載されている平成21  

年3月 31日現在の価辞を記入して下きい。  

一2－   

評 価 方 法  

評 価 年 月  

（2）鹿骨保養所・促鮭会館に関する調査   

ア ニの調査票には、平成21年3月 31日現在における共済組合の所  

有する（借家などは含まれよせん。）直営保養所・保体会結につい  

て訂己入して下さし、（，   

イ 共済組合が直営隈董所・俣蛙会館を所有しない揚合は、その旨を  

記入欄のいずれかに「所有なし」と記入し提出して下さい。  

所  在  地  

地 臼 ／ 面 積  

取 得 年 月 日  

帳 簿 価 額  

3－   

73  

固定資産台帳又は財産目録に記載されている平成  

21年3月 31日現在の建築面積（いわゆる建パい）  

延べ面桔（いわゆる延坪）及び帳捧価格について記入  

して下きい。   

平成20年度の決算書又は関係帳簿により、年間利用  

者延人数、総収入額、総支出碩を記入して下さい（年  

度途中に共済組合の再編が行われた場合にけ、施設毎  

に再編前後の状況を合算したものを記入して下さい）。  

置 物 の 状 況  

平成20年度の状況   

→4－  

′了聾  
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二．l、 ∴   ∵．‾l  主な施設基準の届出状況等  

○ 診療報酬を算定するに当たり、施設基準の届出等が必要となる主なものについて、各年7月1日現在における届出状況を取りまとめたものである。  

○平成20年度に新設された項目については、（参を付している。  
○ 届出状況については、地方厚生（支）后において閲覧に供することとしている（」  

○ 病床を有する保険医療機関数の推移  
平成18年   平成19年   平成20年   

病院   
施設数   9．161   8．986   8．855  
病床数   1．575．178   1．563，065   1．559．914   

施設数   12．508   11．907   11，5g4  
有床診療所           病床数   

152．147   149．501   144．了10   

1初診料関係  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段二病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

新夜間・早朝等加算   
・1週間当たりの表示診療晴間の合計が30時間以上の診療所 等  （診療所数）   

36．881   
電子化加算   （言午可病床数が400床未満の保険医癒機関のうち）   5．026   6．135   6．402  

・診療報甜請求に係る電算処理システムの導入  53．386  69．了49  85，241  

■の納ごとに区飢て軌た領収証の選択的要f牛 

tラ浩志あ。柵診紺）  
5．789  7，250  11．656  

一そご芝≡択的に具備すべき要件のいすれか恩諾禁ムを活用した請求  446  581  1．511  

：乗めがあった時に詳細な明細書を交付し、  46．500  62，164  77．82l  

jその旨を院内の分かりやすい場所等に表示  

バーコード、電子タグ等による医療安全対策  550  710  927  

j インターネットを活用した予約システム   1．647   2．032   3，054  

i 

4，678  5，837  7，984  
ダリングシステム  3．306  4．651  5．507  

11．124  14．512  19．812  

8．272  10．967  19，480  

76  99  126   

2 入院料等関係  

（1）入院基本料  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：医療機関数／中段：病棟数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・一般病‡刺こおける看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて7対1から15対1に   5．629   5．534   5．437  
一般病棟入院基本料           区分   17，102  16．038  15．207  

731．566  715，413  700．358   
・療養病棟における医療区分等に応じて区分   3．741  3，708  3．650  

療養病棟入院基本料  5月81  5．749  4．992  
220．071  209，968  211．592   

・結核病棟における看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて7対1から20対1に   236   236   225  
結核病棟入院基本料           区分   275  265  24（）  

9．696  9，220  8，177   
・精神病捜における看護実質配置t香椎師比賽、平均在院日数に応じて10対1から20対1に   1．385   1，381   1，335  

精神病棟入院基本料           区分   3．854  3．600  3．362  
207，385  197，812  18乳796   

一稲美醐護師比率欄‾般病棟   81  81  82  
1．443  1．440  1．472  

64．596  63．7旦9  早耳L5革ヨ  

14  14  
特定機能病院入院基本 料   12  14  14  

写38  蒜蒜緬皇酎輌卜柵  了2  72  73  

75  76  78  
3，422  3．3ヰ5  3．385   

・専門病院の一眼病棟における看護実質配置・看頁隻師比率、平均在院日数に応じて7対1か   16  20  20  
専門病院入院基本料  129  133  138  

5．652  5．890  6，151   
・児童福祉法に規定する肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設等の一拍病棟   590   778   816  

障害者施設等入院基本            ・藍度の肢体不自由児（者）等を概ね7割以上入院させている一姫病棟   
料  

1．187   1．403   1，497  
・＿上記について、看綾実質配置・看漁師比率に応じて10対1から15封1に区分   44．693   60．521   62．116   
・看護配置に応じて1及び2に区分   8．7（）3  8．485  8，022  

有床診療所入院基本料  

107，310  10（ラ．4ウ4  102．064   

有床診療所療養病床入  
・看護配置及び看絃補助配置基準を満たしたもの   1．670  1，283  1．247  

院基本料  
13．tO3  10，594  10．443   

T
 
 
 



（2）入院基本料等加算  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：医療楼閣数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

t特定松能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院  】92   206   改 88   

入院時医学管理加算   ・急性期医療を行うにつき十分な体制が璧価されている  

・病院勤務医の負担の軽減l二讃する体制が整備されている等  

・単独型又は管理型臨床研修病院」晶力型臨床研修病院  
臨床研修病院入院診療 加算   ・診療録管理体制加算の届出を行っている等   し203   し259   ト365   

651   
新超急性期脳卒中加算  用㌫卒中の諮療につき十分な経騒を有する専任の常勤医師の配置  

・薬剤師が常時配置されている等  
新妊産婦緊急搬送入院  1，273   

加算   

・1名以上の診強記緑営埋者の配置   2．457   2．718   2，913  
診療録管理体制加算           ・診療記録管理を行うに必要な体制、適切な施設及び設備の整備 等   703．720   746．799   783，669   

事務作業補助体  フ30  

・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備 等  179，177   

■重度の肢体不自由児（者）等を概ね7割以上入院させている一服病棟又は精神病権  
特殊疾患入院施設管理 加算   ・看護要員の実質配置が1（）対1以上峯   883  B56  872  

56．051  55，646  65，907   

・新生児入院医療管理が必要な新生児を概ね7割以上入院さセている－一般病棟の病室  
新生児入院医療管理加 算   ・小児科医師の常時配置  72  70  78  

742  722  825   
・常時、入院患者数と助産師又は看護師数の比が6対1以上等  

療養環境加算   
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室 等   1．775  1．958  2．848  

209．430  226．662  2∠15．054   

重症者等療養環境特別  ・常時監視を要し、畳症看等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置   2．375   2．428   2．469   

加算   ・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの 等   

■長期にわたる療養を行うにつき十分な柵造設胤必糞な器械・器具が具備きれている   1．387   1．547   1．61†  

桟捌絶望＿適切な施設  t   85，156   98．710   101．269  

・医療法施行規則に定める医師・竃喜隻師等の員数以上の配置 等   9元   707 655  

療養病棟療養環境加算  2      u  33－0号ワ  33，315  26▼鱒3  

ら46  

3  

9云b  903  

31，6  40▼5甲  笹005  

17t  

4  

16  1  

了．487   了．387   6，919  

届出医療機関致  
施設基準の概要  （上段二医療機関致／下段二病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

■長期にわたる掠養を行うにつき十分な構造設備、機能訓l絞室  720   
1   

662   603  

診療所療養病床療養王買                  堰焼法施行規則に定める医師及び看総帥等の員数以上の配置  4．590   4．788   4．708   

境加算  n ・上記について、1床あたりの床面絹・廊下幅、食堂・隷書岩室の有無等に応じて1及び2にj   t．15   由畠   占をd  

■   7．546   6．444   5．732   

綻和ケア診療加算   
・穏和ケアに係る専従のチーム（医師2名、看護師及び薬剤師）の設置  66   87   87   

・（財）日本医療機能喜平価塩川等が行う医療機能評価を受けている等  

精神科応急入院施設管  ・「精神保健及び精神搾害者福祉に関する法律」により都道府県知事が指定する精神病院   209   232   246   

理加算   ・医療保護入院のための必要な専用病床の確保 等   

精神病棟入院時医学管  ・医療法施行規則に定める医師の員数（療泰病棟に様るものに限る）以上の配置   283   309   293   

理加】算   ・当該地域の精神科救急医療体制確保のため整備された精神科救急医療施設 等   

243   

新一神料地域移行実施  ・地域移行を推進する部門を設置、細緻的に実施する体制が整備        加算  ・当該部門に専従の精神保健福祉士が配置 等   
神科身イ本合併症管  874  

・精神科以外の診政利の医療体制との連携が取られている病棟 等   

・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室  

児童・思春期精神科入院 医療管理加算   ・当該病棟又は治療室に常勤医師が2名以上配置（うち1名以上は指神保イ漣指定医）  
9  13  15  

520  631  671   
・春雄師の集貨配置が10対1以上等  

がん診療連携拠点病院  134   301   358   

加算   

・常勤の管理栄養士が1名以上配置されている  

栄養管理実施加算   ・選者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理束養士等医痕従事者が共石  7，995   8．337   8．449   

して、入院患者ごとの栄養状琵、摂食機能等を考慮した栄養管理計画を作成等  

・医療安全対策に係る研修を受けた専従の栗剤師、看害斐師等を医療安全管理者として配置  

医療安全対策加算   ・医療安全管理部門を設置し、組織的に医墟安全対策を実施する体制を整備  
l．08〔l  l．409  1．522  

423．249  505，528  529．515   
・当該保険医療機関内に患者相談怒ロを設置等  

・適切な禍瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられている   7．564   7．602   7．739  
裾瘡患者管理加算           ・櫓瘡対策を行う適切な設備を有する 等   1．246．145   1．244．381   1．235．131   

祷瘡ハイリスク患者ケア  ・掴療ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等を裾瘡管理者として配置   186   280   344   

加算   ・褐瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な縛瘡管理討論を行う体制の聖傾等   

新ハイリスク妊娠管理  1．722  

口算   



届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段二医療機関数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が3名以上配置  
702  708  623  

ハイリスク分娩管理加算   ・常勤の助産師が3名以上配置  
281．194  267，079  240．549   

・1年間の分娩実施件数が120件以上で、実施件数等を当該保険医療機関に掲示等  

・病院にあっては退院調整に関する部門を設置、当該部門に十分な稔験を右する専従の  
2．613   

新t 院調整加算  看護師又は社会福祉士が1名以上配置  

・診療所にあっては退院調整を担当する専任の者が配置等  

期高齢者総合評価  l．041  

・後期高齢者の総合的な機能  平価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が1名以上配置  

・後朋高齢者の総合的な機能評価を適切に実施  

新ノ 期高齢者退院調整   ・病院にあっては退院調整に関する部門を設置、当該部門に＋分な経験を有する専従の  2．621   

加算   看護師又は社会福祉士が1名以上配置  

・診療所にあっては退院調整を担当する専任の看が配置等   

3）特定入院料  

届出医療機関数  

施設基準の概要  （上段：医療樅関数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・致命救急センターを右する病院  

・重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師及び看粍師の常時配置   188   19了   202  
救命救急入院料  

・重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設等  4．772   5．602   6．453   

・特定集中治療室管理料の施設基準を満たしているかに応じて1及び2に区分  

・集中治療を行うにつき必要な医師等の常時配置  
554  569  592  

特定集中治療室管理料   ・常時、入院患者数と看護師数の比が2対1以上  
3．75〔l  3．966  4．307   

・集中治療を行うにつき十分な専用施設等  

・常時、入院患者数と看湛師致の比が4対1以上   
ハイケアユ‾ット入院医  52  59  68   

療管理料   
・特定集中治療室に準じる設備  670  685  776   
・重症度等を満たしている患者B割以上等  

・病院の治療室を単位とし、治療室の病床数は30床以下  

脳卒中ケアユニット入院    ・脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師の常時配置  28  49  58  

医療管理料  186  289  355   
・常時、入院居奇数と看護師教の比が3対1以上  

・集中治痩を行うにつき必要な医師等の常時配置   

新生l鋸寺定集中仏療室  
199   柑9   198  

管理料   l．302   t．280   1．329  
・集中治像を行うにつき十分な専用施設等  

届出医療機関数  
施設基準の概要  く上段：医療機関数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

総合周産期特定集中治  ・集中治療を行うにつき必要な医師等の常時配置   
66   72   75   

療室管理料   ・常時、入院患者数と助産師又は看護師の数の比が3対1以上   

；母体胎児集中治療室管理料  （病床数）50t  

！新生児集中治療室管理料   （病床数）732   

・集中治療を行うにつき必要な医師等の常時配置   
広範囲熱傷特定集中仏  24   24   25  

療室管理料   5l   5l   52   
・集中治療を行うにつき十分な専用施設等  

一類感染症患者入院医  15  16  19  

療管理料   83  35  79   

・脊髄担傷等の重度障害者等を概ね8割以上入院させている病室   
特殊疾浅入院医療管理  62  52  39   

料   1．154  817  606   
・病鰍こおける5割以上が看貫隻職員（うち2割以上以上が有性師）等  

・特定機能病院以外の病院で小児科を櫨楕している病院  
1 

35  

・医療法施行規則に定める医師の員数以上の配置等  
・常勤医師数、平均在院日数及び看貫那己置等に応じて1～4に区分  1§8，去…；  

小児入院医療管理料  
L ロ  ＿」＝ヱ望4  ⊥…ユ望… 3！  

＿ト＿ヱ望8 4105  
1  

・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上  195  

（病棟散）115  

．職員の実質配置く4割以上が紺）が，5対1以上   弓1一般病棟  （病床数）5．047  

（病棟数）140  

回復期リハビリテーショ  （病床数）6．555   

ン病棟入院料   7  了16  

†  （病棟致）326  

L2し二讐竺  
（病棟数）470  

傾養病棟  

7  



届出医療機関数  

施設基準の概要  （上段：医療機関数／下段二病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・看註職員の実集配置が13対1以上  】  
848  981  1，017  

亜急性期入院医療管理           ・いすれかの疾患別リハビリテーション料を届出している  10，102  ＝．47  11．951   

料   潤一宗法看のうち、転醸した者等を除〈割合が6割以上等  45  
2  

・－一触病床のうち、当該病室の病床数の割合等に応じて1及び2に区分  900   

・看護要員の実質配置（5割以上が看護随員）が10対1以上  1144 92  84  
1  

・看護吼員の2割以上が看護師等  6．386  5．11了  4．2引  

特殊疾患病棟入院料                    濁当意看の症状等に応じて1及び2に区タi  190  144  10g  
2  

12．490  8．982  フ，739   

・末期の悪性腫瘍患着又は後天性免疫不き症候群の確荘患者が入院  164   181   193  

綻和ケア病棟入院料            ・看註師の美袋配置が7対1以上 等  3．135   3．49とi   3，780   

・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟  

・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看詫師の員数以上の配置  

・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上  22  32  42  

精神科救急入院料  1481  2．023  2．615   

・看護師の実質配置が10対1以上等  

・精神科救急医療施設等  

・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟  163  198  2t9  
1  

・精神科救急医癌施設  7．517  9．997  10．967  

精神科急性期治療病棟  
入院料  10  14  20  

n         ・当該病棟に1名以上かつ当該医臓機関に2名以上の精神保健指定医の配置等  
2  516  709  1．016   

・看護配置等に応じて、1及び2に区分  

・救命救急センターを有する病院  
0  

新精神科救急・合併症 入院料  0  

・着装師の実質配置が10対1以上等   

・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟  

堰療法施行規則に定める医師、看護師及び准看講師の員数以上の配置等  794   799   819  

精神療養病棟入院料             ・精神保健指定医一看言隻配置等に応じて、1及び2に区分  72．413   94．021   90．382   

・当該病棟において，宥誠職員の最小必要数の割合が2冨1j以上 等   373  
l  

・看泣配置等に応じて、1及び2に区分  

認知症病棟入院料  62  
2  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：医療機関数／下段：病床数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・看護師の実質配置が15対1以上  
335   

弦療所後期高齢者医療          ロブ′．、 r司¶   ・看護職員又は看護補助者を1名以上配置し、夜間における緊急時の体制を整備  
管理料  1′454   

※平成20年度より取りまとめを実施  

滞土手一ii  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：医療機関教／下駄診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・麻酔の形態、回復室の有無、看護配置等に応じて、1及び2に区分   89  90  93  

98  105  
短期滞在手術基本料  

1  

2  

34  37  38   

苧管理等  

届出医療機関数  

施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

■専任の医臥専従の看拉師、専任の真剣師の配置  46   54  54  

ウイルス疾患指導料  0  2   

・人工内耳哩込術の施設基準を満たすか、＋分な経験を有する常勤医師配置等  702  697  690  
高度難聴指導管理料  2．026  2．099  2．204   

・専任の看護師又は准看謹師の常時1人以上配置  237   245   274  

喘息治療管理料  ■喘息治穣管理を行うにつき必要な器械・器具の具備、緊急時の入院体制の石酎呆等  173   1g4   253   

・糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師配置  386  

新糖尿病合併症管理料            ・糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤看誠師配置 等  121   

・小児科を標揺する医療機関  1．324  1．285  1，272  
小児科外来診療料  

15．344  15，393  15．690   

・当該保険医漁協閻を主たる勤務先とする小児科担当医師と別の保険医頒標関を主たそ  8フ   8（i   95  

219   231 252   

診療科   一医師の配置、24時間診療体制の有無に応じて1及び2に区分  

地域連携小児夜間・休日            勤務先とする小児科担当医師との速射本別 等   
50  62  64  

B  
3  3  3  



届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段二病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・禁煙治療の経験を有する医師、専任の看護職員の配置  554   934   1，196  
ニコチン依存症管理料             ・医療機関の敷地内宗煙 等  

2．362   3．928   5．604   
開放型病院共同指導料  ・当該病院の存する地域の全ての医師、歯科医師の利用の為に開放され、専用の病床を  729   761   
（Ⅰ）   

796  

有する病院 等   

地域連携診療計画管理  ・対象疾患は大腿骨甑部骨折及び脳卒中  78   209  （封 405   
料   ・一瞼病棟の入院患者の平均在院日数が17日以内 等   

地域連携診療計画退院  ・地域連携診療計画管理料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象  1＄4   604   

時指導料   となる患者を受け入れることができる体制が整備されている 等  58   144   
㊥1・…三；  

・産科又は産婦人科を標揺する保険医療機関である  1  

（1）  

122   】9t   236  

ハイリスク妊産婦共同管                        ・年間分娩件数、ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医僚機関の名称  340   498   

理料   
646  

険医療機関の見やすい場所に掲示している 等  
（Ⅱ）  

157   184 

・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技±が1名以上配置   rl  2．103  
新医療機器安全管理料               ・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配違 等  186  

・臨床工学技士、医師配置等に応じて、1及び2に区分  
2  

3  

7   

薬剤管理指導料   
・薬剤師の配置  5．531   5．563   5．603  
・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設等  8   

・診療所又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しない病院  

新後期高齢者診療科   ・後期高齢者の身心の特性を踏まえた当該療養を行うにつき必要な研修を受けた  25  

常勤医師が配置  
9．538   

・24時間連絡及び往診可能な体制  

・他の保険医疲機関及び言方間者謹ステーションと連携及び情報提供可能な体制等  
在宅療養支援診療所  

・当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しない  

・24時間連絡及び往診可能な体制  宅療養支援病院  

他の保険医痩地聞及び訪問者粗ステーションと連携及び情報提供可能な体制等  

5 在宅医療  

届出医療機関致  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・診便所又は許可病床数が208床未満の病院   732   852   1．039  
在宅時医学総合管理料           ・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等   14．409   15，856   17．263   
在宅末期医療総合診療  ・在宅療養支援診療所又は在宅療棄支揮病院に係る施設基準の届出を行っていること   85   

料  ・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備等  8．177   8．736  9．574   
「・b ‾ 一●・・◆－        在宅患者訪問楽剤管理  （薬局数）  （薬局数）  

指導料   
（薬局赦）  

34．448  35，667  37．550  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

血液細胞核酸増幅同定  ・院内検査を行っている痛憤、診療所  

検査   
466   447   456  

・臨床検査を専ら担当する常勤医師の配置 等  2   

・院内検査を行っている病院、診療所等  1∃ 3・芸子写   

・臨床検査を担当する常勤医師の有無、常勤臨床横査技師の配置の有無等に  ー≡ 3・呈…1  ＿1」叫ヱ芸岩  

検体検査管理加算  応じて、1一別こ区分  

－・・十・－－－－・－－  2】－・6三言  

2  75了   

ロ  
伝カウンセリング加  ・遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤医師が配置  90  

・患者又はその家族に対して、カウンセリングの内容が文書交付され、鋭明がなされている  13   

心臓カテーテル法による諸検  ・当該検査を行うにつき十分な専用施設  381  387  451   
査の血管内視鏡検査加算  ・当該検査を行うにつき必要な医師及び春吉隻師の配置 等  5  4  2   

人工月茎臓   
・当該検査を行う  こつき十分な専用施設   （医療機関数）  （医療機関数）  （医療機関数）  

・当該検査を行う  ＝つき必要な医師及び看貫宴師の配置 等   87   85   51   

長期継続頭蓋内脳波検  ・当該検査を行う  こつき十分な専用施設   259   264   280   

査   ・当該検査を行う  こつき必要な医師及び看護師の配置 等   

光トポグラフイー   ・当該検査を行う  こつき十分な機器、施設   0  0  0  

・一定割合以上、別の保険医綾機関からの依矧こより抜査を実施 等   0  0  0  

神経磁気診断   ・当該検査を行うにつき十分な機器、施設  25   25   28  

・3年以上の経験を有する常勤医師の配置 等  

10  

ー  1  
声   躍   ‡  



届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段二病院数／下段二診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   
当喜亥検査を行う  二つき必要な医師の配置  1．144   

当該検査を行う  こつき十分な体制が整備されている 等  779   

当該検査を行う  こつき十分な機器、施設   8   9   6   

【定割合以上、別の保険医娘機関からの依碩により検査を実施 等  0   0   0   

当該検査を行うにつき必要な医師の配置  233   245   256   

当該検査を行うにつき十分な装置・器具 等  213   234   258   

当該保険医痕扱閻を受診」た患者のうち、＝コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割  1．353   1．398   1－276   

が3劃未満である 等  5，595   5，712   5，526   

当該検査を行うにつき必要な医師の配置  386   410   509   

当該検査を行うにつき十分な体制が整傾はれている 等  8   t3   184  

神経学的検査  

中枢神経磁気刺激によ  
る誘発筋電図  

補聴器適合検査  

コンタクトレンズ検査料1  

小児食物アレルギー負 荷検査  

7 画像診断  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・放射線科を標揺する医煉機関  
1   

75t   792   875  

画像診断管理加算  
個像診断を専ら担当する常勤医師の配置 156   164   195  

・画像診断を専ら担当する常勤医師により．すべての校医学診断、コンピュータ断層診断  （病院数）   
2   

（病院数）   （病院数）  

が行われているか等に応じて1及び2に区分  868   854   891   

‘送信側’ 57  90  
き十分な酪施設等   桓信側  

遠隔画像診断   18  30  42  

‘受信側’ 受信側  2  
由   

． 

・画像診断を担当する常勤医師の配置  
ポジトロン断層撮影 （PET）   ・断層描貫之を行うにつき十分な機器、施設等  82  llO0 141  

（共同利用率が20％未満の場合、所定点数の80％で算定）  
25  34  3【‡   

ポジトロン断層・コンヒュー  
・画像診断を担当する常勤医師の配置  

74  
タ断層複合撮影（PETLCT）   ・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設等  

118  149  

28  33  41  
（共同利用率が20％未満の場合、所定点数の80％で算定〕  

届出医療機関致  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

CT撮影   
・当該撮影を行うにつき十分な機儲及び設備 等   2．370  3．122  3，692  

434  738  1．047   

MRI撮影   ・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設価 等   1．561  1，770  1，907  

163  238  285   

314  
新‾t動脈CT撮影加算  ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置  

6  

新心臓MRl撮影加算  ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置  454  

・当該特殊撮影を行うにつき十分な機器、施設 等  0  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・必要な掟器及び十分な専用施設 等   1．074  

外来化学療法加算  
・看護師及び薬剤師が化学療法の経験を5年以上右するか等に応じて、1及び2に区分  1．228  1．440  72  

282  61さ  

287   

・無菌製剤処理を行うにつき十分な施設  （医療機関数）  

・無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が空備されている 等  
新無菌製剤処理料  

1．704  

（薬局数）  

168   

12   



9リハビリテーション  

届出医療機関致  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・専任の常勤医師の配置  160  217  286  

心大血管疾患リハビリ  
（Ⅰ）  

5   

テーション料   ・リハビリトションに附る記鯨を患者ごとに一元菅軋従事者が閲覧可能等 
（Ⅱ）  

1元  111  

・配置人員数に応じて（Ⅰ）及び（Ⅱ）に区分  t4  17  16   

・専任の常勤医師の配置  

・常勤の看誰師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚土の適切な配置  Il－・4≡喜   ・字書  Ⅰ：1・9≡？  

脳血管疾患リハビリテー             ・リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能 等  

ション料   ・配置人員数に応じて（l）～（Ⅲ）に区分  
L   Ⅱ1－’冒≡冒  

・・・垂－  

・専任の常勤医師の配置  旧  
4．225  4，466  4．637  

運動器リハビリテーショ  
ト  

乙677  3，103  3，292  

ン料  ・リハビリテーシ］ンに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が閲覧可能等  

（Ⅱ）  

1．1由  1誹≦  

・配置人員数に応じて（l）及び（Ⅱ）に区分  643  644  644   

・専任の常勤医師の配置   
（Ⅰ）   

乙435  2，56l  2．719  

呼吸器リハビリテーショ  69  87  105   
ン料   －リハビリテーションに関する記録を患者ごとに一元管理し従事者が圃覧   

（Ⅱ）   

1．O16   997   96う  

・配置人員数に応じて（Ⅰ）及び（Ⅱ）に区分  175   1（；8   165   

難病患者リハビリテー  ・専任の常勤医師、専従の従事者  51   45   41   

ション料   ・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等  52   51   51   

障害児（者）リハビリテー  ・専任の常勤医師、専従の従事者 等  221   205   220   

ション料   ・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等  68   66   94   

1．028  

新集団コミュニケーショ フ療法料  ・専任の常勤医師、専従の従事者 等          ・専用施設の保有、必要な器械・器具の 具備 等  g3   

13  

10 精神科専門療法  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

の配置  
大規模なもの  

301  369  416  

57  80  90  

精神科ショートケア   
小規捜なもの  

76   121   152   

・精神科医師、従事者の配違   
大規挨なもの   

605   639   663  

精神科デイ・ケア  
・専用施設の保有 等  160   177   187  

・専従の従事者数、専用施設の広さに応じて、大規捜．小規模に区分   
小規模なもの   

444  442  5  

266  268   275   

・精神科医師、従事者の配置  120   122   127  

精神科ナイト・ケア            ・専用施設の保有 等  75   85   93   

・精神科医師、従事者の配置  234   260   2了7  

精神科デイ・ナイトケア            ・専用施設の保有 等  
93   102   113   

・常勤精神保健指定医1名以上  1．199   1．219   1．247  
医療保護入院等診療料            ・行動制限最小化に係る委員会の設置 等  

0   0   0  

施設基準の概要   
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

鵬師  
棚   212   268   346  

エタノールの局所注入   
ニ ココ■】   186  

1∠】   



手術  

施設基準の概要  
届出医療機関数  

平成18年    平成19年   平成20年   

内視鏡下稚弓切除術、内視鏡下椎間板  ・当該僚養を行うにつき十分な専用施設  
69  83  103   

摘出（切除）術（後方切除術に限る）  ・当該臆養を行う   つき必輩な医師及び看言生師の配置 等   

内祝読下稚l計帳摘出－：切除二術（前方摘出前に限  ・当該療養を行う   つき十分な専用施設   

る∴内視鏡下脊椎固定補（胸椎又は膵枕前方国定う  ▲当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等   
6  6  

新頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うも  ・当該政義を行う   つき十分な専用施設  
4（〕   

のに限る。）   ・当  療養を行う  つき必要な医師及び看護師の配置 等   

脳刺激装置植込術、頭蓋閃電極植込  ・当  
482  498  520   

術又は脳刺激装置交換術  ・当   

脊髄刺激装置植込術又は脊随刺激  ・当  
672  709  732   

装置交換術  ・当   

・当該頼義を行うl  

人工内耳埋込術  96  96  99   
・当該掠養を行うl  

新顎骨形成術（骨格勤を伴う場合に限  
。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う精舎に限  24   

る。）   ・当   

・当  
同種死体肺移植術  6  6  6   

・当   

・当  
新 体部分肺移植術  5   

・当   

経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管  ・当  
263  256  308   

アテレクトミーカテーテルによるもの）  ・当   

・当  
桂皮的中隔心筋焼灼術  282  294  315   

■当   

ペースメーカー移植術、ペーースメー  ・当  引責養を行  二つき十分な専用施設   
2．713  2，734  2．958   

カー交換術   ・当該療蚤妄行   こつき必要な医師及び看護師の配置 等   

両心室ペースメーカー移植術、雨心室  ・当該療養を行   こつき十分な専用施設   
235  266  291   

ペースメーカー交換術   ・当該掠春を行   二つき必要な医師及び看護師の配置 等   

埋込型除細動器移植術及び埋込型除  、・当該療養を行   こつき十分な専用施設   
251  292  328   

細勤器交換術   ・当該療養を行   二つき必糞な医師及び香淀師の配置 等   
両室ペーシング機能付き哩込型除細動  
旭術及び両室ペーシング披能付き哩込  216   

聖除細動器交換術   ・当   

t5  

施設基準の概要  
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

大動脈バルーンバンビング法（lABP  ・当該療養を行うにつき十分な専用施設  
1．566   1．595   1．617   

法）   ・当該療養を行う   ＝つき必要な医師及び看護師の配置 等   

補助人工心臓   
・当該糖養を行ニ  

152   149   143   
・当該療養を行う  

・当  
哩込型補助人工心臓  5   5   5   

・当   

・当  
同種心移植術  7   6   6   

・当   

■当  
同種心肺移植術  3   3   3   

・当   

■当  
体外衝撃波胆石破砕術  416   423   429   

・当   
・当。  

生休部分肝移植純  68   68   72   
・当   

・当  
同種死体肝移植術  9   10   12   

・当．   

同種死体膵移植術、同種死体膵腎移  ・当該療養を行うにつき十分な専用施設  
8   8   10   

植術   ・当該療養を行   こつき必要な医師及び看誠師の配置 等   

・当  
斬 腔鏡下小切聞副腎摘出術   ・当  該療養を行 該療養を行  こつき十分な専用施設 こつき必要な医師及び看言窒師の配置等  32   

・当  
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術   ・当   療養を行  こつ こつき必要な医師及び肴貢削市の配置等   866   889   897   

新腹腔鏡下小切聞腎部分切除術、腹腔鏡  
下小切問腎嫡出術、腹腔鏡下小切聞腎（尿  34   
管）悪性腫瘍手術   ・当   

同種死体腎移植術   ・当  t2G  

・当  

生休腎移植術   ※平   148  

・当  
新′読点式高エネルギー走⊇音波療法  4   

・当   

16   



施設基準の概要  
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

腹腔鏡下前立腹悪性腫瘍手術   
・当  

・当   
27   35   41   

腹腔鏡下小切関前立腺悪性腫瘍  

・当   
35   

医科点数表第2章第10部手術の通  ・必要な体制及び医師の配置  

則5及び6に掲げる手術   ∵実施件数の院内掲示、手術内容の患者への説明及び文書提供 等   
3．970   4．645   4．677  

・必  

・㈲   
（Ⅰ）   138   217   2（iO  

輸血管理科  
・医師及び従事者の配置等に応じて（王）及び（［）に区分  

（Ⅱ）   606   733   827  

施設基準の概要   
届出医標機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

麻酔管理料   
・算定する旨を地方厚生（支）局長へ届け出た麻酔科を標揺する保険医療機関   

2．710  2．739   2．800   

14 放射線治療  

施設基準の概要   
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

・放射線治療を専ら担当する常勤医師又は歯科医師が1名以上配置  

放射線治療専任加算   ・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有等   423   438   452   

新 来放射線治療加算  ・放射線治療を専ら担当する常勤医師及び診碩放射線技師が1名以上配置  
・当該治療を行うために必要な機監、施設等  

412   

高エネルギー放射線治  

療   
558   575   589   

調放射線治療  

・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有等  
47   

直線加速器による定位  ・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置   

放射線治療   ・当該治療を行うにつき必要な体制、十分な機器、施設の保有 等   
131   159   195  

テレバソロジーによる術中迅速病理組織標本作製料  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段二病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

（送信側’ 42  
i送信側  

58  69  

術中迅速病理組織標本   分な体制の整備等  0  D   

作製   
’  

（受信側） 彗受這側   21   面   岳  
軋た病院等  

施設基準の概要   
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

地域歯科診療支援病院  ・常勤の歯科医師、看鮭職員及び歯科衛生士の配置   

歯科初診料   ・当該歯科医療にかかる紹介率 等   
176   152   224  

外来診療環境体  

・歯科衛生士の配置、緊急時の対応を行うlこつき必要な体制の整備等  
2．868   

・単独型若しくは管理型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院  

臨床研修病院入院診療 加算   ・研修歯科医の診瞭事象の記載について指導歯科医が指導及び確認する体制  48   96   80   

・臨床研修を行うにつき十分な体制の整備等  

診療支援病  

・地域において歯科診療を担う別の保険医庸機関との連携体制が絃保されていること  
86   

・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臆床工学技士が1名以上配置  

新医療機器安全管理料   ・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置等  
75   

・当鞍療養を行うにつき、十分な経験を右する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び  

歯科治療総合医療管理 料   治療後における当該患者の全身軟悪を管理する体制が整備されていること  10．652   10，391   10．544   

・歯科衛生士又は看貫豊師の配置等  

宅療養支援歯科診  

・当該地域において、在宅保養を担う保険医、介珪・福祉関係者等との連携体制が整臓等  
3．039   

・地域歯科診碩支控病院歯科初診料の届出をした病院等と連携している診療所  
地域医療連携体制加算   ・緊急時の連携体制の確保等   8．791   8．586   8．578   

歯無痛的窟洞形  
1．436   

歯科点数表第2筆算9部  ・必染な体制の整備及び歯科医鏑の配置   

の通則4に掲げる手術  ・実施件数の慌内掲示、手術内容の患者への説明及び文書提供 等   
79   99   72  

t3  

」   



施設基準の概要   
届出医療機関数  

平成18年  平成19年  平成20年   

歯科又は歯科口腔外車斗を担当する歯科医師として相当の経蝮を右する歯科医師が1名  

以上配置   
4．936  

捕殺物の維持管理を行う旨を地方厚生（支1局長に届け出た保険医痕機関   
66．639   67，270   67．372   

障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定   
十分な専用施設 等   

780   894   967  

踵害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定   
659   690   756   

＋分な専用施設 等   

歯周組織再生誘導手  

硝撞物維持管理料  

歯科矯正診断料  

顎口腔機能診断料  

17 調剤  

施設基準の概要   
届出薬局数  

平成18年  平成19年  平成20年   

・処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が3割以上  

新後発医薬品調剤体制 日算   ・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を  34，941  

当≡刻呆険薬局の見えやすい場所に掲示等  

届出医療捜関数  

施設基準の概要  （上段二病院数／下段：診療所数）  

平成18年  平成19年  平成20年   

・管理栄養士又は栄養士により行われている  

入院時食事療養（Ⅰ）   ・「厚生労働大臣が定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入門完基本料の  
B．377  日．420  8，414  
t．733  t．823  1．811   

算定方法」に規定する基準に該当する保険医療機関でない等  

19、   
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主な選定療養に係る報告状況   

○ 保険医療機関等から地方厚生（支）局への報告が必要な事項のうち、主な事項について全国の状況を集計したものである。   

○ 届出状況については、地方厚生（支）局において閲覧に供することとしている。   

1特別の療養環境の提供  

（1）特別の療養環境の提供に係る病床数の推移  

区  分   平成17年7月1日現在  平成18年7月1日現在  平成19年7月1日現在  平成20年7月1日現在   

特別の療養環境の提供に係る  

病床数（総病床数に占める割合）   床  ％   床  ％   床  ％   床  ％   

1人室   148．173（10．3）   152，216（10．6）   153，092 （10．8）   158，753（11．1）   

2人室   60．558 （4．2）   59，477 （4．2）   57．741（4．1）   57，138 （4．0）   

3人室   5．952 （0．4）   6，055 （0．4）   5．846 （0．4）   6．056 （0．4）   

4人室   23，467 （1．6）   25，312 （1．8）   27，958 （2．0）   30，383 （2．1）   

合 計   238，150（16．6）   243．060（17．0）   244，637 （17．3）   252．330（17．6）   

当該医療機関における総病床数   1，432，811床   1，430．736床   1，417，307床   1，434，004床   

（2）1日当たり徴収額 金銀階級別病床数  

①平成17年7月1日現在  （床）  

105．001円  1日当たり  

1．050円  2．川0円  3，150円  4．200円  5，250円  8．400円  10．500円  15．了50円  31．500円  52，500円  105．0（】0円  合 計                               平均徴収絹  

（推計）   

1人室  6．095  13，489  20．515  16．122  21．938  29．959  15，076  13，825  9：5f‡1  1．294  271   8   14乳173  6．914円   

2人室  12．738  17．517  12．152  5．160  5．148  4．378  2．050  1．274  13了   2   2   0   60．558  2．919円   

3人室  1．362  1．815  l．043  764  378  473   94  23   0   0   0   0   5．952  2，566円   

4人里  8．132  6．292  3，988  1，393  1．672  1，712  208  54   16   0   0   0   23．467  2．308円   

合 計  2【‡，327  39．113  37，698  23，439  29．136  36，522  17．428  15．176  9，734  1，296  273   8   238，150  5．335円  

参考最低  50円   

最高 210．000円   

②平成18年7月1日現在  （床）  

105．001円  1日当たり  

1．050円  2．100円  3，150円  4，200円  5，250円  8．400円  10．500円  15，75【I円  31．500円  52．500円  105，000円  合 計                               平均徴収額  

（推計）   

1人室  6．32l  13．了05  20．985  17．087  22．556  30．590  15．126  14，287  9，940  1．320  284   15   152．216  了．267円   

2人室  12．70l  17．257  11．744  5．269  4，914  4．197  2．043  1．143  205   4   0   0   59．477  3．058円   

3人室  1．428  1．748  1．118  772  391  443  135   14   0   6   0   0   6．055  2．743円   

4人妻  8，819  6．569  4．307  1，527  2，248  1．580  212  34   16   0   0   0   25．312  2．400円   

合 計  29，269  39．279  38．154  24．655  30．109  36．810  t7．516  15．478  10．181  1．330  284   15   243．0（；0  5．617円  

参考最低  50円   

最高 210．000円   

③平成19年7月1E】現在  （床）  

105．001円  1日当たり  

1．050円  2．100円  3，150円  4．200円  5，250円  8．400円  10．500円  15．750円  3l．500円  52．500円  105，000円  合 計                               平均撤収毒貞  

（推計）   

1人室  6．218  13．718  20．655  16．992  22．978  31．546  14．5了4  14．298  10．486  1，303  284   40   153，092  7，336円   

2人妻  12．319  16．447  11，635  5．108  4．748  4．237  1．91l  1．139  164   12   20   57．741  3．101円   

3人室  1，361  1．680  1．O19  753  336  565  124   8   0   0   0   0   5，846  2．778円   

4人室  9．749  7．684  4，521  1，606  2．428  1．790  121   43   16   0   0   0   27．958  2．357円   

合 計  29．647  39．529  37．830  24．459  30．490  38．13∈！  16．730  15．488  10．666  1．315  285   60   244，637  5．658円  

参考最低  50円   

最高 210．000円   

′ヽ1   



1平成20年7月1日現在  
（床）  

105．001円  1日当たリ  

1．050円  2．tOO円  3，150円  4．200円  5．250円  8．400円  10．500円  15．750円  3仁500円  52．500円  105．000円  合 喜十                               平均億収吾桑  

（推計）   

1人室  6．357  】3．582  21．126  17，425  24．125  32．413  15．20l  15776  11．042  1．349  298   59   158，753  7ゥ437円   

2人室  12，090  16．369  1】．224  5．129  4β12  4．251  1．896  l．186  140   12   15   14   57．138  3．124円   

3人室  1．511  t．667  1．140  695  419  504  tO9   8   3   0   0   0   6．056  2．7〔）5円   

4人室  10，033  8．463  4．973  2，Ot7  2．847  】．832  t36   74   8   0   0   0   30，383  2，394円   

合 計   29．991  40，081  38．463  25，266  32．2〔〉3  39，000  17．342  】7．044  11，193  1．361  313   73   252．330  5．740円  

参考最低  50円   

最高 210．008円   

2 病床数が200以上の病院について受けた初診  

（1）報告医療機関数の推移  

（2）金誌階級別医療機関数  

の平成17年7月1日現在  

525円  1．050円  病院数  109  366   5．251円  合計   
1．575円  2．100円  2，625円  3．150円  3．675円  4．200円  4．725円  5．250円    277  195  88  75  2  14  0  6   2  1．134  

（至）平成18年7月1日現在  

5，251円  合計  
525円  t．050円  1，575円  2．100円  2，625円  3，150円  3，675円  4．200円  4．725円  5．250円  

病院数  86  336  272  214  85  104   4  17   1 13 3  1，135   

③平成19年7月1日現在  

525円  1，050円  病院数  84  336   
5 

，251円  合計   

269  219  96  116   3  17   1 18 3  1．162  

④平成20年7月1日現在  

病院数  87  310   525円  1．050円  1，575円                5 ．251円  合計  
261  229  98  144   3  21   2  22   3  1，180   

3 予約に基づく診療  

5 金属床による総義歯の提供   



6 齢蝕に羅患している患者の指導管理  

7 病床数が200以上の病院について受けた再診  

8 入院期間が180日を超える入院  

6  

ア霞  
t▼■l   
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照会先  

厚生労働省  

健康局疾病対策課臓器移植対策室  

担当者平塚 03－5253－1111（内線2366）  

医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室  

担当者江原 03－5253－1111（内線291ヱ）  

保険局医療課  

担当者待鳥 03－5253－1111（内線3270：ト  

新 造 府 県 知 事  

地上■厚二牛 －：上1局氏  

摩十もー働管区 攻′局長  

平成21年2月26日  

ボーンマロウコレクションシステムの製造販売の承認及び保険適用について  

米国バイオアクセス社から1月28日に承認申請が提出された骨髄移植用の「ボ▼－  

ンマロウコレクションシステム」については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構  

（PMDA）において迅速に審査が行われてきましたが、本日開催された薬事l食品衛  

生審議会医療機器・体外診断薬部会に審査結果を報告の上、薬事法に基づく製造  

販売の承認を行うとともに保険適用しましたので、ご報告します。  

承認申請日：  平成21年1月28日   

承認日．  平成21年2月26日   

承認申請者：  日ioAccess．Inc．   

選任製造販売業者  バクスター株式会社   

供給見込・／〈ウスター社が320キットを輸入済みであり、直ちに供給開始予定。  

なお、3月第2遇までの骨肯遺移植については、バクスター社製「ボーンマロ  

ウコレクションキット」が確保されており、バイオアクセス社製品が使用される  

のは、3月第3週以降と予想される。   

早年労働省保険局民  

」て－ン て7；二二′ ＝レ ′ケンコン ンステム」〔美・上区分Al二【ノ）保候底′司につしlて   

平硯21年三月コ6口付けてバクスター粁式会fl刀ユ・う保険適用～己望書が乱十】さノhた  

「ボーン・7「コウ コ〆アンコン シスナム」（二決」′主区分八1（包括＝ についてけ、本臼  

小らネバ皇ど太ぃ＝呆険適ノ廿ト「ることとLフ】二こ「ノて、そ‘rノ取扱いに遺漏¢パンし＼土う閏探者に  

や1Jて同軸徹底を阿られたい   

なお、苦こ疲機器し「ノ侃旅適用に／Jいて沃、「溝蛙牢違器の保険通関写に讃する取扱いに／J  

いて」（平成20十2差13ヨ匡政売買「引3桐（5号及び保箋第此130（‖号）に基づき実施Lて  

いろところでき）り、決右区分八1（包括〕として保険適持上ナることが這一当と判断した  

とノ・ノノについ一こは、保険適用希望善が受理された巨かじ二二起算して後、封＝］を牒む過した日  

」らf勘食通用と十三。こととしていろところでふるが、今且〃「ボーン マロウ コレク  

ン三Iン ンステム」にノ〕いて沃、類似しrrJ妄疲機器の供給が不足」、従来案馳できていた  

甘舶移植〕．）天龍に多人なる景三響が牛じることが強く懸念づれることから、保演適用しり  

適否を迅速に判断したもバ．1であることを申し添える「  



（参考）   

「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」（抜粋）（平成  

20年2月13日医改発第0213006号、保発第0213004号）  

1～2（1）省略   

2（2）保険適用時期  

決定区分Al（包括）、A2（特定包括）又はB（個別評価）と  
して希望のあった医療機器について、希望どおり保険適用するこ  

とが適当と判断したものについては、決定区分に応じそれぞれ次  

のとおり保険適用する。ただし、（4）の保険適用不服意見書の提  

出を行った場合、保険適用希望書の内容等に係る不備の補正を指  
示した場合及び追加資料の要求等を行った場合はこの限りでな  

い‖  

① 決定区分Al（包括）  

保険適用希望善が受理された計（内容等に係る不備の補正が終了  

した日）から起算して後、20日（ただし、土曜日、日曜日、国民  

の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第3条に規定す  
る休日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月  

31日を除いて計算する日数とする）を経過‡した日から保険適用と  

する（）   

以下略  

き）   




